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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２９年第１回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 本定例会は、３月３日に告示され、同日、議案等

の配付をいたしました。 

 また、本定例会までの議会の運営につきまして

は、２月１７日及び２月２７日、３月２日、議会運

営委員会を開催し、会期及び日程等の審議をいたし

ました。 

 次に、本定例会まで受理いたしました陳情及び要

望の件数は１件であり、その内容につきましては、

さきに配付のとおりでございます。 

 次に、監査委員から、監査・例月現金出納検査結

果報告書の提出がございました。 

 次に、本定例会に提出の議案は、町長より提出の

案件２９件、議会側からの報告案件２件、発議案２

件でございます。 

 次に、町長より、行政報告などの申し出があり、

その概要につきましては、本日配付のとおりでござ

います。 

 次に、閉会中の主な公務につきましては、議長報

告といたしまして、本日配付の議会の動向のとおり

でございます。 

 町長から平成２９年度の町政執行方針、教育長か

ら教育行政執行方針についての発言の申し出がござ

いました。 

 最後に、本定例会の説明員につきましては、別紙

名簿として配付のとおりでございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ２番 岡 本 康 裕 君 

     ３番 佐 川 典 子 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月２７日までの２

１日間といたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月２７日までの２１日

間と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 町長から、本定例会までの主要な事項についての

行政報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第１回定例町議会に御出席をいただ

き、まことにありがとうございます。 

 この機会に、昨年１２月定例町議会以降における

町政執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、上富良野町特別名誉町民、故後藤純男画

伯の「お別れの会」についてでありますが、１月２

５日、後藤画伯を囲む会と、町が発起人となり、保

健福祉総合センターかみんにおいて開催し、御参列

いただいた約２００名の皆様とともに、後藤画伯へ

の限りない思いと御遺徳を忍んだところでありま

す。 

 次に、国の栄典関係についてでありますが、長年

にわたり町議会議員を務められました谷本和一氏

が、本年１月１日付の発令による高齢者叙勲におい

て、旭日単光章を受章され、２月７日に北海道より

伝達されました。改めてこれまでの御功績に心から

敬意を表するものであります。 

 次に、十勝岳噴火総合防災訓練についてでありま

すが、２月２２日から２３日の２日間、十勝岳火山

防災協議会の主催により実施いたしました。 

 訓練実施に当たっては、旭川地方気象台、陸上自
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衛隊、北海道警察、富良野広域連合消防本部、上富

良野消防署、消防団など、多数の関係機関に御協力

をいただいたところであります。 

 今回の避難訓練では、住民会、自主防災組織によ

る独自の訓練とあわせ、町内２１カ所で避難所を開

設し、全体では２４０世帯３３８人、７事業所３３

人の参加をいただいたところであります。 

 このたびの防災訓練に当たり、各防災関係機関の

御協力に対し、改めて感謝申し上げるとともに、今

後も訓練のみならず、日ごろからの防災意識の向上

に努めてまいります。 

 次に、自衛隊関係でありますが、２月２日から３

日、８日から９日にかけて、富良野地方自衛隊協力

会及び協力会上富良支部によります「上富良野駐屯

地現状規模堅持更なる拡充を求める要望」を、ま

た、基地対策関係では、２月１３日から１４日に、

上富良野町基地対策協議会によります「防衛施設周

辺整備対策等に関する要望」を、防衛省及び関係国

会議員に行ってまいりました。 

 また、２月２４日に上富良野町自衛隊退職者雇用

協議会主催によります自衛隊定年退官予定者激励会

に出席したところであります。 

 次に、町税等の収納対策についてでありますが、

今年度の取り組み状況につきましては、１月末現

在、国税徴収法に基づく預金調査、給与調査等の財

産調査を実施し、所得税還付金、普通預金、給与、

動産など、合計１０６件の差し押さえを執行し、５

６２万９,３９５円を換価収納したところでありま

す。 

 この間、夜間納税相談窓口を開設し、１２月期ま

でに現年度分の未納８４８件に対し納税催告を行う

など、納税の推進を図ってまいりました。 

 次に、平成２８年分所得税の確定申告の受付状況

についてでありますが、２月１６日から３月１５日

までの間、また、消費税及び地方消費税の確定申告

については、２月１６日から３月３１日までの期間

で実施しており、申告者の皆様がスムーズに申告で

きるよう、所得税の申告と同時に相談・受付の対応

を図っているところであります。 

 次に、クリーンセンターのダイオキシン類の測定

結果についてでありますが、昨年８月の測定では、

Ａ系が０.００３ナノグラム、Ｂ系では０.００５９

ナノグラム、１０月に行った測定では、Ａ系がゼロ

ナノグラム、Ｂ系は０.００１２ナノグラムであ

り、いずれも、町独自で定めております基準値の５

ナノグラムを大きく下回る測定結果となっていると

ころであります。 

 また、施設も平成１１年度から稼働し、１８年を

迎えることから、設備の経年劣化が懸念されるとこ

ろでありますが、引き続き安全で安定的な管理運営

に努めてまいります。 

 次に、冬の観光イベントについてでありますが、

昨年の大みそかから元旦にかけまして、日の出公園

を会場に「北の大文字」が開催されました。 

 今回は、３０回目の節目にあわせ、上富良野町開

基１２０年の幕あけイベントとして、大文字のかが

り火と幻想的な冬の花火の中、御来場いただいた約

１,２００人の皆様とともに、十勝岳の安寧と町民

の幸せを祈念したところであります。 

 また、本年で５３回目となる「かみふらの雪まつ

り」についてでありますが、２月５日、日の出公園

を会場に開催し、天候にも恵まれ、約２,５００人

の町民の皆様に御来場いただきました。 

 会場には、上富良野駐屯地第２戦車連隊制作によ

る大雪像を初め、各関係団体による雪像等が披露さ

れ、また、雪合戦大会のほか、子どもから大人まで

参加いただけるさまざまなアトラクションととも

に、楽しい冬の１日を過ごしていただくことができ

ました。 

 雪まつりの開催に当たりましては、雪像制作やイ

ベントの運営はもとより、御支援、協賛をいただき

ました各機関・団体・事業者の皆様に感謝を申し上

げるところであります。 

 次に、成人式についてでありますが、１月８日、

保健福祉総合センターかみんにおいて、町議会議員

を初め来賓各位の御臨席をいただき、新成人９４名

の出席のもと、式典を挙行いたしました。 

 式典では、東中清流獅子舞保存会と安政太鼓保存

会による町の伝統芸能が披露され、出席者の皆様と

ともに新成人の門出を祝福したところであります。 

 次に、生徒の部活動における活躍についてであり

ますが、中体連地区大会のクロスカントリー競技に

おいて、上富良野中学校の選手２名が優勝並びに入

賞を果たし、１月１４日から行われた全道大会に出

場し、２年生の青野叶夢さんが優秀な成績をおさ

め、２月３日に行われた全国大会に出場を果たした

ところであります。 

 生徒の健闘と活躍をたたえるとともに、今後のさ

らなる活躍を期待するところであります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、１２月定例町議会で報告以降に入札執行した建

設工事は、３月３日現在、件数で８件、事業費総額

で１億２,８３５万８,０００円、本年度累計では５

２件、事業費総額５億２,２４９万１,３６０円と

なっております。 

 詳細につきましては、お手元に「平成２８年度建

設工事発注状況」を配付しておりますので、御高覧

をいただきたく存じます。 
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 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告について、監査委員

から報告を求めます。 

 代表監査委員、米田末範君。 

○代表監査委員（米田末範君） 監査及び例月現金

出納検査の結果について御報告いたします。概要の

み申し上げますので、御了承賜りたいと存じます。 

 初めに、定期監査及び財政援助団体監査の結果に

ついて御報告申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 地方自治法第１９９条第４項及び第７項の規定に

より、定期監査及び財政援助団体監査を執行しまし

たので、同条第９項の規定により、その結果を報告

いたします。 

 監査の対象及び範囲ですが、産業振興課、建設水

道課所管の財務事務及び上富良野集落協議会の財務

事務を監査の対象として、平成２９年１月１９日、

２０日、２３日の３日間、平成２８年度に執行され

た財務及びこれらに関する事務の執行状況を監査い

たしました。 

 監査の方法ですが、所管財務事務に関しての一部

を選択して試査する部分監査とし、伝票、決議書な

ど関係書類の資料の提出を求め、この中から抽出し

て点検、照合を行うとともに、必要に応じて関係職

員から事務の執行状況及び内容の聴取もいたしまし

た。 

 また、財政援助団体においては、町が交付した負

担金に係る出納等財務事務の執行が適切かつ効率的

に行われているかについて、金銭出納簿、通帳、伝

票、会計決算書等の資料を点検し、必要に応じて関

係職員から内容等の説明を受け、聴取も行いまし

た。 

 監査の結果を申し上げます。 

 産業振興課、建設水道課の抽出により試査した財

務に関する事務及び財政援助団体である上富良野町

集落協議会の財務に関する事務は、おおむね適正に

執行されていると認められました。 

 次に、２ページから１３ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、

例月現金出納検査を執行いたしましたので、同条第

３項の規定により、その結果を報告いたします。 

 平成２８年度１１月分から１月分について、概要

並びに検査結果を一括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１４ページ

にございますので、参考としていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって監

査・例月現金出納検査結果報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 報告第２号議会

懇談会開催結果報告について、報告を求めます。 

 議会運営委員会委員長、金子益三君。 

○議会運営委員会委員長（金子益三君） ただいま

上程いただきました報告第２号議会懇談会開催結果

報告について、御報告を申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 議会懇談会開催結果報告書。 

 平成２８年第４回定例会において議決された議会

懇談会について、次のとおり実施したので、その結

果を報告する。 

 平成２９年２月１７日、上富良野町議会議長、西

村昭教様。 

 議会運営委員長、金子益三。 

 資料につきましては、皆様、既に御高覧いただい

たものとして、要点のみの御報告とさせていただき

ます。 

 開催の目的、開催日、会場及び参加人数、出席議

員数につきましては、御高覧いただいたものとし

て、割愛をさせていただきます。 

 議会報告及び懇談内容。 

 議会報告については、常任委員会の調査報告等に

ついて、担当議員より説明を行い、懇談につきまし

ては、「町の未来について、議員に聞きたい」の

テーマのほか、参加された町民の方から自由に発言

をいただき、懇談を行った。 

 まちづくり全般につき、参加町民から多くの意

見・質問が寄せられ、議員との懇談が図られた。 

 次ページをお開きください。 

 その結果、参加者からアンケート調査も実施をい

たしました。 

 結果報告については、全会場で寄せられた意見な
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どをまとめ、「かみふらの議会だより」で周知・報

告をする。 

 まとめ。 

 昨年度から議会懇談会として開催し、できるだけ

多くの意見を聞けるように実施をした。 

 最初に、各常任委員会の活動報告として、委員会

で調査した事項等について説明を行い、続いて、参

加町民と議会との直接的な懇談の場として、町民の

質問に議員が答えるという一方通行ではなく、テー

マ「町の未来について、議員に聞きたい」につい

て、町民から町の未来、まちづくりについての意見

を聞き、懇談ができて、相互の意見交換が図られ

た。 

 今後も引き続き幅広い町民の意見を聞きながら、

議会活性化とともに、町民に身近で開かれた議会を

目指していく。 

 今回の議会懇談会において、町民から出された要

望等で重要なものについては、町長に書面で提出

し、今後の町政の参考とするよう求めていく。 

 （３）、多くの町民が参加できるよう、より興味

を持ちやすい議会懇談会のテーマや参加しやすい実

施方法などについて、さらに検討する必要がある。 

 以上、報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって、議会懇談会開催結果報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第１０号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第１０号平

成２８年度上富良野町一般会計補正予算（第１３

号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第１０号平成２８年度上富良野町一般会

計補正予算（第１３号）につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 １点目は、個人番号カード交付事業を含む１２件

について、繰越明許費の追加をお願いするととも

に、道路橋梁災害復旧費については、事業の追加に

伴い、繰越明許費の額を変更するものであります。 

 ２点目は、議会広報誌印刷製本費を含む１０件に

ついて、債務負担行為の追加をお願いするととも

に、東１線排水路整備事業（Ｈ２８国債）につい

て、事業量の確定に伴い、債務負担の限度額を変更

するものであります。 

 ３点目は、消防団車両整備事業を含む１３件につ

いて、事業費の確定に伴い、地方債の限度額を変更

するものであります。 

 ４点目は、証明書コンビニ交付構築事業、保健福

祉総合センター外壁改修事業、緊急通報システム更

新事業及び上富良野中学校体育館消防施設更新事業

について、サービスの早期開始、事業の早期完了、

また、設備の早期更新を図るため所要の事業費の補

正をお願いするものであります。 

 ５点目は、国の補正予算に伴い、経営体育成基盤

整備事業及び島津第２地区水利施設保全合理化事業

の実施に係る事業費の補正とあわせて、地方債の追

加をお願いするものであります。 

 ６点目は、民生安定事業の年度間調整により、演

習場周辺農業用施設設置事業の実施に係る事業費の

補正をお願いするものであります。 

 ７点目は、各認定こども園及び保育園入所者の確

定見込みに伴い、入所者及び国・道の負担金並びに

施設型給付費及び運営委託費について、所要の補正

をお願いするものであります。 

 ８点目は、地域センター病院の産婦人科医療体制

を確保していくため、２次医療圏内５市町村におい

て支援していくことで協議が整ったことから、所要

の補正をお願いするものであります。 

 ９点目は、現在、経営改善に取り組んでいるラベ

ンダーハイツ事業に対し、その促進に向け、当事業

特別会計へ繰り出すため、所要の補正をお願いする

ものであります。 

 １０点目は、去る１２月定例町議会で御議決いた

だいた補正予算（第１０号）以降の寄附採納に当た

り、使途目的に沿って、一部を歳出予算化するとと

もに、各基金利子の確定額とあわせて、それぞれ積

立の補正を行うものであります。 

 １１点目は、各事業費の確定及び確定見込みによ

ります執行残の減額補正のほか、除排雪業務及び燃

料単価上昇への対応などを含め、所要の補正をお願

いするものであります。 

 以上、申し上げた内容を主な要素として、財源調

整を図った上で、財源余剰と見込まれる部分につき

ましては、公共施設整備基金に積み立てるととも

に、一定額を予備費に留保することで、補正予算を

調整したところであります。 

 以下、議案の説明につきましては議決項目の部分

を説明し、予算の事項別明細書につきましては省略

をさせていただきますので、御了承を願います。 

 議案第１０号平成２８年度上富良野町一般会計補

正予算（第１３号）。 

 平成２８年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第１３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 
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 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億６,３３０万２,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８４億９,０２５万８,

０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正）。 

 第２条、繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 

繰越明許費補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第３条、債務負担行為の追加及び変更は、「第３

表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正）。 

 第４条、地方債の追加及び変更は、「第４表 地

方債補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款町税３,２０６万円、１２款分担金及び負担

金１,１１５万９,０００円の減、１３款使用料及び

手数料１５４万円、１４款国庫支出金８,４２３万

４,０００円、１５款道支出金２,４６７万円、１６

款財産収入２１１万２,０００円、１７款寄附金２

０３万５,０００円、１８款繰入金１８３万２,００

０円、２０款諸収入５４７万８,０００円、２１款

町債２,０５０万円。 

 歳入合計は、１億６,３３０万２,０００円であり

ます。 

 ２、歳出。 

 １款議会費３５万２,０００円の減、２款総務費

５,７９１万９,０００円、３款民生費２,４８７万

４,０００円、４款衛生費３３７万９,０００円、５

款労働費５万２,０００円の減、６款農林業費１億

５,４２２万１,０００円、７款商工費９４万８,０

００円の減、８款土木費８１２万４,０００円の

減、９款教育費５４９万９,０００円、１０款公債

費７９９万５,０００円の減、１１款給与費１７１

万５,０００円の減、１２款予備費５,３６９万７,

０００円の減、１３款災害復旧費１,１７０万７,０

００円の減。 

 歳出合計は、１億６,３３０万２,０００円であり

ます。 

 ４ページをごらんください。 

 第２表、繰越明許費補正について申し上げます。 

 個人番号カード交付事業につきましては、既に交

付決定されたうち、所要額について翌年度に繰り越

すよう国より指示があったことから、コンビニ交付

サービス構築事業、保健福祉総合センター外壁改修

事業、緊急通報システム更新事業及び上富良野中学

校体育館消防施設更新事業並びに国の補正予算に伴

う島津第２地区水利施設保全合理化事業及び経営体

育成基盤整備事業並びに民生安定事業の年度間調整

に伴う演習周辺農業用施設設置事業につきまして

は、事業着手及び完了が翌年度となることから、道

路管理用重機整備事業につきましては、除雪用ダン

プ購入に当たり、昨年６月に入札を執行し、契約し

たところでありますが、納品が翌年度となることか

ら、東１線排水路整備事業につきましては、平成２

７年度国債分について、昨年の豪雨災害の影響によ

る工期の延長とあわせて、それに伴う平成２８年度

通常分で予定していた支障物件移転補償等が翌年度

となることから、南部地区土砂流出対策事業につい

ては、昨年の豪雨による影響などを含めた調査設計

に時間を要することから、農道災害復旧事業につい

ては、数多くの浸水箇所への対応を図っており、年

度内の完了が難しく、雪解け後の事業着手となる事

案も見込まれることから、それぞれ繰越明許費を設

定するものであります。 

 また、道路橋梁災害復旧費については、当初予定

していた繰り越し事業のほか、災害復旧残土処理に

係る事業費を追加するよう繰越明許費の額を変更す

るものであります。 

 ５ページをお開きください。 

 第３表、地方債行為補正について申し上げます。 

 上富良野町議会広報誌印刷製本費、上富良野町議

会会議録反訳業務、上富良野町広報誌印刷製本費、

スクールバス運行業務、予約型乗り合いタクシー運

行業務、町道維持管理業務、第６次総合計画策定業

務及び新たに指定管理期間となる日の出公園指定管

理業務、吹上保養センター指定管理業務、パークゴ

ルフ場指定管理業務の１０件について、債務負担行

為を設定するものであります。 

 東１線排水路整備事業、平成２８年度国債分につ

いては、防衛省との調整により、事業量が確定した

ことから、その限度額を変更するものであります。 

 ６ページをごらんください。 

 第４表、地方債補正について申し上げます。 

 経営体育成基盤整備等事業については、国の補正

予算に伴い、事業費の補正をお願いする経営体育成

基盤整備事業及び島津第２地区水利施設保全合理化

事業の適債分について地方債を設定するものであり

ます。 

 また、消防団車両整備事業、東中中央地区、東中

南地区、東中西地区、東中第一地区、東中東部地区

の道営経営体育成基盤整備事業、北１７号道路道営
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農地整備事業、上富良野地区道営農村地域防災減災

事業、町営住宅整備事業、本流の沢道路災害復旧、

清富開拓の沢川災害復旧、ピリカ富良野川災害復

旧、単独災害復旧事業の１３件について、事業費の

確定に伴い、それぞれ限度額を変更するものであり

ます。 

 以上で、議案第１０号平成２８年度上富良野町一

般会計補正予算（第１３号）の説明といたします。

御審議いただきまして、議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 何点か質問させていただ

きます。 

 ２８ページ、事業確定による補正でございますけ

れども、旭町の旧教員住宅の解体、これは何戸だっ

たのでしょうか。 

 それから、３８ページ、年金生活者等支援臨時福

祉給付金事業、これ何人分を見込んでおられたの

か、これは何人分となるのでしょうか。それと、給

付の漏れというのはないのでしょうか、ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

 それから、４８ページのクリーンセンター管理費

のところです。稼働して１８年になるということで

ございますけれども、何かしらここの施設は、１年

おきといいましょうか、どこかしら改修、補修して

いるイメージがあるのですけれども、どうなので

しょうか、可燃ごみの量は、各家庭での分別が進ん

できましたので、量が少ない、足りないのではない

かと思うのですけれども、ごみが少ないと、Ａ系、

Ｂ系、稼働なんかに伴って傷みぐあいが激しいのか

なと、このように思いますけれども。 

 以上３点、お願いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １３番村上議員の１点

目の御質問に私のほうからお答えいたします。 

 旧教員住宅の解体につきましては、４棟の解体で

ございます。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま村上議員

の年金生活者等支援臨時福祉給付金事業の実績とい

うような御質問だと思いますが、お答えさせていた

だきます。 

 当初、対象者といたしまして、１,４００人を予

定して予算を組ませていただいたところですが、実

際の対象者が１,３３９人ということで、支給者１,

３３８人ということで、率にいたしまして９９.４

％、うち１名の方については辞退ということで、実

質的には１００％の支給になったと理解しておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １３番村上議員の

クリーンセンターの施設の維持管理についての御質

問にお答えさせていただきます。 

 クリーンセンターにつきましては、議員御質問の

とおり、１８年ということで、かなり年数も経過し

ていることから、大変施設については、毎年維持管

理について、修繕等をさせていただいているところ

でございます。この施設につきましては、私ども所

管としましても、今後も施設の維持管理を適正に運

営していくために、長寿命化計画を所管で計画を

し、年間維持管理にあわせて、修繕につきましても

年次的な計画を持って進めているところでございま

す。 

 ただ、議員のおっしゃるとおり、なかなか修繕計

画にプラス、あわせて修繕をしなければいけない箇

所がたびたび生じていることも現状でございますの

で、今後とも年間の作業におきまして点検をしなが

ら、修繕計画については随時見直しを図りながら修

繕に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、ごみが減量化されたことによって、施設の

維持管理につきましては、ごみの減量が進めば進む

ほど施設の稼働につきましては、時間的にも量的に

もコストがかからなくなりますので、それについて

は、適正な運営に努めていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） ２８ページの旧教育住宅

でございますけれども、これは道から町に払い下げ

になったところではないでしょうか。町の財産に

なったかと思うのですが、確認させていただきたい

のです。更地になったところが、今度、町の財産と

なるのか、確認させていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 旧教育住宅の解体を行

いました４棟の部分につきましては、もともとは教

育委員会が管理していた教育住宅でございます。そ

ちらにつきまして、移住準備住宅、お試し暮らし住

宅等に利活用していく上で、教育住宅としての利用

のなくなった部分を普通財産のほうに移行して、一

定程度、町長部局のほうで管理をしているのが数棟

ございます。その中で、古くなった施設等で利用が

難しくなった部分を、昨年度、４棟を解体させてい

ただいて、そちらは、今、更地といいますか、建物
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がなくなった状態であります。土地は町の財産でご

ざいます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。ほかにご

ざいませんか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ２５ページの一般管理費

で、委託料で証明書コンビニ交付システム構築とい

う形の予算が計上されております。説明では、マイ

ナンバーカードの利用促進を目的とした、住民サー

ビスの向上に努めるという形の中で、住民票や印鑑

登録証明書等々を取得するための利便性を図るとい

うことが目的という形になっております。 

 そこで、お伺いしたいのですけれども、とかく、

いわゆる情報が流出する、あるいは安全管理、いわ

ゆるセキュリティーの確保といったのが取り沙汰さ

れておりますけれども、この点については、十分、

他人が本人になりすまして証明書をとるというよう

な、コンビニにおいて、そういうことも可能なのか

なというふうに思いますが、そういった点では、安

全管理が徹底されて、未然に防ぐ体制があるかなと

いうふうに思いますが、この点はどのようになって

いるのか、確認しておきたいというふうに思いま

す。 

 それと、今後、運用された場合においては、説明

によれば、稼働における年間費用が約４７９万６,

０００円かかるという形になっております。その中

には、交付システムの利用料と保守点検、あるいは

負担金という形になっておりますけれども、これ

は、今後、通年維持管理という形で、係る費用とい

う形で確認してよろしいのかどうなのか、お伺いい

たします。 

 委託料については、システムの利用料という形に

なりますから、各コンビニ、いわゆる業者のところ

に委託料という形で支払われるのかなというふうに

思いますが、この点、どのようになるのか、お伺い

しておきたいというふうに思います。 

 それと、２７ページですけれども、今、町のほう

では、移住計画、定住促進費という形でなっており

ますが、マイナス４万９,０００円という形になっ

ております。これの実績について、目標とされた、

移住・定住という形で、実績はどのようになってい

るのか、実績がわかれば、移住された方、転出され

た方という形でわかれば、お伺いしたいというふう

に思います。 

 地域創生という形の中で、出生率向上等々含め

た、子育ても含めた環境整備をずっと町ではしてお

りますが、そういう意味では、今回こういう政策を

打ち出した後において、２８年度においては、町の

出生率というのはどのようになっているのか、この

点をお伺いしておきたいというふうに思います。 

 ２７ページの財産管理費の中で、公共施設の基金

積み立てという形で、予備費から充当されているか

というふうに思いますが、今後、必要な、恐らく公

共施設等維持管理等にかかわって、将来発生するで

あろう施設の維持、あるいは建設にかかわった予算

を積み立てるという中身なのかなというふうに思い

ますが、今後、将来的に起こり得るであろう、こう

いった部分の、充当されるものというのはどういう

ものがあるのか、お伺いしておきたいというふうに

思います。 

 次に伺いたいのは、４１ページの児童福祉総務費

の中で、委託料という中で、教育・保育給付費とい

う形になっております。この扶助費の中で、いわゆ

る保育型施設の給付費という形で載っております

が、一般の西保育所という形で委託料等があります

けれども、どちらのほうが、委託料と給付費という

形になった場合に、単価は、どちらのほうが有利に

運んでいるのかという、その内容と、実際、認定保

育園に至っては、１号、２号、３号というふうにあ

りますが、利用状況はどのようになっているのか、

伺っておきたいと思います。 

 次に、４５ページの保健衛生総務費の中で、地域

センター病院の産婦人科医の確保という形の予算が

計上されております。この中では、産婦人科の医師

を確保するための支援体制の内容だという形で説明

書も受け取っていますが、お伺いしたいのは、今

後、こういう措置をとったとしても、次年度以降、

産婦人科医が確保される見通しというのはどのよう

になるのか、この点、現状とあわせてお伺いしたい

というふうに思っております。 

 次にお伺いしたいのは、６７ページの商工振興費

の中で、商業者の後継者の就業奨励補助という形に

なっております。この間、過去３年間でもよろしい

ですが、何人の方が就労されて、定着されているの

か、お伺いしたいのと。今回、これはどういう業種

の方が対象になっているのか、お伺いしておきたい

というふうに思っております。その点、全体通し

て、町の取り組みとしてどうだったのかということ

も含めてお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢議員の

証明書コンビニ交付にかかわる御質問にお答えいた

します。 

 まず、１点目の情報の管理についてでございます

が、このシステムを構築されれば、マイナンバーを

お持ちの方につきましては、最寄りのコンビニのほ

うで、実は７種類の様式について取得することがで

きます。この情報管理につきましては、あくまでも
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その方がコンビニに持参をし、そちらのほうで情報

を取得することとなりますので、また、なおかつパ

スワードも個人にそれぞれ交付されていることか

ら、それを偽造されるということは、現在のところ

では想定はされてはおりません。 

 ただ、今、情報化ということで、さまざまなこと

で御心配をいただくような状態が住民の方からはあ

るというふうにもお伺いしておりますので、これに

つきましては、実は、マイナンバーにつきまして

は、カードリーダーを使いまして、パソコンから自

分の情報がいつどこで何を出されたのか、これも既

に確認できるようなシステムが構築されます。住民

票の交付サービスを町としても導入することにより

まして、町民の皆様が全て自分の情報が、皆様のお

手元の情報でも確認できるようなシステムにつなが

ることになりますことから、ぜひこの制度について

は進めていくことが望ましいことと、また、町民だ

けではなく、うちの町に本籍、住民票をお持ちの方

については、どこの町に行っても交付できることか

ら、それについては、行政サービスの一助と考えて

おります。 

 ２点目につきましては、利用者にかかわる経費で

ございますが、今現在、見込みを立てておりますの

は、単年度では約四百七十数万円程度の経常経費を

予算措置していくことになります。 

 ただ、２９年度のシステム構築につきましては、

２９年１１月を予定していることから、２９年度に

つきましては、稼働してからの金額になろうかと思

いますが、３０年度からは、１年間ということで、

業者に対するシステム維持管理の委託料を含めて、

負担金と合わせて予算計上していきたいと思いま

す。 

 なお、先日、全員協議会でお示しした資料の中

に、１枚当たり１２３円と私、実は申し上げました

が、先日、業者のほうから新たな情報がありまし

て、全国のほうでこのシステムがかなり構築の作業

が進むことから、単価については少し見直しをした

いということで、下がる情報を得ておりますので、

これにつきましては、さらなる２９年度の予算の中

でお示ししていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の御質

問にお答えします。 

 定住・移住にかかわる御質問でありますが、こち

らの４万９,０００円の減につきましては、旅費の

減ということで、北海道移住フェアのほうに参加を

させていただいたときの旅費の部分であります。人

数は、予定の人数が、協議会の方含めて参加をいた

だいておりますけれども、安い飛行機を活用できた

というようなことで減になっている、予算上はその

ような減となっております。 

 また、移住の実績等でありますけれども、今、

データが手元にないので、具体の数字はございませ

んけれども、移住フェアでの移住相談等も、各会場

ごとにおおむね４０件から５０件程度の移住相談が

ございます。あと、町のほうに直接の相談等もあり

ますし、２年前から運用しておりますお試し暮らし

住宅につきましても、特に、６月の中旬ぐらいから

１１月ぐらいまでは、ほとんどあきがないような状

況で御利用いただいている状況になります。 

 同じように、移住準備住宅につきましても、今９

棟活用してございますが、今現在、たしか入居者が

６棟だったと思いますけれども、そういった状況に

ございます。具体の数字につきましては、後ほど

データがわかればお答えをしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

議員の出生数についてお答えいたします。 

 ２８年度の出生数は、妊娠届け出の予想数で６３

名となっております。また、２月以降の妊婦の転入

者がふえていることから、多少この数字が変動する

というふうに見込んでおります。 

 続きまして、地域センター病院の産婦人科医師の

支援体制についてですが、センター病院であります

協会病院の経営体制が不透明な状況ですので、なか

なかお答えすることが不可能なのですが、非常に厳

しい状況であるというふうに認識しております。周

産期医療を守るのは地域の大きな課題ですし、大き

な北海道、国という単位で考えております。今年度

も５市町村の町長を初め、要請行動を道のほうにお

願いしておりますので、今後も引き続き産科医師の

確保に努めたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） 米沢議員の質問の

西保育園の委託料と給付費のどちらが有利かという

ような御質問だったと思うのですけれども。 

 まず、その前に、定員につきましては、上富良野

西保育園が６０名となっております。わかば中央保

育園につきましては９５名、わかば愛育園につきま

しては６０名、高田こども園につきましては１５０

名というような実態でございます。 

 それで、先ほどのどちらが有利かということにつ

きましては、実は、公定価格というのがありまし

て、それにつきましては、各１号、２号、３号別の

利用人数によって高い低いが決まってきますので、

その園の利用人数と公定価格を比較した中で、その
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園においての利用人数が決まってくると思いますの

で、そこら辺が、どちらが高いかというのは、利用

人数等によりますので、そこら辺は園の判断だと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 済みません。私、先ほ

ど公共施設整備基金の関係の答弁が漏れましたの

で、お答えさせていただきます。 

 公共施設整備基金につきましては、今年度、今後

の行政需要等を見込んだ中で、それぞれ財源余剰と

なったものを予備費に留保してまいりました。年度

末を迎え、一定程度の予備費を最終的に確保するこ

とで、残りについては、今後の施設整備等にかかわ

ることから、公共施設整備基金に今回４,０００万

円を積み立てる予算を計上させていただいておりま

す。 

 この公共施設整備基金につきましては、今後の公

共施設等の整備、それから既存の施設等もだんだん

経年劣化も激しくなってきておりますので、こう

いったものの営繕等に活用していくことが必要なこ

とから、大きな予算が必要になってくることから、

一定程度基金を確保していくことが重要ということ

で考えているところであります。 

 新年度の予算につきましては、またあす上程をさ

せていただきますが、新年度の中でも一定程度、保

健福祉総合センター、それからクリーンセンター、

東中分館、Ｂ＆Ｇの海洋センター等、一定の施設整

備が必要な施設がございますので、これらの活用も

含めて、次年度においては、この公共施設整備基金

の一部支消についても御提案をさせていただく予定

でいるところであります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢議員の最

後の御質問、商工業後継者の対策費の担い手サポー

トの関係でございまして、今年度を含めますと、３

年の実績ということで御質問をいただきましたの

で、お答えをさせていただきたいと思います。 

 ２６年度以降に支給を終了した案件も含めまし

て、さらに２６年度以降認定をされたものも含めま

して、全てで８名の方がこの事業の該当ということ

になってございます。 

 その業種の内訳でございますけれども、土木建設

関係が４件、飲食が１件、小売が２件、あと、複合

職といいますか、経営形態が複数の方が１名という

ことで、合計８名。こちらの８名の方につきまして

は、現在も定着してお仕事をされているという状況

でございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 定住・移住の点について

は、建物自体が相当劣化している部分が見受けられ

ます。この間の質問等においては、維持しながら、

努めてそれを管理していくというような答弁もあっ

たかなというふうに思いますが、今後、恐らく一定

の年数になれば建てかえもしくは、そういうことも

起こりうるのかなというふうに思いますが、この点

については、今後、適正な管理、維持というのはど

こまで、こういう形でされるのか、わかればお伺い

しておきたいというふうに思います。 

 次に、扶助費、保育所の委託費の問題であります

が、従来、認定こども園になれば、委託料等が従前

の保育料よりも低くなるだとか、いろいろな議論が

あったかなというふうに思います。人数によって、

保育形態等によって、恐らく保育単価等も変わるの

かなというふうに思いますけれども、そういう意味

では、通常の保育園と比べた場合、単純に比較はで

きないのかもしれませんが、認定こども園になった

場合の保育単価等というのは、どのような違いがあ

るのか、この点、伺っておきたいというふうに思っ

ております。 

 次に、地域センター病院の産婦人科医の確保であ

りますが、当面はこのような形で維持できるのかな

というふうに思いますが、新年度以降、産婦人科医

が富良野市に確保されるのかどうかという点では、

はっきりとした見通しがあるのかどうなのか、その

点、お伺いしておきたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の御質

問にお答えいたします。 

 現在活用しております移住準備住宅、それから、

お試し暮らし住宅ですが、議員御発言のように、こ

れまでは教育住宅として活用していた施設を普通財

産に移行した施設になっておりますので、建築年度

も昭和４０年代の早い時期に建設されたものが多い

というふうに理解をしています。かなりの年数も

たっておりまして、一部手直しをしながら利活用し

ている現状にありますので、当面は、今の施設を何

とか維持管理をしながら利活用を進めていきたいな

というふうに考えております。 

 さらに、もう少し遠い将来、どうあるべきかとい

うことについては、まだ具体のプランは持っており

ませんけれども、当然、朽ち果てるような、そうい

う時期が迎えるときには別の方法を考えなければな

らないというふうに思いますし、例えば民間の施設

を利用したり、そういうことも一つの考え方なのか

なというふうに、今の時点では思っているところで
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ありまして、まだ今の住宅が、その先のことまでの

具体のプランは持ち合わせていないところでありま

す。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいまの米沢議

員の保育所の関係の御質問にお答えします。 

 基本的には、保育単価、公定単価というのですけ

れども、保育所もこども園も同様の単価だと理解し

ております。 

 ただ、メリットというか、利用者側に対しまし

て、こども園を選ぶことによりまして、１号から２

号へというような、あるいは兄弟もおりますし、そ

のような関係で、こども園に移行したほうが、利用

者については選択肢が広がるなというふうに、そう

いうところがメリットだなと理解してございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） ２９年度以

降の協会病院、センター周産期病院の医師の確保の

見通しは、今のところ、先ほども申しましたよう

に、非常に厳しい状況だというふうに受けとめてお

ります。引き続き富良野協会病院の本部の支援、セ

ンター病院としての道の要請及び５市町村長の道へ

の要請を、連携をとりながら続けていきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。ほかにご

ざいませんか。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ４０ページのラベンダーハ

イツ事業特別会計繰り出しに携わるところでお伺い

したいのですが、この後、議案第１４号で、ラベン

ダーハイツの補正とかかわるので、どちらで質問し

ていいか悩んだのですけれども、先に補正予算があ

るので、こちらでお伺いさせていただきます。 

 この間、ラベンダーハイツの改善計画等々の中

で、いろいろやった結果、公債費に携わるところに

関して、今回、繰り出しをして、一定程度の赤字を

補塡するという考え方については大きく賛同できる

ところでございますが、中身をいろいろ分析したと

ころ、それぞれかかわるところを計画どおり、歳出

については、予算以上に、ラベンダーハイツの中で

努力をして削減を図っているのですが、最終的に、

入ってくるところが計画に満たないということで、

歳入歳出のバランスが大きく崩れて、平成２８年度

の歳入歳出のバランスがとれない。ここで繰り出し

をしても、最終的にはまた四百数十万円の赤字が出

るということに今、見込みがなっております。 

 であれば、当初、平成２７年度の決算をしたとき

に、１,８００万円強の繰上充用を行って、４年計

画で１,８００万円相当を年次的に返していくとい

う計画が根本から崩れていることになってしまいま

す。 

 この間、ハイツにおいても相当な努力をして、経

費の削減、抑制を図っているところでありますの

で、やはり一旦ここはゼロクリアをするということ

の考え方も必要ではないかというふうに考えます。

協議会の中において、これまでの中で、町長部局か

らの説明では、全て甘やかすわけではなく、一定程

度、ある程度、運営に対して責任を持たすという意

味から、自分たちの自助努力を今後に期待するとい

う意味から、公債費に関する部分の補塡のみを行う

ということでございましたが、中身を見ると、やは

り歳入をふやすためには、それなりの施設の中の

サービスというものも重要化されるというふうに思

います。もちろん職員のモチベーションの問題もあ

りますので、一度、このまま赤字が、雪だるま式と

は申しませんが、２７年度決算から、さらに２８年

度見込みについて、若干の増額が見込まれるという

ことであれば、２７年度の繰上充用分に関しては、

これはもう決議しているので問題ありませんが、２

８年度、この後、３月に締めるところがもう見えて

いる、決算見込みが見えている段階においては、公

債費のみならず、運営に対するところでのつぎ込み

ということは御検討されなかったのか、お伺いいた

します。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子議員の御質問に

私のほうからお答えさせていただきたいというふう

に思います。 

 この間、さまざまな御意見等いただいておりま

す。繰り返しになるかもしれませんが、まず、ラベ

ンダーハイツの経営については、介護報酬の減額も

含め、大変厳しい状況になっていることは私どもも

理解をしております。 

 ただ、コスト計算をしますと、やはり歳入に見

合った歳出構造になかなかなっていないということ

も、私たち反省をすべきものだというふうに思って

おります。 

 昨年、そういうことも含め、適正な人員配置をす

ることで、コストを下げることができるのではない

かということで、１年経過したところであります

が、この１年間の収支は、この間、御説明させてい

ただいたとおりの、二千四百数十万円の赤字になる

状況であります。 

 今、この１年を通して、私たちさらにその課題等

もある程度見えてきたかなというふうに思います
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し、また、一定程度一般会計からの応援体制をしな

いと、今現在は厳しい状況だということで、過去に

行った施設投資分を繰り入れすることで、まず様子

を見ようと、様子を見ようという言い方は酷です

が、この間、これから２９年に向かって少し黒字化

が図れるのではないかということで、今回、町が繰

り入れすることとあわせ、一定程度赤字分もありま

すが、それを繰上充用することで、２９年度、まず

迎えよう、そのようなことであります。 

 ここでゼロにすることも、もちろん御意見のとお

り、可能かというふうにも思いますが、ただ、一定

程度の努力もしっかりすることが、私ども経営者と

しての責任でもあるというふうに考えておりますの

で、いま一度、２９年度の状況をまず、検証させて

いただきたいということで御提案をしているところ

でございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 余りハイツの中の経営のほ

うに移ると、今度、１４号のほうとかぶってしまう

ので、質問が間違ったら議長、とめてください。 

 今、副町長、説明されたとおり、改善計画に基づ

いた一定程度の努力というのは、実際に歳出のほう

の数字を見ると、図られているわけです。それぞれ

の一般管理費から居宅系であったり、施設系の介護

の経費にかかわるところというのは、おおむね、２

８年度に計画した改善プランに基づいた数字という

のが出ているのですが、最大は、歳入の部分が、い

わゆる報酬減というのもさることながら、圧倒的に

人数不足によるところの要因というのが見えてきて

います。 

 これは、どっちが悪いのかというのはわからない

ことになりますから、これは結果論で見るしかない

のですけれども、やはりある程度施設側であった

り、もしくはスタッフ側であったりという、さまざ

まなソフト的な要因が充実することによって需要が

掘り起こされたりして、結果それが喜ばれる施設と

して、収益にもつながるという考え方にもなってい

くと思うのです。詰めろ、詰めろの一方やりでは、

利用する側も不便を感じてはいけませんし、やる側

もいっぱいいっぱいでやっていくと、負のスパイラ

ルに陥ることというのが一番恐ろしいことだと思う

のです。 

 ですから、一旦どこかの年度ではゼロクリアをす

ることによって、もう一度やり直そう。また、２９

年度、今後の予算の話になっていきますけれども、

そのときは、小規模な改善等々をすることによっ

て、利用者や施設側のメリット等々を大きくしてい

くということも、またそれは先の話になりますけれ

ども、まずここで、２８年度に努力はしてみた、し

かし、歳入のほうでどうしても入ってくる財源がな

かった。この部分は、一般財源から今年度は見ると

いう考え方も時には必要なのかなというふうに思い

ますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員のラベンダー

ハイツに対します一般会計繰り出しの考え方につい

て、私のほうからお答えさせていただきますが、金

子議員、大変深い御理解をいただいて、御質問いた

だいていることに、まずお礼を申し上げたいと思い

ます。 

 議員から御質問ございましたように、単年度を

もって収支をゼロにするというような、そして新年

度、ゼロスタートするというようなこと、選択肢と

しては私も脳裏にあるのは事実でございます。 

 ただ、私ども開設者として、町民の皆さん方に、

ラベンダーハイツの収支を図ると、健全経営をする

という姿勢のあらわし方として、やはり一定程度の

荷物を背負った中で、職員、私ども含めて、一生懸

命取り組みをして改善をしていくのだということ

を、町民の皆さん方に感じていただく、また、私ど

もも意識をしっかり持つ意味において、繰上充用と

いう形で一定程度の荷物を背負いながら頑張ってい

くという姿勢も、町民の皆さん方に、ラベンダーハ

イツがこれからも長く存続していく思いをお伝えす

る方法かなというような理解もしているわけでござ

いまして、皆さん方の理解と、あるいは町民の皆さ

ん方の理解と、もしかみ合わない部分があるものだ

とすれば、それは２８年度の決算を迎えた後に、２

９年度どのようにリスタートするかということの中

で、再考することは否定しないところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。ほかにご

ざいませんか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 何点か質問させていただ

きたいと思います。 

 ２６ページ、電算化推進費の中の関係であります

けれども、補足説明等の資料によりますと、コンビ

ニのシステムで連携、確認するための旅費として、

東京のほうへ２回ほど、旅費として１６万４,００

０円組まれておりますけれども、今後、議決されて

からの、３月の日にちというのはもう余りないわけ

でありますけれども、こちら、３月末までに２回の

旅費を使うことは、本当に実現可能なのかどうか、

そこら辺のところを、まずお伺いしたいのと、当

初、マイナンバーが、もう少し皆さんが取得してく
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れるということを想定していたと思いますけれど

も、今のところ非常に取得者が少ないということ、

１２％前後ということでありますけれども、これら

のことというのは、もう少し取得するような想定の

中でいろいろと検討していたと思いますけれども、

今後の取得の可能性ということを含めると、非常に

予算の関係がこれで本当いいのかなという部分もあ

ります。 

 当然のことながら、マイナンバーが取得されるこ

とによって、コンビニ収納ができることによって、

役場の職員の仕事の中身が減るということで、いわ

ゆる軽減が見込まれるということで、職員の数が減

るだろうという想定をされておりますが、これは本

当に実現可能なのかどうかということを、まず確認

させていただきたい。 

 それから、３８ページ、民生費の中の保健福祉総

合センターの管理運営費の委託費の１８３万円なの

ですが、これは外壁の関係だと思いますけれども、

これは正式に、私まだ確認しておりませんけれど

も、建設から何年経過しているのかということと、

これらの外壁の関係の、損傷した部分というのは、

何が主な原因でこういうふうな状況になっているの

かということを、まず確認させていただきたい。 

 それから、８０ページです。上小の講堂音響装置

の備品購入というところが４９万５,０００円、こ

れは新たに備品を購入するということなのか、それ

とも何か音響装置が壊れたということで、備品購入

なのかということと、もし音響装置が、これを購入

するとすれば、いわゆる受注から納品までの日にち

を考えるときに、学校であれば、音響装置を卒業式

等々に使うということであれば、発注してから納品

までの日にちというのはどれぐらいを見込んでおら

れるのかということと、もしそれが万が一間に合わ

ないようなことになるとすれば、改めて今この補正

で予算を組む必要があるのかどうかという部分があ

ると思いますので、そこら辺も確認をさせていただ

きたいと思います。一応、今それだけ確認させてく

ださい。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えします。 

 １点目のコンビニ交付にかかわる予算の中の旅費

でございますが、旅費につきましては、このシステ

ム構築の委託料を含め、２９年度に向けて、繰越明

許費ということで、先ほど補正予算のほうで御説明

させていただいておりますので、この補正予算議決

をもちまして、２９年度にこの事業を実施したいと

いうふうに考えております。 

 なお、この旅費につきましては、東京のほうに、

このシステムを構築しますと、コンビニ交付をして

いる機械をリースしている会社が３社、あと、Ｊ－

ＬＩＳ（ジェイリス）という、本体の委託業務を行

わなければいけない会社のほうに２回、職員、２泊

３日で２回分の予算計上となっておりますことを御

理解いただきたいと思います。 

 ２点目のマイナンバーの現在の交付状況でござい

ますが、実は２月末現在で約１,３５０人ほどの申

請を受けておりまして、１２.４％ということで、

交付率としましては、率的には少ない状況とはなっ

ておりますが、実は、全道では１７９自治体のうち

１０位でございます。多くは、市の交付申請も多い

ところでございますが、昨年から出前講座等も実施

し、上富良野町としては、比率としては大変大きな

比率を占めております。 

 ただ、１０％では、なかなか住民の利用者の方

が、１０人に１人ということになりますので、これ

は本当に比率を上げていかなければならないですの

で、２９年度以降も、住民の方には、いろいろと私

たちのほうからお伺いし、個人番号カードの交付申

請につなげていくような施策については取り組んで

いきたいと思います。 

 また、職員の数の見直しについての御質問をいた

だきましたが、将来的には、窓口業務の事務が軽減

されることから、これにつきましては、次年度、す

ぐにではございませんが、約数年ほどかけながら、

職員の見直しについては可能ということで、今後、

努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） 中瀬議員の保健福

祉総合センターの外壁の件についてお答えさせてい

ただきます。 

 経過年数につきましては、平成１６年度に完成い

たしまして、昨年剥離したということで、１２年経

過しているところでございます。 

 それで、原因につきましては、剥離した後、建築

担当あるいは施工業者、設計業者等々と何回となく

打ち合わせをさせていただきました。原因について

は、種々可能性は考えられるのですが、寒暖差、あ

るいは湿度の問題等々が考えられるのですが、結果

として、特定できるものは報告されなかった現状で

ございます。 

 ただ、参考に、私どものほうも北海道の営繕相談

窓口のほうに、原因等々も含めて、耐用年数等々を

照会したところでございます。その結果、道の営繕

基準の中では、タイルについては４０年、これは全

面改修というような形で、そういう基準がございま

す。 
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 また、あわせまして、指導のあった部分について

は、建築基準法がありまして、基本的には、建築基

準法におきまして、竣工から１０年以上たったタイ

ルについては、基本的には、全面打診検査を実施し

なさいというような基準もございます。 

 さらに、これ書物なのですけれども、財団法人の

建築保全センターが出している建築物のライフサイ

クルコストというような冊子があるのですけれど

も、この本の中では、タイルの割れ、損傷について

は、おおむね１０年程度を周期にあるというような

ことも書かれておりますことから、言いかえれば、

タイルについては１０年程度で、そういうような浮

き、あるいは割れ等々が発生するというような事態

ということで報告を受けております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １２番中瀬議員の

上富良野小学校の音響装置の購入にかかわる御質問

にお答えしたいと思います。 

 上富良野小学校の講堂にあります音響施設につき

ましては、今回、故障になった部分というのが、ワ

イヤレスのチューナー部分にかかわる部分の故障で

ありまして、その機器の修理が不能ということか

ら、更新を図るというものでありまして、アンプ、

スピーカー等についてはそのまま問題なく使えるの

で、その部分の更新を考えたいということでありま

す。 

 ただ、即、卒業式等も控えているところでありま

すので、今その部分が、マイク等の対応ができない

ということで、一時的に、今回、間に合わせで、そ

の部分の機器をお借りして対応したいということ

で、入学式等には、長く借りることも可能ではあり

ませんので、早急に整備して、新年度以降について

は、入学式等が即ありますので、その対応を図りた

いということで、整備を計画しているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 上小の音響施設の関係の

備品購入の関係ですけれども、ただいまの説明であ

れば、チューナーが調子が悪いということでの備品

購入という説明をいただきましたけれども、今、長

期に借り入れが可能だという話をされましたけれど

も、もし長期借り入れが可能であれば、この部分に

ついては、今どうしても補正を組んでやらなくても

問題はないのではないかという気はするのですが、

この辺のところをもう一度お伺いしたいことと、そ

れから、保健福祉総合センターのタイルの関係のこ

とですけれども、確かに工事というのは、どんな工

事をやっても完璧な工事というのは、まず不可能で

ありますし、ある程度の年数が経過をすれば、いろ

いろなところで障害が起きるというのは間違いない

ことだと思いますけれども、あの外壁を見させてい

ただいた状況を見るときに、いわゆる横風で雨がタ

イルに吹きつけて、タイルがそれではがれるような

原因になるとか、浮く原因になるということは、ま

ず余り考えられない。なぜか上のほうから、いわゆ

る雨水が垂れてくる、その処理が非常にまずいでは

ないかという気がして見させていただいているわけ

ですけれども、そこら辺のところ、今回、打音検査

とか、いろいろな検査をした段階で、そういった指

摘をされたのかどうか、そこら辺のところもちょっ

と確認させていただきたいと思います。 

 それと、マイナンバーの関係につきましては、取

得率が非常に低い。でも、全道で１０位。本来であ

れば、もっともっとマイナンバーの取得者がふえる

という想定をされていたのですから、今後の対策に

ついて、どのような形で取得を促していくのかとい

うことを、まず確認させていただきたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １２番中瀬議員の

再度の上富良野小学校の音響装置にかかわる質問に

お答えしたいと思います。 

 まず、先ほど答弁漏れしましたが、納期がどうな

のだということでありますが、年度内には納期、大

丈夫だということで、見積もりをとった業者からは

お話を聞いていますので、その部分については、新

年度対応は可能だというふうに考えております。 

 また、たまたま、即１７日に卒業式があるので、

そこについてはもう間に合わないで、一時的に借り

ることは可能だということで、その対応をしたいと

思っておりますが、先ほど答弁したとおり、それを

長くお借りすることはできないということでありま

すので、年度内に整備して、新年度の行事等に対応

できるように整備をしたいと考えているところでご

ざいます。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 かみんの外壁につきましては、状況としまして、

上のほうからも真ん中のほうからもはがれておりま

すが、実際、横風とか雨が降って、横殴りの雨が

降ったりして、タイルが濡れてコンクリートとかタ

イルに染みて、乾いていない状態の中で温度差と

か、そういう部分で、外気温が高くなったり低く

なったりしばれたりということで、そういう部分

で、凍上とかも起きた部分もあるのかなというふう
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に思います。施工的な部分については、施工完了時

にしっかりと検定を行っておりますので、それは問

題ないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １２番中瀬議員の

３点目の、マイナンバーの交付の関係についての住

民への説明並びに取得への促進についての施策でご

ざいますが、先ほど説明申し上げましたとおり、こ

れまでもマイナンバーの事務につきましては、住民

の皆様に丁寧に御説明をさせていただきたく、私ど

もが各地区の集まり、または会合等にぜひお伺いし

まして、この制度については、総務省からも住民周

知するようにパンフレット等の周知も言われており

ますことから、十分そちらのほうについては対応

し、皆様に取得していただき、今後、サービスを利

用していただけるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。ほかにご

ざいませんか。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） １点だけ。債務負担行為で

第６次総合計画が載っています。それで、日程のこ

となのですが、日程をちょっと確認させていただき

たいのは、この間もらった資料では、３月には公募

型のプロポーザルをやると。４月初旬にはプレゼン

テーションをやるということなのですけれども、本

当にこのスピードで大丈夫なのでしょうか、そこだ

け確認させてください。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １番中澤議員の御質問

にお答えいたします。 

 今、先般の議員協議会で御説明したようなスケ

ジュールを私たちは描いておりまして、３月中に

は、３月の下旬には、今回、補正予算、御議決いた

だければ、３月の下旬にはプロポーザルを実施し、

４月の中旬には何とか契約をするような、そんな予

定で進めたいというのが私たちの現在のスケジュー

ルであります。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） もう１回確認ですけれど

も、３月の中旬には公募型のプロポーザルをやるの

ですよね。４月の初旬にはプレゼンテーション、業

者から提案をいただくということなのだけれども、

本当に公募型のプロポーザルをやって、こんな半月

ぐらいで提案してくれるものかなという、ちょっと

疑問があったものですから、それでちょっと確認を

と思っております。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １番中澤議員の再質問

にお答えいたします。 

 今、プレゼンテーションに向けての公募の準備

を、予算の提案とあわせて準備を進めているところ

であります。公募型のプロポーザルを実施する予定

日等も既にスケジュールの中で埋め込んでおりまし

て、それに向けて準備を進めております。御心配い

ただかなくて済むように、しっかりとスケジュール

に沿って準備をとり進めていきたいというふうに

思っています。 

 ４月の中旬には、何とか契約の運び、そして５月

ぐらいからは、アンケート項目等を整理していきた

いというふうに思っていますので、そのようなスケ

ジュールで、万全の体制で準備を進めていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、暫時休憩をいた

します。再開を１０時４５分といたします。 

─────────────── 

午前１０時３３分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

─────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより、議案第１０号を採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第１１号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第１１号平

成２８年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予

算（第５号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第１１号平成２８年度上富良野町国

民健康保険特別会計補正予算（第５号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 
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 補正の内容につきましては、１点目、国庫支出

金、道支出金、共同事業交付金について、被保険者

の療養給付費の減に伴い、国及び道の療養給付費等

負担金及び財政調整交付金、高額医療費共同事業負

担金交付金などについて増減が見込まれること。 

 ２点目、保険給付費について、一般被保険者の療

養給付費が予算より下回ることが見込まれること。 

 ３点目、共同事業拠出金について、高額医療費共

同事業並びに保険財政共同安定化事業拠出金の確定

に伴い、減額が見込まれること。 

 ４点目は、職員給与費並びに保健事業として実施

したインフルエンザ予防接種、肺炎球菌ワクチン接

種者数の確定によるものであります。 

 なお、収支の差額については、予備費を充当する

ものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 

 議案第１１号平成２８年度上富良野町国民健康保

険特別会計補正予算（第５号）。 

 平成２８年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第５号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ７,６１０万５,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１５億２４５万２,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ２款国庫支出金４,７２４万２,０００円の減、５

款道支出金３,６５０万４,０００円、６款共同事業

交付金６,６９５万７,０００円の減、８款繰入金１

５９万円。 

 歳入の合計は、７,６１０万５,０００円の減であ

ります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費６２万６,０００円の減、２款保険給

付費４,２３５万５,０００円の減、６款共同事業拠

出金１,９３６万３,０００円の減、１０款諸支出金

２２１万６,０００円、１１款予備費１,５９７万

７,０００円の減。 

 歳出の合計は、７,６１０万５,０００円の減であ

ります。 

 以上で、議案第１１号平成２８年度上富良野町国

民健康保険特別会計補正予算（第５号）の説明とい

たします。御審議いただきまして、議決くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第１２号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第１２号平

成２８年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第１２号平成２８年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につきま

して、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 補正の内容につきましては、後期高齢者医療保険

料並びに事務費について確定したことから、補正を

行うものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 

 議案第１２号平成２８年度上富良野町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第３号）。 

 平成２８年度上富良野町の後期高齢者医療特別会

計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５１万４,０００円を追加し、歳入歳出予算総額を

歳入歳出それぞれ１億３,２５３万３,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
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は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款後期高齢者医療保険料６６万４,０００円、

３款繰入金１５万円の減。 

 歳入の合計は、５１万４,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１５万円の減、２款広域連合納付金６

６万４,０００円。 

 歳出の合計は、５１万４,０００円であります。 

 以上で、議案第１２号平成２８年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の説明と

いたします。御審議いただきまして、議決ください

ますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第１３号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第１３号平

成２８年度上富良野町介護保険特別会計補正予算

（第５号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま上程いた

だきました議案第１３号平成２８年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算（第５号）の提案の要旨に

ついて御説明申し上げます。 

 補正の内容につきましては、１点目は、介護保険

料の賦課実績に伴う増額補正でございます。賦課人

員及び所得区分階層等の見込みによりまして、６２

１万４,０００円の増額補正をお願いするものでご

ざいます。 

 ２点目につきましては、介護給付費及び地域支援

事業の実績見込みによる補正となっております。介

護給付費につきましては、１,９３０万６,０００円

の増額となっていますが、居宅・地域密着型サービ

スについては、それぞれ利用実績見込みにより減額

となっており、施設については、施設入所者の増に

より、４,１４２万７,０００円の増額補正をお願い

するものでございます。 

 ３点目につきましては、前年度の精算分につきま

して、今回、介護保険事業基金に１,５５１万７,０

００円を積み立てさせていただくものです。 

 以上、申し上げました内容を要素といたしまし

て、必要な財源を予備費から充当して補正予算を調

整させていただいたところです。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目のみを説明し、予算の事項別明細書につきまし

ては省略させていただきますので、御了承願いたい

と思います。 

 議案をごらんください。 

 議案第１３号平成２８年度上富良野町介護保険特

別会計補正予算（第５号）。 

 平成２８年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,５４２万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９億４６７万２,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款介護保険料６２１万４,０００円、２款分担

金及び負担金２７万円の減、３款国庫支出金６２９

万１,０００円、４款道支出金４５１万６,０００

円、５款支払基金交付金７０１万７,０００円、６

款財産収入１万円、７款繰入金１６４万７,０００

円。 

 歳入合計２,５４２万５,０００円でございます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費７５万６,０００円の減、２款保険給

付費１,９３０万６,０００円、３款地域支援事業費

１８６万円の減、５款基金積立金１,５５１万７,０

００円、７款予備費６７８万２,０００円の減。 

 歳出合計２,５４２万５,０００円でございます。 

 以上で、議案第１３号平成２８年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算（第５号）の説明といたし

ます。御審議いただきまして、御議決くださいます
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ようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） ２点ほどお伺いをしたいと

思います。 

 まず、１点目でありますが、９ページ、介護サー

ビス等の給付費の関係であります。 

 先ほど補正の要素として説明もありましたが、居

宅介護サービス費、それから地域密着型サービス費

は減額となっています。居宅介護サービス、具体的

には、訪問介護だとか訪問看護だとか通所介護、い

ろいろなサービス事業がありますが、具体的には、

どのサービスが減少したということでしょうか。そ

して、その理由は、どんな理由があったのかをお聞

きしたいと思います。 

 同じく、地域密着型サービスにつきましても、小

規模多機能だとか、それから認知症対応の共同生活

介護などがありますが、具体的には、これの減少し

た理由、そして、どの事業がということをお聞きし

たいと思います。 

 次、１１ページでありますが、介護予防事業の委

託料に関するところですが、すごく介護事業の中

で、この予防というところが一番大切な部分なのか

なと考えております。その中で、通所型の介護予防

事業、お元気かい、それから、生きがい活動支援通

所サービス事業等がかなり減額補正になっていま

す。これの理由等もお聞かせいただければと思いま

す。 

 また、その下の生活管理指導員派遣事業及び生活

管理指導短期宿泊サービス事業についても、当初予

算から見れば８割以上の減額ということになってい

ますが、これの理由等もお聞かせいただければと思

います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいまの中澤議

員の３点の御質問にお答えしたいと思います。 

 １点目の給付費の減の関係なのですけれども、予

算対比でいきますと、居宅につきましては１,４０

０万円ほど、地域密着につきましては１,０００万

円ほど、施設については４,１００万円ほどという

ような、当初予算対比の今回の減額補正となってお

ります。 

 それで、もう少し分析させていただいたのですけ

れども、実績見込みで対比した場合、実は、居宅

サービスについては、２７年度実績より２８年度見

込みについては４５０万円ほど給付費として伸びて

いる現状でございます。あわせて、地域密着型サー

ビスにつきましては、これについては７８万円ほど

減額となっております。施設につきましては３,８

８９万１,０００円の増となっている、実態は、実

績対実績見込みに対する比較となってございます。 

 そこで、この中で施設が伸びた原因等々につきま

しては、実は、平成２７年度につきましては、施設

入所者において、結構お亡くなりになる方が多かっ

たという要因もありまして、一方、２８年につきま

しては、２７年ほどそういう方がいらっしゃらな

かったということで、結果、施設入所者がこのよう

な形でふえたというふうに分析をさせていただいた

ところでございます。 

 また、２８年につきましては、病気やけがなどを

要因として、突然、在宅を経ないで施設に入所され

たという方も数名いらっしゃるというふうに聞いて

おります。 

 あわせまして、介護予防事業の内容でございます

が、介護予防事業については、介護認定に少しでも

ならないような形で、非常に有効的な事業だと私ど

もも認識してございます。その中で、介護予防事業

として、お元気かい、あるいは生きがいデイサービ

スという形で、今回、減額補正をさせていただいた

ところでございます。これも予算対比ということ

で、それぞれ減額をさせていただいております。 

 実績、比較で見させていただきますと、実は、生

きがいデイサービスについては横ばい、あるいは微

増というような形で、去年と比べて若干ふえている

ような状況です。ただ、予算的には一定程度見込ん

でいたのですけれども、その結果、減額というよう

な形になってございます。ただ、お元気かいにつき

ましては、去年より若干人数が減ったのかなという

ふうに理解しているところでございます。 

 あと、その下の生活管理指導員派遣事業、あるい

は生活管理短期宿泊サービス事業ということで、こ

れについては、介護認定を受けていない方に対する

訪問介護、あるいはショートステイということで、

これについては、一定程度、予算上は、人数がいる

と見込んでいたのですけれども、結果的にこのよう

な対象者の方が少なかったということで、今回、減

額させていただいているような現状でございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） まず、介護サービス給付費

の関係ですが、具体的に居宅介護サービスやなんか

では、たくさん事業がありますから、増減、たくさ

んあることはわかります。こっちがふえて、こっち

が減った。その中でも、見るべき減額の部分とか、

そういうものをお聞きしたいと思います。 
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 地域密着型についても、認知症のほうと、それか

ら小規模の関係がありますが、当初予定していた予

算より減額になっている、その理由というのはどう

なのかということをお聞きしたいと思います。 

 次に、介護予防のお元気かい、生きがいデイサー

ビスやなんかですが、多分、利用が想定より少な

かったということは結果だと思うのですが、本当に

担当のほうではどう押さえているのか、少なくなっ

た理由はどうなのかということをお聞きしたいと思

います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいまの中澤議

員の関係で、一部答弁漏れしまして大変申しわけな

いです。 

 居宅の部分の増減の要因なのですけれども、通所

介護、デイサービスについては、去年の実績から比

べまして１００万円ほど伸びているような要因でご

ざいます。ただ、２６年から２７年にかけまして、

介護報酬等々、あと、あるいは２６年から２７年に

かけまして、介護認定者数が、高齢者数はふえてい

るのですけれども、介護認定者数がふえているとい

うような現象もありまして、そのような要因から、

通所については１００万円程度の伸びにとどまった

と理解してございます。 

 逆に、減った部分でございますが、短期入所サー

ビス、ショートステイですね。これについては、前

年実績対比１５０万円ほど給付として減っているよ

うな状況でございます。ただ、ショートステイにつ

きましては、それぞれ、定期的に使っている方も一

部いらっしゃるのですけれども、その時々のニーズ

に応じてということで、そのような状態で減ってい

ると理解しております。 

 一方、訪問介護につきましては、７６０万円ほど

伸びているような実態にございます。 

 続きまして、地域密着型サービスにつきまして

は、まず、小規模多機能型居宅介護につきまして

は、実績比較で約３００万円給付が減っているよう

な状況でございます。内容といたしましては、あそ

こは２５人定員でやらせていただいているのですけ

れども、ちょっと利用者の伸びが少なかったなとい

うことで、見込んでいたよりちょっと減っているよ

うな状況でございます。 

 あと、介護予防事業の、予定していた予算より少

なくなった理由なのですけれども、我々のほうもあ

らゆる手段というか、老人会とかいろいろな場面に

おいて、そういうような啓蒙、あるいは相談に来た

とき、対象者でしたら、そういうところがあるとい

うような紹介、あるいは高齢者実態調査などを全高

齢者にしていますので、そこら辺の情報をつかん

で、随時進めているような状態でございます。その

ようなことで、今後におきましても、それらも含め

た中で、広報等の媒体も使いまして、そういうよう

な介護予防事業について、各住民に周知を徹底して

いきたいと思いますので、御理解願いたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） 今、御答弁いただいた中で

は、通所がある程度、金額的には伸びていると、そ

して短期が減っている、訪問はふえているというよ

うなことでお伺いをいたしました。 

 例えば通所介護やなんかも、対象となる人、認定

を受けていて、要介護１とか２と、うちの数字では

約２００名程度いるわけです。例えば、それだけい

るけれども、利用者がないということが、例えばラ

ベンダーハイツやなんかの経営も、今なかなかデイ

サービスやなんかが伸びていないと。実質的には、

総体的には通所介護は伸びているということなので

ということ。質問でなくなってしまいましたから、

意見で、ごめんなさい。そういうようなことを確認

させていただきました。 

 要するに対象者はおおよそ、介護１、２は２００

名。２８年度の認定数はそんなにふえていないけれ

ども、今までの蓄積された人はそれぐらいいるとい

うことでよろしいでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 暫時休憩します。 

─────────────── 

午前１１時１３分 休憩 

午前１１時１４分 再開 

─────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩を解いて、会議を再開

いたします。 

 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） 大変申しわけござ

いません。再度御答弁させていただきます。 

 基本的には、２８年度予算につきましては、第６

期介護保険事業計画の中で、一定程度伸びを見込ん

で推定して、それぞれサービスごとに予算計上させ

ていただきました。結果、当初、介護認定者数でい

きますと、総体４９１人のところ、現在、４５７人

ということで、介護認定者数が想定しているより四

十数名減っているような状況にございます。その中

で、要介護１、２の方も、見込んでいた２００人近

くから１８０人程度という形で、そこら辺の認定者

も減っているような状況から、結果的に通所サービ

ス等々を使う方も、対象者が減ったというような内

容で、今回、減額補正をさせていただいたところで

ございます。 
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 以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかに質問ございません

か。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 今のところでお伺いした

いのは、施設サービス費が非常に伸びているという

状況になっています。一般的に、聞いてみました

ら、在宅といっても、なかなか見ることが可能では

ないという状況の傾向の中で、施設サービス費とい

うのが一定伸びているのかなというふうに思いま

す。その年によって変わる傾向がありますから、何

とも言えない部分がありますけれども、しかし、一

定部分、この間の予算等を見ますと、やはり施設

サービスにウエートが高くなるという状況が一定程

度見られるという形で、やっぱり在宅よりも施設の

ほうが、全て見ていただけるというような、現象と

して、傾向として生まれているのかなというふうに

思いますので、この点、どのように分析されている

のか、お伺いいたします。 

 確かに上富良野町は、予防医療という形の中で、

含めた対策がとられて、認定率も低くなっていると

いう状況もありますが、しかし、見ている方の話で

したら、やはり施設介護のほうが安心して、全て見

てくれるので安心だということのあらわれなのかな

というふうに思います。 

 それと、１１ページの通所生きがいデイサービス

だとか宿泊サービスというのがあります。この間も

私たちのところで勉強会をしましたけれども、確か

に、６５歳以上の方、あるいはその程度の方が利用

できるサービス、介護認定につながっていない人が

利用できるという形になりますけれども、しかし、

短期宿泊に至っても、生きがいデイサービスに至っ

ても、余り周知されていない部分があるのかなと。

ちょっとわかったのです、地域の学習会を通して。 

 どういう内容なのかと、一般的に、介護認定を受

けないと、こういったところを使えないと聞いてい

るのだけれども、介護認定になる前の方でも、こう

いった部分を使えるのですかというような質問を出

されたということがありまして、一定程度、これを

受けるという場合については、チェックリストに基

づいて判断して、利用できるか、利用できないかと

いうことも判断される要素もあるというふうに聞い

ておりますので、そこら辺の周知と、現場で理解し

ている部分と、いわゆる住民が理解されている部分

の差があるような気がするのですが、ここら辺につ

いて、まずお伺いしておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） １点目の施設介護

の関係でございますが、先ほども答弁させていただ

いたのですけれども、基本的には、うちの町は在宅

を推進しているところでございますが、ここ数年、

若干ずつ伸びているということは、２８年度の伸び

については、先ほど説明した、亡くなった方とか、

そういう方の関係、あるいは２８年度において、た

またま病気とかけがになられて、突然、在宅を経な

いで施設になった方も数名いらっしゃると聞いてい

ます。 

 ２点目の介護予防サービスの周知ということで、

先ほど来お答えさせていただいているのですけれど

も、我々も介護予防教室という形で、老人会あるい

はふれあいサロン等々にも参加させている経過もあ

りますので、そのときにも周知してございますし、

相談に来たときも周知しているところですが、なか

なかそれが全住民といいますか、広く伝わっていな

いというようなことですので、先ほどと繰り返しに

なりますが、広報あるいはホームページ等の媒体を

使いまして、広く周知して、必要な方には必要な

サービスを受けていただくようなことで考えていき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。ほかに質

疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１４号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第１４号

平成２８年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別

会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ただいま

上程いただきました議案第１４号平成２８年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

６号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げ

ます。 

 １点目は、中間浴設備整備事業の額の確定による

補正であります。２点目は、寄附採納分４件、２０

万円による補正であります。３点目は、企業債償還

分に係る一般会計からの特別繰り入れによる補正で



― 21 ―

あります。４点目は、職員手当、共済費、負担金、

補助及び交付金、償還金利子及び割引料の精算によ

る補正であります。５点目は、地域支援事業におけ

る委託料の実績見込みによる補正であります。６点

目は、企業債償還に対する繰り出し分の元金利子充

当による財源組み替えであります。７点目は、それ

らより生じた一般財源を予備費に充当するものであ

ります。８点目は、介護業務支援システムの事業費

確定に伴う債務負担行為の限度額の補正でありま

す。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１４号平成２８年度上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計補正予算（第６号）。 

 平成２８年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第６号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

９９３万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３億３,３０６万４,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正）。 

 第２条、債務負担行為の変更は、「第２表 債務

負担行為補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金９３６万９,０００円、８款国庫支出

金５６万９,０００円。 

 歳入補正額の合計は、９９３万８,０００円でご

ざいます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費２万６,０００円、２款サービス事業

費３０万８,０００円の減、５款予備費９８５万２,

０００円、７款諸支出金３６万８,０００円。 

 歳出補正額の合計は、９９３万８,０００円でご

ざいます。 

 第２表、債務負担行為補正について申し上げま

す。 

 介護業務支援システムの更新に係る事業費が確定

したことから、限度額を変更するものであります。 

 これをもちまして、議案第１４号平成２８年度上

富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算

（第６号）の説明といたします。御審議いただきま

して、議決くださいますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ラベンダーハイツ会計に

ついてお伺いいたします。繰り入れについてお伺い

したいと思っております。 

 近年、ラベンダーハイツについては、改善計画等

も立てられて、それに基づいても、なおかつなかな

か、内部で人員等の調整なんかも図りながら、経費

の縮減に努めたというような話であります。しか

し、それにもかかわらず、こうやって一般会計から

の償還部分の繰り入れ等が行わなければならないと

いうような状況があるということであります。 

 この間、町は繰り入れは一切しませんという形の

答弁をしてきました。その背景には、単独でやりな

さいと、どんなことがあっても見ませんよという形

の答弁だったのかなというふうに思いますが、今

回、この部分を繰り入れとなった背景について、ど

のような判断があったのか、まずお伺いしておきた

いというふうに思います。 

 次に、赤字等の要因等についてお伺いいたします

が、この間の委員会等の答弁等においては、介護報

酬の改定が行われたことによるマイナス要因という

ことがあるかというふうに思います。 

 それと同時に、町では予防医療が先行しておりま

して、これに基づいて、先ほどのやりともありまし

たが、介護認定者数もそう伸びない、極端な伸びは

ないという状況の中で動きがあります。 

 そうしますと、施設利用が、あるいは居宅利用が

減少したり、その時によって変動しますが、単純に

比較しますと、利用者数が減る傾向、あるいは横ば

いになる傾向があるということは非常にいいことで

あります。 

 しかし、施設利用ということになれば、経営で利

益を一定部分生まなければ経営ができないという状

況もあるかというふうに思いますが、その部分を単

純に見ればマイナスの要因の部分があるのかなとい

うふうに思います。しかし、かといって、人数が

減ったからといって、その部分を放棄するわけにい

きませんから、やはり公営というのは、採算が多少

合わなかったとしても、それを見るというのが、僕

は、基本的な原則に立ったあり方だというふうに

思っております。 

 こういうものも含めて、やはり一概に現場だけが

悪いのではなくて、社会的な要因や町が進めている
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予防医療の、いわゆる多くの諸課題を解決するため

の一つの要因として、利用者が少なくなったりとい

うことであれば、それは何ら疑う余地がない部分だ

というふうに思っております。 

 そういうものも含めて、町は今後こういった部分

に対して、どこまで一般会計からの繰り入れを行お

うとしているのか、私は、基本的には、全てきちっ

とマイナス部分については、当然内部の努力は求め

ますけれども、しかし、一般会計からの繰り入れで

きちっと穴埋めをして、やはり維持管理、経営を潤

沢な方向に移すことが私はベストだというふうに思

いますが、これらの点についてお伺いしておきたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） 米沢議員のラベンダーハ

イツの経営にかかわります御質問にお答えをさせて

いただきたいと思います。 

 今、議員が御指摘のとおり、さまざまな実は要因

があります。介護認定者がなかなかふえてこなかっ

たこと。介護報酬の減額があったこと。もちろんそ

ういういい傾向という部分もございますので、一概

にそれが原因というふうには言いませんが。 

 ただ、この間、御説明もさせていただきました

が、基本的には、介護報酬を収入として経営をして

いる民間の事業者のことを考えますと、本来でいき

ますと、このラベンダーハイツについても自主運営

をすることが一番いいことでありますし、そこの赤

字部分を税をもって一般会計から繰り入れをすると

いうことは好ましいことではないという認識でござ

います。 

 ただ、施設を設置している責任者として、経年劣

化による施設の老朽化、これらをどのように支えて

いくかということは必要なことでありますので、今

回初めて、施設投資の部分を一般会計で繰り入れす

ることに決断をさせていただきました。もちろん自

主運営ができるのであれば、こういう施設投資も、

民間と同じように自前でやることが望ましいという

認識には変わりません。 

 今後、こういう介護認定者が上富良野特有に伸び

ていかない状況、あるいは在宅を中心に、そういう

サービスが伸びていかないという現状が今後もふえ

るようでしたら、さらに一般会計の投資も、先ほど

町長のお答えにあったように、そういう決断もさら

に一段する必要も今後起きるかもしれませんが、基

本の考え方については、先ほど私が述べたようなこ

とで進めたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 基本的には、公営という

のは比較的、やはり民間と違いまして、やはり不採

算部門を担うことが比較的多くなるのではないかと

いうふうに私、考えているところであります。民間

でいえば、やはり給与等の縮減だとか削減等という

のが一定部分行われて、賃金の上げのベースが低く

抑えられると。公営の場合は比較的、勤務年数に応

じて、それに応じた賃金体系で上がりますから、そ

ういったところの根本的な違いというのがありま

す。 

 しかし、そういった置かれている介護者の現状を

見たときに、一定部分、不採算部門を担わなければ

ならないというのが公営施設の役割ですから、私

は、こういう立場に立ったときに、今後も町におい

てはきっちりと、赤字で足が出た分については一般

会計からも繰り入れ、内部の努力も当然しながら、

行うということを基本的な原則として行政は持つべ

きだというふうに考えておりますが、答弁の中で

は、なかなかここははっきりと明確には述べられて

いないというのが実情かなというふうに思います。 

 実は、働いている方にいろいろ聞きました。いろ

いろと伝わってきているそうです。そうなると時間

数が減らされたりだとか、低い賃金で働かなければ

ならないのではないかというような話が飛び交って

います。こういったところに、働く人たちの意欲が

低下するという現象も、もう既にラベンダーハイツ

の中では生まれてきているというのが実情だという

ところが一部耳に、直接お話しして聞きましたけれ

ども、そういった部分を見ても、マイナス要因です

から、働く人が意欲を持って働けるような環境を整

えるためにも、きちっとした財政の運営を保証しな

がら、ラベンダーハイツというのは住民が安心して

暮らせる、あるいは入所できる、デイサービスに

行って介護が受けられる、そういう環境を整えるの

が行政の役割だというふうに思いますし、この点、

今後、きちっと位置づけながら、財政の穴埋めをす

べきだというふうに考えておりますので、確認をお

願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員のラベン

ダーハイツに対します、特に、今後の運営の姿勢に

ついてお答えさせていただきますが、まず冒頭、今

回、ラベンダーハイツにつきまして、このような一

般会計からの繰り入れを持つ補正予算を提案させて

いただくことに至ったということに対して、昨年の

５月に皆さん方に経営改善計画をお示しした姿が達

成できなかったということについて、まず、この場

をおかりいたしまして、至らなかった責任を痛感し

ておりますので、おわびを申し上げる次第でござい

ます。大変努力不足を反省しているところでござい
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ます。 

 今後のラベンダーハイツの経営に対します姿勢と

いたしまして、これまで私も申し上げております

が、公設公営を維持したいというのは、これからも

変わらない姿勢でいきたいというふうに考えており

ます。 

 しかし、とは申せ、やはり収益事業を行っている

事業という本質を考えますと、やはり単独収支を図

ることは求めるべき姿でございます。とはいえ、現

実に利用者がふえてこない。あるいは固定経費等が

一定程度ウエートを占めていると。そういう経営構

造を考えますと、将来の安定経営、さらには、町民

の皆さん方から信頼をいただくと、サービスも落と

さないということを考えれば、今回、御提案させて

いただいたような、他の会計をもって支えていくこ

とが一定期間必要であろうと。そういう中から、自

立経営ができるような道筋が見えたときには、本来

の自立経営を目指してまいりたいと考えております

が、ただ、その支え方につきまして、今回、九百数

十万円を繰り入れさせていただきたいということで

御提案させていただいておりますが、今後につきま

しては、議員から御発言ありましたような、全てを

きちっと埋めていくような支援の仕方も一方法でご

ざいましょうし、先ほど一般会計の中でもお答えさ

せていただきましたようなことも、一つの経営を安

定化させていくための方法として、選択としては、

私はそれも考えるべきと、そんなふうに考えており

まして、いずれにいたしましても、これから広く皆

さん方の御意見を賜りながら、安定した経営を続け

るために、どういう支援の、支え方がいいのかとい

うことを近々、私といたしましての考え方をしっか

りと示していきたいというふうに考えております。

議員からお話しあったようなことも排除しないで、

組み立てていきたいと考えているところでございま

すので、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ほかに御質問はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１５号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第１５号

平成２８年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第１５号平成２８年度上富良野町簡

易水道事業特別会計補正予算（第３号）につきまし

て、補正の要旨を御説明いたします。 

 まず、歳入におきましては、１点目は、水道料金

精査によります使用料の減額と、２点目は、手数料

の精査によります増額と、３点目は、一般会計から

の繰入金の減額であります。 

 次に、歳出につきましては、一般管理費の精査に

よります減額となり、歳入歳出それぞれ同額を減額

補正するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 なお、事項別明細につきましては、説明を省略さ

せていただきます。 

 議案第１５号平成２８年度上富良野町簡易水道事

業特別会計補正予算（第３号）。 

 平成２８年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１８１万１,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億３９２万３,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款使用料及び手数料、補正額２０万５０００円

の減、２款繰入金１６０万６,０００円の減。 

 歳入合計１８１万１,０００円の減となっていま

す。 

 次に、２、歳出。 

 １款衛生費、補正額１８１万１,０００円の減。 

 歳出合計１８１万１,０００円を減額するものと

なっております。 

 以上、議決項目についてのみ御説明申し上げまし

た。御審議いただきまして、議決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の
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説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１５号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１６号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第１６号

平成２８年度上富良野町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第１６号平成２８年度上富良野町公

共下水道事業特別会計補正予算（第４号）につきま

して、補正の要旨を御説明いたします。 

 歳入におきましては、１点目は、下水道受益者負

担金賦課確定によります増額と、２点目は、下水道

使用料の増と、手数料収入の増と、３点目は、事業

費精査によります一般会計繰入金の減額と、４点目

は、諸収入精査によります減と、５点目は、事業費

確定によります、国庫支出金及び下水道事業債の減

額であります。 

 次に、歳出におきましては、１点目は、一般管理

費の精査によります減額と、２点目は、浄化セン

ター管理の精査によります減額と、３点目は、建設

事業費の精査によります減額と、４点目は、公債費

の精査によります減額となり、歳入歳出それぞれ同

額を減額補正するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 なお、事項別明細書につきましては、説明を省略

させていただきます。 

 議案第１６号平成２８年度上富良野町公共下水道

事業特別会計補正予算（第４号）。 

 平成２８年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ３３７万１,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億９,５５４万１,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正）。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款分担金及び負担金、補正額１２万１,０００

円の増、２款使用料及び手数料１１１万２,０００

円の増、３款国庫支出金５２万２,０００円の減、

４款繰入金２６６万９,０００円の減、６款諸収入

３,０００円の減、７款町債１４０万円の減。 

 歳入合計、３３７万１,０００円の減となってお

ります。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費２２０万７,０００円の減、２

款公債費１１６万４,０００円の減。 

 歳出合計、３３７万１,０００円の減とするもの

であります。 

 第２表、地方債補正。 

 （１）変更、起債の目的、公共下水道事業（一般

分）につきましては、２０万円の増で、限度額を

１,６３０万円とし、公共下水道事業資本費平準化

分につきましては、１６０万円の減とし、限度額を

８,８４０万円とするものであります。 

 以上、議決項目についてのみ御説明申し上げまし

た。御審議いただきまして、議決くださいますお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１６号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

りせんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１７号 

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 議案第１７号

平成２８年度上富良野町水道事業会計補正予算（第
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２号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第１７号平成２８年度上富良野町水

道事業会計補正予算（第２号）の補正の要旨につい

て御説明いたします。 

 収益的収支におきましては、１点目は、原水及び

浄水費におきまして、水質検査料の精査によります

減額と、２点目は、配水及び給水費におきまして、

水道管管網図の修正委託業務の確定に伴います減額

と、３点目は、総係費精査に伴います減額と、４点

目は、企業債利子確定に伴います減額と、５点目

は、それぞれの減額に伴います予備費の増額となっ

ております。 

 次に、資本的収支におきまして、配水管敷設替及

び移設補償工事の確定に伴います企業債及び工事負

担金の減額と、資本的支出におきまして、１点目

は、検満工事確定に伴います減額と、２点目は、配

水管布設替及び移設工事確定に伴います減額補正と

なっています。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第１７号平成２８年度上富良野町水道事業会

計補正予算（第２号）。 

 （総則）。 

 第１条、平成２８年度上富良野町の水道事業会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 以下、款項別補正予算額のみを申し上げます。 

 支出。 

 第１款水道事業費用２０３万４,０００円の減、

第２項営業外費用２１万円の減、第４項予備費２２

４万４,０００円の増となるもので、予算総額に変

更のない組み替えとなっているものでございます。 

 （資本的収入及び支出）。 

 第３条、予算第４条本文括弧書中「資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額８,５１７万７,０

００円は過年度分損益勘定留保資金８７６万３,０

００円、当年度分損益勘定留保資金１,９４１万４,

０００円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額８,３１０万円は過年度分損益勘定留保

資金９７４万１,０００円、当年度分損益勘定留保

資金１,６３５万９,０００円」に改め、資本的収入

及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入。 

 第１款資本的収入４２０万１,０００円の減、第

１項企業債１５０万円の減、第２項負担金２７０万

１,０００円の減。 

 支出。 

 第１款資本的支出６２７万８,０００円の減、第

１項建設改良費６２７万８,０００円の減となるも

のです。 

 （企業債）。 

 第４条、予算第５条の定めた企業債は、次のとお

り補正する。 

 配水管敷設替事業に伴います企業債限度額を１５

０万円減額し、１,６５０万円とするものでありま

す。 

 次ページ以降につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 以上で、補正予算の説明といたします。審議いた

だきまして、議決くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１７号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１８号 

○議長（西村昭教君） 日程第１４ 議案第１８号

平成２８年度上富良野町病院事業会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） ただいま上程い

ただきました議案第１８号平成２８年度上富良野町

病院事業会計補正予算（第３号）につきまして、初

めに提案の要旨を御説明申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては、町立病院へ３名

の方から、合わせまして１０７万円の御寄附を賜り

ましたので、寄附者の御趣意に沿いまして、備品の

購入費用として予算措置するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１８号平成２８年度上富良野町病院事業会



― 26 ―

計補正予算（第３号）。 

 （総則）。 

 第１条、平成２８年度上富良野町の病院事業会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （資本的収入及び支出）。 

 第２条、平成２８年度上富良野町病院事業会計予

算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正する。 

 以下、補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款資本的収入１０７万円、第１項出資金１０

７万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出１０７万円、第２項建設改良費

１０７万円。 

 以上、議案第１８号平成２８年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第３号）の説明といたします。

御審議いただき、議決賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１８号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第２８号 

○議長（西村昭教君） 日程第１５ 議案第２８号

東１線排水路整備工事（Ｈ２８国債）請負契約の締

結についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第２８号東１線排水路整備工事（Ｈ

２８国債）請負契約締結の件につきまして、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 本工事は、防衛省の補助により、上富良野駐屯地

拡張に伴います洪水被害の防止を目的とした排水路

整備でありまして、総工断面１.４メートル掛ける

１.１メートル及び１.３メートル掛ける１.１メー

トルの２種類の断面の大型Ｕ型トラフを２８４.８

５メートル施工するものであります。 

 入札に当たりまして、町内業者を含む７者を指名

いたしまして、去る３月３日に入札を行った結果、

高橋建設株式会社が６,５１０万円で落札し、消費

税を加算しまして、本議案の７,０３０万８,０００

円となっております。 

 参考までに、２番札は大北土建工業株式会社の

６,５７７万円でした。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第２８号東１線排水路整備工事（Ｈ２８国

債）請負契約の締結について。 

 東１線排水路整備工事（Ｈ２８国債）の請負契約

を次により締結するため、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、契約の目的、東１線排水路整備工事（Ｈ２８

国債）。 

 ２、契約の方法、指名競争入札による。 

 ３、契約の金額、７,０３０万８,０００円。 

 ４、契約の相手方、空知郡上富良野町錦町１丁目

１番２０号、高橋建設株式会社代表取締役、北川昭

雄。 

 ５、工期、契約の日から平成３０年２月２８日。 

 以上、説明を終わります。御審議賜りまして、議

決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２８号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 議案第２９号 

○議長（西村昭教君） 日程第１６ 議案第２９号

普通河川清富開拓の沢災害復旧工事（Ｈ２８災第３

４号）請負契約の変更についてを議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた
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だきました議案第２９号普通河川清富開拓の沢川災

害復旧工事（２８災第３４号）請負契約の変更につ

いて御説明いたします。 

 本工事は、昨年７月３１日に起きました集中豪雨

により、普通河川清富開拓の沢川の築堤崩壊及び河

床洗掘などの被害を受け、去る１２月９日に入札を

行い、同月１３日に議決をいただき、株式会社アラ

タ工業と契約を結び、５,３４６万円で締結を行

い、工事概要につきましては、復旧延長３９８メー

トル、かごマット工法による復旧工事を進めている

ところであります。 

 このたび本工事実施に当たり、残土処理におきま

して、当初、東中地区への運搬を計画しておりまし

たが、災害施工箇所の隣接地の地権者の協力をいた

だきましたことから、残土を隣接地に搬入すること

となったこと。あわせて、当初、土木工事積算基準

を用いて、除雪日数を設定しておりましたが、実際

の実施回数にあわせて積算し直したことから減額と

なり、請負契約の変更をするものであります。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第２９号普通河川清富開拓の沢川災害復旧工

事（２８災第３４号）請負契約の変更について。 

 普通河川清富開拓の沢川災害復旧工事（２８災第

３４号）の請負契約の締結（平成２８年１２月１３

日議決を経た議案第１６号に係るもの）を次により

変更するため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得または処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 記。 

 変更事項、契約金額、変更前５,３４６万円、変

更後５,１８７万２,４００円。 

 以上、説明といたします。審議賜りまして、議決

くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２９号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あすの予定について、局長から報告いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） あす３月８日は、本定

例会の２日目でございます。開会は午前９時でござ

いますので、定刻までに御出席賜りますようお願い

申し上げます。 

 以上であります。 

午後 ０時０４分 散会 
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○議事日程（第２号） 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 執行方針 

  〔町 政 執 行 方 針        〕 町 長 向 山 富 夫 君 

  〔教育行政執行方針〕 教育長 服 部 久 和 君 

第 ３ 議案第 １号 平成２９年度上富良野町一般会計予算 

第 ４ 議案第 ２号 平成２９年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

第 ５ 議案第 ３号 平成２９年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

第 ６ 議案第 ４号 平成２９年度上富良野町介護保険特別会計予算 

第 ７ 議案第 ５号 平成２９年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

第 ８ 議案第 ６号 平成２９年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

第 ９ 議案第 ７号 平成２９年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

第１０ 議案第 ８号 平成２９年度上富良野町水道事業会計予算 

第１１ 議案第 ９号 平成２９年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１４名） 

      １番  中 澤 良 隆 君      ２番  岡 本 康 裕 君 

      ３番  佐 川 典 子 君      ４番  長谷川 徳 行 君 

      ５番  今 村 辰 義 君      ６番  金 子 益 三 君 

      ７番  北 條 隆 男 君      ８番  竹 山 正 一 君 

      ９番  荒 生 博 一 君     １０番  髙 松 克 年 君 

     １１番  米 沢 義 英 君     １２番  中 瀬   実 君 

     １３番  村 上 和 子 君     １４番  西 村 昭 教 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 農業委員会会長  青 地   修 君     会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君 

 総 務 課 長         石 田 昭 彦 君     産業振興課長         辻     剛 君 

 保健福祉課長         北 川 徳 幸 君     健康づくり担当課長         杉 原 直 美 君 

 町民生活課長         鈴 木 真 弓 君     建設水道課長         佐 藤   清 君 

 農業委員会事務局長         北 越 克 彦 君     教育振興課長         北 川 和 宏 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  山 川   護 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         林   敬 永 君     次 長         岩 﨑 昌 治 君          

 主 事         菅 原 千 晶 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） きのうに引き続き、御出席

まことに御苦労に存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２９年第１回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 一般質問について、３月３日に締め切り、２名か

ら通告がございました。 

 ３月３日の締め切りで、２名でございますので、

４日目の３月１５日の定例会は休会とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ４番 長谷川 徳 行 君 

     ５番 今 村 辰 義 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第 ２ 執行方針から 

日程第１１ 議案第９号まで 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 町政執行方針及

び教育行政執行方針並びに日程第３ 議案第１号平

成２９年度上富良野町一般会計予算、日程第４ 議

案第２号平成２９年度上富良野町国民健康保険特別

会計予算、日程第５ 議案第３号平成２９年度上富

良野町後期高齢者医療特別会計予算、日程第６ 議

案第４号平成２９年度上富良野町介護保険特別会計

予算、日程第７ 議案第５号平成２９年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、日程第８ 

議案第６号平成２９年度上富良野町簡易水道事業特

別会計予算、日程第９ 議案第７号平成２９年度上

富良野町公共下水道事業特別会計予算、日程第１０ 

 議案第８号平成２９年度上富良野町水道事業会計

予算、日程第１１ 議案第９号平成２９年度上富良

野町病院事業会計予算の件を、関連がありますの

で、一括して議題といたします。 

 まず、町長より、町政執行方針について説明を求

めます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 平成２９年第１回定例町議会の開会に当たり、町

政執行の基本方針について、その概要を申し上げま

す。 

 我が国の経済状況は、アベノミクスの取り組みの

もと、雇用・所得環境が改善し、緩やかながら回復

基調にありますが、個人消費及び民間設備投資は、

所得、収益の伸びと比べ力強さを欠いた状況となっ

ております。 

 このような中、国は、一億総活躍社会の実現に向

け、保育・介護人材の処遇改善や地方創生の推進な

どを盛り込んだ「未来への投資の拡大に向けた経済

対策」を閣議決定し、名目ＧＤＰ６００兆円経済の

実現と、平成３２年度の財政健全化目標達成の実現

を目指すべき方向づけをしたところであります。 

 このような状況のもと、国の本年度予算について

は、経済再生と財政健全化に資するよう、「公的

サービス分野の産業化」、「インセンティブ改

革」、ＩＴ化などの「公共サービスのイノベーショ

ン」という三つの取り組みを中心とした、過去最大

となる９７兆４,５４７億円の予算案を国会におい

て現在審議しているところであります。 

 その中で、地方財政計画の一般財源については、

昨年度と同程度の６２兆１,０００億円とされたと

ころですが、内訳では、景気回復などによる地方税

の伸びがあるものの、一方で、社会保障関係費の自

然増が見込まれることなどにより、地方交付税、地

方交付金などについては０.４％程度の減となって

いることから、人口の少ない多くの地方公共団体に

おいては、大企業などはなく、地方税収の増が見込

めず、財源の多くを地方交付税に依存している実態

から、財源確保に当たっては依然厳しいものと受け

とめているところであります。 

 さて、当町においても、地方税収入の大きな伸び

などが見込めない中で、歳入一般財源の中で大きな

比率を占める地方交付税においては、先ほど申し上

げた要因などから、一定程度の減額が避けられない

状況であります。 

 一方、歳出においては、上富良野中学校の整備が

完了することにより教育費が減少しますが、これま

で実施してまいりました学校耐震改修事業や超高速

ブロードバンド整備事業等の新たな償還が今年度か
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ら始まることによる公債費の増、自立した地域を維

持していくための地域産業振興や急速な少子高齢化

への対応、懸案事項となっている大雨などの自然災

害に対する恒久的防災対策を初め、老朽化が進む公

共インフラの長寿命化など、さまざまな課題に対応

するため、継続的な財政需要が想定され、今後も財

政運営には中長期的な見通しのもと、自治体経営の

安定化に意を用いていかなければならないと考える

ところであります。 

 このような状況のもとで、本年度予算につきまし

ては、私が目指しております「町民の皆さんが安心

して住み続けられるまちづくり」を念頭に、これま

での課題への対応を初め、それぞれの事業実施に対

し緊急性や優先性などを十分考慮するとともに、今

後見込まれる財政需要に対する財源確保の状況を見

きわめながら予算編成を行ったところであります。 

 最初に、一つ目の「人や地域とつながりのある暮

らしづくり」についてであります。 

 まず、「地域ぐるみで支え合う健康・福祉コミュ

ニティの実現」については、町民共有の願いである

生涯を通し、健康で生き生きとした暮らしの実現に

向けて、「健康づくり推進のまち」宣言の趣旨に沿

い、「第２次健康かみふらの２１計画」の着実な推

進とあわせて、地域社会全体の健康に対する意識を

高め、町民の皆さんや職場などが主体的に健康づく

りを実践する地域づくりを支援してまいります。 

 また、高齢であることや障害があること、あるい

は経済的な要因などにより支援が必要とされる方々

が、地域の中で心豊かに安心して自立した日常生活

を送ることができるよう、町民の皆さんの生活実態

を的確に把握し、真に必要なサービス、支援は何か

を見きわめ、安心な暮らしが実現できる福祉サービ

スを提供してまいります。 

 あわせて、第２次地域福祉計画を基本として、地

域住民、関係団体、行政が互いに協力して、「自

助・共助・公助」といったそれぞれの役割を果たし

ながら、一体となった支え合いの仕組みづくりに向

け、取り組むとともに、地域福祉の推進役である民

生委員・児童委員の方々とも連携して、地域全体で

支え合う地域福祉力の向上に努めてまいります。 

 次に、「信頼と絆で結ばれる産業の実現」につい

てですが、農業関係については、国においては、昨

年１２月にＴＰＰの承認と関連法案が成立したもの

の、米国の新政府においてＴＰＰ離脱の大統領令が

発令されるなど、一昨年、我が国において定めた総

合的なＴＰＰ関連施策大綱に大きな影響が及ぶもの

と懸念しているところでありますが、農業が町の基

幹産業として安定して持続できるよう、本町農業の

特性や課題にしっかりと対応しながら、「第７次農

業振興計画」及び「農業・農村実践プラン」の実現

に向け、取り組みを進めてまいります。 

 また、それら施策を有機的に推進するため、本年

４月からスタートする「農業窓口のワンストップ

化」への移行に万全を期すとともに、新たな体制で

の効果が早期に発現できるよう、関係機関と一体と

なり取り組んでまいります。 

 信頼される農業づくりでは、一番身近な消費者で

ある町民の皆様に地元農畜産物への信頼や安心感を

高めていくことが重要であり、健康づくりや食育を

テーマにした事業や、本年２回目の開催となる「収

穫祭」などの各種イベント等、さまざまな機会を通

じて、地域農業や地元農畜産物への理解を深めてい

ただくことに努め、生産者みずからが取り組む消費

者などとの交流・販売活動、あるいは生産者みずか

らによる直売や原料の加工など、高付加価値化への

取り組みに対しても安定した経営につながるよう、

６次産業化を含め、新たな展開に対し支援を行うと

ともに、これらの取り組みが町内他業種との連携へ

広がるよう努めてまいります。 

 次に、「人・モノ・地域を結ぶ社会基盤の充実」

についてですが、予約型乗合タクシー事業について

は、交通弱者の足を確保する公共交通手段として定

着してきており、さらに高齢ドライバーの運転免許

証返還に伴う対策の検討なども含めて、利用者の

ニーズを捉え、利便性の向上に努めてまいります。 

 北海道が計画している道道吹上上富良野線につい

ては、昨年、都市計画道路事業の認可を受け、関係

者への事業説明会を実施したことから、本年度より

用地測量などに着手していく計画となっておりま

す。当該路線は、地域住民における重要な生活道路

であるとともに、日の出公園及び十勝岳温泉など、

本町にとって重要な観光地への誘導幹線道路でもあ

るため、改修工事の早期着手、完了に向けて、引き

続き要望活動を展開してまいります。 

 次に、「町民主体で成り立つコミュニティづく

り」についてですが、「情報共有」、「自助・共

助・公助」、「参画と協働」をまちづくりの基本原

則とした自治基本条例に基づき、町民のニーズや課

題を的確に把握し、地域みずからが積極的な活動が

できるような支援体制づくりを進めてまいります。 

 特に、災害時などにおける地域住民による自主的

な活動は極めて重要であることから、自主防災組織

の活動を継続して支援してまいります。 

 本年度は、三重県津市との友好都市提携２０周年

を迎えることから、両市町による相互の訪問事業等

友好のきずなを深めてまいります。 

 次に、二つ目の「穏やかに安心して過ごせる暮ら

しづくり」についてであります。 
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 まず、「安心の暮らしを支える福祉医療環境づく

り」についてですが、どのようなリスクを抱えた場

合においても、住みなれた地域で安心して暮らすた

めに、実態に即した必要な支援が行われるよう、既

存サービスについても不断の見直しを図りながら事

業の充実を図ってまいります。 

 高齢者福祉については、福祉・保健・医療サービ

スを総合的に提供し、地域福祉の確立と在宅福祉を

推進するよう引き続き努めてまいります。 

 また、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯

の増加に加え、認知症などで介護を必要とする高齢

者も地域で生活されている現状から、こういった

方々が安全・安心な生活を送ることができるよう、

関係機関・地域住民が一体となって見守り支え合

う、ネットワークの充実に努めてまいります。 

 障がい者福祉については、第２期障がい者計画、

第４期障がい福祉計画に示した「ともに生き、支え

合う社会づくり」の視点に立って、障がい者一人一

人の置かれている環境に対応した事業の充実に努め

てまいります。 

 また、判断能力が不十分であるために日常生活に

支障を来している高齢者や障がい者の方々の権利擁

護事業の充実を図るため、成年後見制度等につい

て、さまざまな機会を通じて啓発に努め、制度の活

用につなげてまいります。 

 また、町内外の障がい者福祉事業所などと連携し

ながら、地域社会における共生の実現に向けて、日

常生活や社会生活を営むことができるよう引き続き

各種事業の充実に努めるとともに、障害者優先調達

推進法に基づいて町の調達方針を策定し、障がい者

就労施設などからの優先的、積極的な調達に取り組

んでまいります。 

 ラベンダーハイツについては、平成２７年度、介

護報酬の減額改定による影響や利用者の減少などか

ら赤字決算となり、平成２８年度会計からの繰上充

用を行うとともに、経営改善に取り組んでいるとこ

ろであります。 

 地域の高齢者福祉・在宅福祉施設の拠点として、

その役割を担っていくため、さらなるサービスの向

上と利用者増に努めるとともに、効率的な運営に向

けた改善を進め、経営の安定化を果たしていくこと

で、利用者や御家族、地域の皆様に信頼される施設

運営を図ってまいります。 

 また、本年度からは、新たに障がい者の短期入所

サービスを行っていくこととしており、障がい者の

日常生活の向上及び障がい者の御家族の負担軽減に

つながるよう取り組んでまいります。 

 介護保険事業については、引き続き「第６期介護

保険事業計画」に基づき、団塊の世代が後期高齢を

迎える２０２５年の超高齢社会を見据え、「いつま

でも住み慣れた地域で支え合い、自分らしく安心し

て暮らせる地域社会の実現」の基本理念のもと、町

民の皆様や事業者などと連携・協働して、高齢者の

生活を地域全体で支える「地域包括ケアシステム」

の構築を図ってまいます。 

 また、４月から始まる新しい総合事業について

は、現行サービスの水準を維持するとともに、利用

者ニーズに即した多様なサービスや介護予防ケアマ

ネジメントの充実を図り、高齢者の自立や重度化予

防を推進してまいります。 

 国民健康保険事業については、脆弱な財政基盤と

いう国保制度の構造的な問題を抱える中で、少子高

齢化、医療の高度化により、１人当たりの医療費負

担が増加し、厳しい運営状況にありますが、特定健

診及び保健指導に力点を置いた生活習慣病予防を継

続し、医療費増嵩の抑制を図りながら、安定した事

業運営が図られるよう努めてまいります。 

 また、平成３０年度から国民健康保険制度が新た

な制度に移行するため、運営責任者となる北海道と

ともに、移行に向けた作業をとり進めてまいりま

す。 

 病院事業については、地域に密着した医療機関と

して、慢性期医療から救急医療、介護サービスを担

うとともに、旭川医科大学の専門医により診療を

行っております「肝臓内科」「血液・腫瘍内科」

と、「救急科」を、４月から疾患別の専門外来とし

て標榜してまいります。 

 また、医師や医療・介護スタッフの人材確保に努

めるとともに、富良野協会病院との病病連携によ

り、泌尿器科・循環器内科の専門医の派遣を受け、

安全で良質な医療の提供に努めてまいります。 

 あわせて、医療機器についても計画的な整備、更

新を図り、安定経営に努めていくとともに、地域医

療構想や新公立病院改革プランを見据え、町立病院

の将来像について検討してまいります。 

 次に、「のびのび子育てを支える成長環境づく

り」についてですが、安心して子どもを産み育てる

ことができる地域を目指し、妊娠期から出産・子育

て期の切れ目のない支援はもとより、子育てに対す

るさまざまな課題に対応するため、産後健診の助成

を本年度から開始するとともに、療育支援や障がい

児・不登校・思春期の支援など、子育て家庭を包括

的に支援する体制を強化してまいります。 

 教育・保育施設の運営については、子ども・子育

て支援新制度の本来の目的である幼児教育の充実、

保育の質の向上に、施設運営者と連携して取り組ん

でまいります。 

 さらに、子育て支援の拠点である子どもセンター
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については、事業拡大と環境改善のため、食育サロ

ンの整備とトイレの改修工事を行います。 

 また、子育て世帯の低所得者対策として、医療費

について、従来実施していた市町村民税非課税世帯

に加え、均等割のみ課税世帯まで対象を拡充し、中

学生までの通院・入院医療費の自己負担分を全額助

成します。また、同様に保育料についても無償化

し、経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図っ

てまいります。 

 次に、「本気・やる気が実を結ぶ産業づくり」に

ついてですが、地域農業の実態に配慮しつつ、「経

営所得安定対策制度」や「日本型直接支払制度」に

位置づけられている各事業、防衛省所管の民生安定

事業による機械・施設導入に係る助成事業を有効に

活用するとともに、「第７次農業振興計画」及び

「農業・農村振興実践プラン」に即して、多様な営

農類型を支援するため、収益向上作物生産振興事業

など、町の独自施策においても積極的な展開を図

り、農業所得の向上・農業経営の安定化、近代化に

努めてまいります。 

 また、農地の有効活用や合理的な生産活動につな

がるよう、農地中間管理機構事業の活用や農用地利

用改善組合への活動支援などを行い、人・農地プラ

ンに位置づけられた「中心的担い手」への集約化を

進めてまいります。一方、農地を健全に保全する観

点から、降雨などによる農地被害を抑制するため、

減災対策も継続して取り組んでまいります。 

 農業農村基盤整備については、農業の生産性向上

を図るため、現在取り組んでいる６地区において、

基盤整備事業を進めるとともに、事業効果の早期発

現の観点から、十分な予算の確保と早期の完了に向

け、促進期成会の皆様とともに、関係機関への要望

活動を行ってまいります。 

 さらに、生産物の円滑な運搬と品質の保持など、

産業道路としての利便性と安全性の向上を目的に、

北１７号道路の整備を継続してまいります。 

 畜産環境整備については、畜産担い手総合整備事

業「新ふらの地区」が平成２８年度で終了したこと

から、継続事業の採択へ向けた取り組みを関係機関

と連携しながら進めるとともに、「ふらの沿線地域

畜産クラスター協議会」を通じ、各種制度活用によ

る施設・機械整備やＴＭＲなどの営農支援組織の整

備検討など、酪農経営の安定化を進めてまいりま

す。 

 エゾシカなどの有害鳥獣による農業被害対策につ

いては、引き続き猟友会の皆様の御協力と国の支援

制度も活用しながら駆除対策の充実を図ってまいり

ます。また、猟銃免許取得費用の助成など駆除の担

い手養成対策も継続して行うとともに、電牧柵設置

などの被害軽減対策を講じてまいります。 

 商工業の振興については、消費低迷に加え、購買

力の町外流出など、町内小規模事業者には依然とし

て厳しい経営状況にあることから、「商業振興計

画」に基づき、事業改善のために個店が行う各種取

り組みや店舗改装などの商業基盤整備の強化などに

対する商工業者持続化補助事業や商店街活性化事業

などを通じ、商工会と連携して支援を行ってまいり

ます。 

 観光振興については、当町の恵まれた自然環境や

食資源を生かした戦略的な取り組みをあらゆる機会

を通して実施するとともに、閑散期対策の取り組み

や各種イベントの実施、支援を行ってまいります。 

 また、富良野・美瑛広域観光推進協議会を通じた

広域観光圏事業も有効に活用し、幅広い観光振興も

あわせて図ってまいります。 

 観光は、地域経済への波及が大きく期待できると

ころであり、観光事業者はもとより各分野との有機

的な産業連携を図り、地域全体の取り組みとなるよ

う、観光振興計画に位置づけられた行動計画の実践

に努め、魅力あふれる観光地域づくりを目指すとと

もに、十勝岳ジオパーク構想の認定に向けた活動と

も連携を密にし、事業の活性化に努めてまいりま

す。 

 企業立地の促進や既存立地企業の事業拡大につい

ては、地元雇用機会の拡大や地域経済の発展につな

がることから、引き続き企業振興措置条例に基づく

助成措置を講じるとともに、既存企業との信頼関係

を維持しつつ、本社などへの事業の拡大要望や新規

企業誘致に向けた情報発信、ＰＲ活動など積極的な

対応を図ってまいります。 

 また、新たに事業を起こそうとする事業者や特産

品を開発しようとする事業者への支援を引き続き行

い、関係機関と連携して制度の活用を一層促進し、

空き店舗の利活用や商店街の活性化につながるよう

取り組んでまいります。 

 雇用の創出・確保については、新規開業等支援制

度や企業振興優遇措置による雇用環境の整備を図

り、新卒者や若者などの求職者が町内で就労機会を

得ることができるよう、雇用対策に取り組んでまい

ります。 

 また、ハローワークの求人情報についても、町内

事業所からも常に４０件程度の求人募集がなされて

おりますが、なかなか就労に結びつかない実態にあ

ります。町としましても、雇用のミスマッチが解消

されるよう、独自の対応として、ハローワークを利

用されていない事業者も含め、商工会、観光協会会

員事業者の求人情報を取りまとめたものを金融機関

やコンビニ窓口に設置して、地元求職者への情報提
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供を引き続き行ってまいります。 

 次に、「身近な生活の安全を支える社会基盤の充

実と環境保全」についてですが、生活の基盤となる

生活道路の安全な利用は、日常の暮らしにおいて欠

くことはできないものであり、これら生活道路にお

ける機能維持のため、凍上などにより傷みが激しい

道路を優先に、年次的、計画的に簡易舗装、歩道補

修、側溝補修、新設などをを実施してまいります。 

 本年度については、改良舗装１路線を含む全１１

路線の整備、修繕を行ってまいります。 

 また、除排雪を含めた生活道路の維持管理につい

ては、これまでの取り組みの中で確認された課題に

ついて、町と受託事業者間の状況確認や業務情報へ

の的確な対応を図ることで改善に努め、生活環境の

向上につながるよう引き続き取り組んでまいりま

す。 

 橋梁修繕については、橋梁長寿命化修繕計画に基

づく橋梁修繕事業として、本年度は１橋の修繕実施

を予定しております。また、新たに道路法の改正に

伴う全橋梁の近接目視点検が必要となったことか

ら、３６橋の近接目視点検も実施してまいります。 

 環境問題については、引き続き地域特性や産業特

性に応じたエネルギーの分散型利用モデルの構築に

向け、官学連携を活用し調査・研究に取り組み、本

町における再生可能エネルギーなどの賦存量・利用

可能量の推定を行うとともに、具体的な環境政策の

構築が図られるよう研究してまいります。 

 また、平成２３年度より行っている住宅リフォー

ム等助成事業については、本年度から、居住予定の

ある空き家も対象に追加するとともに、バリアフ

リー化工事の下限額を廃止するなど、より多くの

方々が利用しやすくなるよう改正し、実施してまい

ります。 

 次に、「生活の不安を取り除く地域社会づくり」

についてですが、防災対策については、町民の皆さ

んの安全を確保する上からも最優先で取り組むべき

課題であり、近年発生するさまざまな災害を想定

し、地域防災計画に基づき適切に対応を図ってまい

ります。特に、十勝岳については、活動火山対策特

別措置法の改正を踏まえ、十勝岳火山防災協議会で

策定した避難計画に基づき、体制の充実を図ってま

いります。 

 降雨災害については、近年、短時間の局地的な集

中豪雨による被害が発生しており、これら災害発生

時における道路・河川・排水路の被災箇所の早期復

旧を図ってまいります。 

 また、農業被害の対応については、農地からの土

砂流出防止対策として、農業者みずからが行う農地

保全などの活動を継続して支援し、減災につなげて

まいります。 

 障害防止対策事業につきましては、引き続き東１

線排水路整備事業による排水路老朽化対策を実施す

るほか、演習場内ベベルイ川については、本年度よ

り支線排水路の整備事業を実施してまいります。 

 十勝岳泥流対策砂防事業等の砂防施設整備や河川

及び排水路整備などについては、国・北海道・関係

地域と協調しながら、災害に強い基盤整備や適切な

維持管理を推進してまいります。 

 また、昨年着手いたしました道営「上富良野地区

農村地域防災減災事業」による日の出地区２路線の

排水路整備事業については、減災に大きな効果が期

待できることから、早期の事業完了が図られるよう

関係機関へ働きかけを行ってまいります。 

 災害時における避難行動要支援者対策について

は、各住民会、自主防災組織で作成いただいた個別

支援計画が機能し、住民の安心につながるよう地域

と一体となり取り組んでまいります。 

 また、防災備蓄についても計画的に整備を進める

とともに、各防災協定を有機的に機能できるよう構

築し、災害に強いまちづくりを進めてまいります。 

 交通安全、防犯、消費生活の安全などに関する対

策については、何よりも一人一人の意識を高めるこ

とが重要であり、家庭や関係機関との連携強化を図

りながら、町民みんなが見守る、見守られる環境づ

くりを進め、事件、事故のない、安全・安心のまち

づくりを推進してまいります。 

 また、昨年１０月１９日には、交通死亡事故ゼロ

２,５００日を達成することができ、今後も悲惨な

交通死亡事故根絶に向けて、交通安全に対する町民

のさらなる意識向上が図られるよう啓発運動を推進

してまいります。 

 次に、三つ目の「快適で楽しく潤いある暮らしづ

くり」についてであります。 

 まず、「意欲と活力ある暮らしを導く心づくり・

身体づくり」についてですが、町民の皆様一人一人

が、それぞれの年代に応じて、みずからの健康はみ

ずからが考え、健康に生きる生活習慣を日常的に身

につけることができるよう、「第２次健康かみふら

の２１計画」を着実に推進し、各種健康診査と保健

指導の充実に努めてまいります。 

 特に、がん検診については、早期発見、早期治療

が何より重要であり、確実な受診率の向上を図り、

生活習慣に関連する発症予防と上富良野町がん検診

推進事業を推進し、がん対策の充実を目指してまい

ります。 

 また、社会保障の安定、健康格差の縮小を目標に

策定した「上富良野町保健事業実施計画」、いわゆ

るデータヘルス計画で明らかになった慢性腎臓病対
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策は、虚血性心疾患、脳血管疾患に関連することか

ら、新しい早期診断マーカー（アルブミン尿検査・

血清クレアチニン）を引き続き町独自で追加実施

し、確実に目標を達成できるよう取り組んでまいり

ます。 

 高齢者の健康推進に向けては、後期高齢者健康診

査において引き続き心電図検査と低栄養検査（貧血

検査）を追加し、心源性脳梗塞などの重症化予防及

び介護予防に努めてまいります。 

 これらに加え、小児生活習慣病健診、いわゆる

「かみふっ子健診」の実施やさまざまな事業を通

じ、町民の健康意識の向上を図り、健康で豊かな生

活を送ることを目指した「健康づくり推進のまち」

宣言にふさわしい取り組みを行ってまいります。 

 今年度は、「健康かみふらの２１計画」の中間評

価と「上富良野町保健事業実施計画・上富良野町食

育推進計画」の評価の年であることから、評価分析

に基づき、「第２次健康かみふらの２１計画」の見

直しとあわせて、第２期の上富良野町保健事業実施

計画を策定し、健康づくりの課題を明確にして、効

率的で効果的な保健指導を強化してまいります。 

 次に、「地域の魅力を満喫する産業環境づくり」

についてですが、既に町内飲食店などにおいて、地

元食材を活用したメニューづくりなど、「食」によ

る魅力づくりが活発に行われております。 

 農業者による６次産業化への取り組みも積極的に

行われており、商品化されたものについては、イベ

ントへの出展やインターネット販売・店舗販売を通

じて、消費者からも高い評価を得ており、販売実績

も着実に伸びてきている状況にあります。本年度に

おいて、新たに取り組むふるさと応援寄附モニター

事業とも連携し、これらが地域ブランドとして定着

するよう引き続き支援を行うとともに、新たな商品

開発を目指す事業者に対し、設備投資やノウハウの

習得など、ハード・ソフト両面での助成措置を講じ

てまいります。 

 本町の特産品であるホップとビール大麦を使っ

た、上富良野産原材料１００％にこだわったプレミ

アムビール「まるごとかみふらの」については、道

内唯一ホップとビール大麦がともに生産されている

当町の特異性を生かして知名度アップを図りなが

ら、ホップ農場の見学や体験とあわせ、プレミアム

ビール事業を活用した地元産品の販売拡大へもつな

がるような、有効な誘客ツールとして、事業の充実

と定着化に向け支援してまいります。 

 さらに、今秋に予定をしている「かみふらの収穫

祭」においても活用できるよう「まるごとかみふら

の」の追加醸造を予定しているところであり、この

ような機会も通じ、地元産物に対する町民皆様の理

解がさらに深まるよう取り組んでまいります。 

 まちなかのにぎわいづくりについては、大型テン

トの活用が町民の皆様にも浸透してきており、市街

地中心部への誘客によって商店街・飲食店への波及

や町民相互の触れ合い・交流の場として、利用促進

が図られるよう努めてまいります。 

 ラベンダーロードの愛称が定着しつつある道道吹

上上富良野線については、観光振興において重要な

道路でもあり、北海道においてラベンダーの植えか

え更新事業を実施しておりますが、本年度において

も継続して北海道へ要望を行い、美観再生を進めて

まいります。 

 また、地域の活力創生を図るため、本町の潜在力

が最大限に生かされる複合的な機能を有する拠点づ

くりについては、第６次総合計画への位置づけを含

めて、その構想づくりを進めてまいります。 

 また、「花と炎の四季彩まつり」や「北の大文

字」などの地域イベントについては、開基１２０年

をより多くの町民の皆様に参加いただき、心に残る

イベントとなるよう内容の充実を図ってまいりま

す。 

 次に、「憩いと安らぎを提供する快適空間づく

り」についてですが、平成２５年度に全面植えかえ

を終了した日の出公園ラベンダー園については、欠

損株の補植や育成に行い、あわせて除草などの管理

を確実に行い、「ラベンダーのまちかみふらの」を

名実ともにアピールできるよう魅力再生をさらに

図ってまいります。 

 また、展望台への巡回道路の整備完了と、展望台

トイレのバリアフリー化改修工事も完成したことか

ら、来園者の利便性や車両通行の円滑化により、お

客様の満足度を向上させ、日の出公園のさらなる魅

力アップを図ってまいります。 

 次に、「楽しく便利な地域生活の実現」について

ですが、町内全域において整備されている高速ブ

ロードバンド環境のネットワーク網について、観光

や防災などさまざまな分野での利活用に向け、さら

に検討をしてまいります。 

 また、マイナンバー制度により、７月から運用さ

れるマイナポータルにおいて、各種申請手続に対応

するとともに、住民サービスの向上とあわせて、情

報セキュリティー対策の強化に努めてまいります。 

 窓口サービスについては、マイナンバーカードを

活用し、住民が身近なコンビニエンスストアなど

で、戸籍・住民票などの証明書の取得ができるよ

う、コンビニ交付サービスにより住民の利便性向上

を図ってまいります。 

 次に、四つ目の「地域の宝を守り・育み・活用で

きる暮らしづくり」についてであります。 
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 まず、「担い手が輝き、地域の強みを生かす産業

づくり」についてですが、町の基幹産業である農畜

産業、商工業の後継者確保と育成は大きな課題であ

り、後継者や担い手に対する奨励・給付金制度によ

る継続支援を初め、農業分野においては、担い手対

策に係る総合的な体制づくりの一環として、ＪＡふ

らのとの連携・共同により、アグリパートナー推進

員を新たに配置し、農業後継者のパートナー確保、

次世代の担い手育成につながるよう取り組みを強化

してまいります。 

 次に、「風土に調和した社会基盤・活動基盤づく

り」についてですが、町営住宅の整備については、

「町営住宅等長寿命化計画」及び「住生活基本計

画」に基づき、計画的な整備、維持修繕を行ってい

るところであり、本年度は、泉町南団地４号棟建設

の実施設計、既存住宅の解体工事を行ってまいりま

す。 

 次に、「まちの記憶が受け継がれ、新たな知恵が

芽吹くまちづくり」についてですが、十勝岳ジオ

パーク構想については、本年度、認定申請に臨むと

ともに町民の皆様や多くの関係者の御協力をいただ

きながら、晴れて認定の運びとなるよう、情報発信

や、地域全体の活動となるよう取り組んでまいりま

す。 

 定住・移住対策については、「上富良野町定住移

住促進連絡協議会」との連携、協力をさらに推し進

め、「上富良野町まち・ひと・しごと創生総合戦

略」に掲げた将来展望人口を見据え、地方創生につ

ながるよう検討を加えながら取り組んでまいりま

す。 

 本年度は、上富良野町開基１２０年の節目の年に

当たることから、記念事業としてＮＨＫ公開番組を

開催するほか、既存事業のブラッシュアップや記録

映像の作成とあわせて、多くの町民の心に残る年と

なるよう取り組んでまいります。 

 次に、五つ目の「誇りと責任・役割を分かちあえ

る暮らしづくり」についてであります。 

 まず、「創意と工夫で実現する自立した地域社会

づくり」については、自治基本条例及び協働のまち

づくり基本指針に基づき、「協働のまちづくり」を

さらに推進するため、職員及び町民対象の研修会を

開催し、地域の課題に取り組む意識の醸成を図ると

ともに、先駆的な地域活動が生まれるよう、地域み

ずからの総意による活動を後押しできるよう、新た

に創設した協働のまちづくり推進補助制度の活用を

推進し、「協働のまちづくり」が着実に進められる

よう努めてまいります。 

 行財政改革については、町政運営実践プランに基

づく「プラン２９」に沿って、その着実な実践に努

めてまいります。 

 行政組織のあり方についても、組織力が最大限に

発揮されるよう、職員個々の資質向上に向けた取り

組みとあわせて、行政機能が効率的、効果的に機能

するとともに、質の高い行政運営を目指し、組織の

充実、改善に取り組んでまいります。 

 なお、本年度は新たに農業振興課を設置し、農業

委員会事務局とともに、ＪＡふらの上富良野支所内

に事務所を移転し、農政部門のワンストップ化によ

る農業施策の推進体制を強化してまいります。あわ

せて地域の活性化、地域創生を推進していくため

に、企画部門と商工観光部門を一体的に取り組んで

いく企画商工観光課を設置してまいります。 

 また、人事評価制度については、組織力の向上に

つながるよう、管理職を対象として試行から、組織

全体の制度化に向けて検討を進めてまいります。 

 町税は、町財政の根幹をなすものであり、適正な

課税と納期内納税の推進に努め、滞納者に対して

は、その実態に応じた適切な収納対策を進めてまい

ります。 

 また、町の債権について、納期内納付を励行する

とともに、本年４月から施行する債権管理条例に基

づき、債権管理の適正化を進めてまいります。 

 なお、災害・病気・失業など、やむを得ない理由

により納付が困難な場合は、納期前にまず御相談を

いただくよう周知してまいります。 

 ふるさと納税制度については、現行の「ラベン

ダーの里かみふらのふるさと応援寄附条例」の趣旨

に沿い、地域経済の振興発展につながるよう、地場

産品やサービスを活用したモニター制度を構築し、

その展開を図ってまいります。 

 自衛隊関係については、部隊の改編により、上富

良野駐屯地に第１４施設群が新編されますが、当町

における自衛隊との共存共栄は、まちづくりの根幹

をなすものであることから、関係団体と連携を図り

ながら、互いの信頼関係をより確かなものとするた

め、引き続き駐屯地の現状規模堅持とさらなる拡

充、あわせて演習場拡張の要望活動を継続的に進め

てまいります。 

 広域行政の推進については、「富良野広域連合」

について、引き続き構成市町村と連携し、相互理解

を深めながら取り組んでまいります。 

 また、富良野市との間で締結している定住自立圏

形成協定に基づき、圏域全体の発展を目指し、連携

を図りながら定住自立圏構想に基づく事業を推進し

てまいります。 

 第５次総合計画については、平成３０年度で計画

期間を終了することから、次期計画の策定に向け、

具体の作業に着手してまいります。 



― 37 ―

 また、本町の「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」についても、四つの基本目標に沿った１９の施

策について、引き続き総合計画と一体的に取り組ん

でまいります。 

 最後に、五つの暮らしづくりにおける成長、学習

の政策分野については、教育行政執行方針に沿って

進められる教育委員会の取り組みを基本に推進して

まいりますが、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の改正に伴い、上富良野町教育大綱に示した

三つの基本目標の達成に向けて、総合教育会議を通

じ、教育委員会と一層の連携を図りながら、教育行

政の推進に努めてまいります。 

 以上、平成２９年度の町政執行に当たり、所信を

述べさせていただきました。 

 次に、平成２９年度予算案の概要を申し上げま

す。 

 まず、一般会計では、総額６２億５,９００万

円、前年対比１２.２％、８億６,６００万円の減と

なっておりますが、地方税収入の大幅な伸びも見込

めず、歳入の多くを地方交付税などの依存財源が占

める厳しい財政状況の中、公共施設整備基金からの

繰り入れや各事務事業の見直し、政策の優先順位を

判断し、限られた予算の中で最大限の効果を発揮す

ることを基本に本年度予算を調製したところであり

ます。 

 申し上げるまでもなく、財政の安定化は行政執行

の基本であり、本年度以降も老朽化した公共施設な

どの改修、地域産業の振興や急速な少子高齢化への

対応など、さまざまな課題に対応するため大きな財

政需要が想定されることから、今後とも持続可能な

財政基盤と安定した財政計画の構築に向けて取り組

んでまいります。 

 次に、特別会計及び公営企業会計についてです

が、制度改正に伴う対応のほか、事業運営に必要な

事項についても、一般会計同様に効率的な運営方針

のもとに財政見通しを立て、加えて一般会計からの

繰出金及び補助金などについては、法令の繰り入れ

基準に基づくものや財源構成上妥当なものに限り措

置を行ったところであります。 

 会計ごとに申し上げますと、国民健康保険特別会

計では、総額１４億７,４５８万９,０００円、前年

対比６.５％、１億１７３万２,０００円の減となっ

ております。 

 高齢化の進展、医療の高度化により、１人当たり

の医療費の増嵩が予定されるところですが、保険者

として負担すべき現行の給付水準を維持し、税収等

の収入確保に努めるとともに、精度の高い収支計画

を立て、健全かつ安定的な国保運営を行い、加入者

が安心して医療を受けることのできる体制の維持・

確保に努めてまいります。 

 また、平成３０年度の国民健康保険制度移行に向

けては、北海道の動きに合わせ情報提供させていた

だくとともに、円滑な移行に向け事務を進めてまい

ります。 

 後期高齢者医療特別会計では、総額１億３,７０

６万３,０００円、前年対比１.７％、２３２万３,

０００円の増となっております。 

 これは、被保険者の増に伴う広域連合納付金の増

加によるものであります。 

 次に、介護保険特別会計では、総額９億２,２９

５万５,０００円、前年対比８.１％、６,９４３万

４,０００円の増となっております。 

 これは、要介護者数、認定率の増加による介護

サービス等給付費、特定入所者介護サービス費など

の増加や新しい総合事業ほか、地域支援事業の取り

組みに向けた地域包括支援センター職員の増員、一

般介護予防事業の拡大などによる増額を見込んでお

ります。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計では、総額

２億７,５８７万３,０００円、前年対比４.７％、

１,３４５万４,０００円の減となっております。 

 主な要因としては、正職員が退職し、再任用職員

に任用がえとなったことによる給料、職員手当の減

や勤務体制の改善による人件費の減、町立病院の診

療業務体制の変更に伴う診療回数の委託料の減など

によるものであります。 

 次に、簡易水道事業特別会計では、総額６,４３

１万８,０００円、前年対比４１.６％、４,５８２

万５,０００円の減となっております。 

 主な要因としては、西部地区簡易水道の静修浄水

場電気計装設備の更新工事の完了により減少したも

のであります。 

 次に、公共下水道事業特別会計では、総額４億

３,０６１万８,０００円、前年対比６.１％、２,４

７２万７,０００円の増となっております。 

 主な要因としては、現在実施中の長寿命化計画に

基づく浄化センター更新事業の年次事業量の増によ

るものであります。 

 次に、水道事業会計では、総額２億９,９６３万

１,０００円、前年対比７.４％、２,０７３万１,０

００円の増となっております。 

 収益的収支においては、給水戸数の減少に伴う料

金収入の減、資本的収支では、配水管布設工事箇所

の増により、総額では増となっております。 

 最後に、病院事業会計では、総額９億３,５８７

万３,０００円で、前年対比１.１％、１,０８１万

６,０００円の減となっております。 

 収益的収入及び支出の予算額は９億７２９万円
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で、前年対比０.４％、３５４万５,０００円の減と

なっております。 

 これは、事業収益では、実績見込みなどを踏まえ

て入院収益が減となったことが主な要因でありま

す。一方、事業費用においても、事業収益の減に伴

い、実績見込みなどを踏まえ、各費用の縮減に努め

ながら収支を見込んだところであります。 

 資本的収入及び支出の予算額は２,８５８万３,０

００円で、前年対比２０.３％、７２７万１,０００

円の減となっております。 

 これら特別会計及び公営企業会計予算の合計は４

５億４,０９２万円で、さきに申し上げました一般

会計予算と合わせた町全体の予算では、１０７億

９,９９２万円、前年対比７.９％、９億２,０６１

万２,０００円減の規模となっております。 

 以上、予算の概要を申し上げましたが、経済状況

が好転しない中、総じて厳しい財政運営であります

が、かけがえのない私たちの郷土の発展は全ての町

民共有の願いであり、これまで幾多の困難を乗り越

え、今日の郷土を築いてくれた先人の労苦に改めて

思いをいたし、開基１２０年を新たなまちづくりへ

の再スタートと心にとめ、次の世代へしっかりとつ

ないでいけるよう、足腰の強いまちづくりを目指

し、協働のまちづくりを通して、ともに支え合いの

心を育み、本年度も新たな時代を築く確かな１年と

なるよう最大限の努力を続けてまいりますので、引

き続き町民の皆様並びに議員各位の御理解と御協力

を心からお願い申し上げ、平成２９年度の町政執行

方針といたします。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長より教育行政

執行方針について説明を求めます。 

 教育長、服部久和君。 

○教育長（服部久和君） 平成２９年第１回定例町

議会の開会に当たり、上富良野町教育委員会の教育

行政執行にかかわる主要な方針について申し述べ、

町議会を初め町民の皆様の御理解と御支援をお願い

申し上げます。 

 近年、我が国では、少子高齢化の進行や人口減少

社会の到来、グローバル化の進展や情報通信技術の

発達が社会のあらゆる領域にさまざまな変化をもた

らしいています。地域の発展を支える教育の役割が

ますます重要となる中、「人と人との支え合い」や

「ふるさとを愛する心」、「子どもたちの主体的な

行動」、「優しく人を思いやる心」は、本町の教育

が目指す原点であると考えております。 

 このような認識のもと、「上富良野町教育振興基

本計画」と「第８次社会教育中期計画」及び「町教

育大綱」の重点施策を積極的に推進し、「明るく、

笑顔」があふれる教育行政に取り組んでまいりま

す。 

 また、「総合教育会議」を通して、町長と教育委

員会が教育に対する思いを共有し、一体感とスピー

ド感を大切にします。 

 本年は、草分地区に先人のくわが入って１２０

年、明るく豊かな郷土づくりを目指した町民憲章制

定から５０年という節目の年に当たり、教育に携わ

る全ての関係者が、それぞれの役割と責務を自覚

し、教育行政の推進に努めてまいります。 

 学校教育においては、本年度も「夢ひろげ、たく

ましく未来を切り拓く児童生徒の育成」を基本方針

に、「確かな学力と豊かな心やたくましい体の育

成」、「開かれ信頼される学校づくりの推進」、

「人間力を磨く教師の育成」、「教育条件整備の充

実」の目標達成に向けて推進してまいります。 

 特に、保護者・地域・学校が連携し、地域ととも

にある学校を目指す、コミュニティ・スクール導入

に向けての準備検討を進めてまいります。 

 「確かな学力の向上」につきましては、全国学

力・学習状況調査が、小学校の国語、算数において

は、正答率で全国平均を下回りましたが、中学校の

国語では全国平均程度、数学では全国平均より高い

傾向が続いております。 

 各学校では、全国学力・学習状況調査やさまざま

な検査等の分析から「確かな学力の育成プラン」を

作成し、学力向上の目標を設定するとともに、日常

の学習における具体的方策を全校体制及び小中学校

が連携して進めてまいります。 

 また、教員の授業力の向上に向けて、「先進校へ

の研修視察」や「公開研究会」の開催などに継続し

て取り組んでまいります。 

 本年度も北海道教育委員会と連携し、全国学力・

学習状況調査において、国語、算数・数学の平均点

が全国平均以上となることを目標に、児童生徒の学

力向上に取り組んでまいります。 

 「豊かな心の育成」につきましては、みずからを

律し責任感や規範意識を持ち、思いやる心など、本

町の子どもたちに定着している「豊かな心」を育む

教育を一層推進してまいります。 

 そのために、平成２８年度から特別の教科として

位置づけられた道徳の充実を図るとともに、保護者

等への授業公開に努め、家庭と連携した取り組みを

進めてまいります。 

 また、総合的な学習の時間や特別活動の充実、ふ

るさと学習や職場体験学習など、多様な体験活動を

通して、子どもたちの豊かな人間性や社会性を育む

教育に努めてまいります。 

 「たくましい体づくり」につきましては、「全国

体力・運動能力、運動習慣調査」から小学校、中学
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校の男女ともに体力合計点で全国平均を上回る結果

となりました。 

 また、質問紙からも「運動やスポーツが好き」な

ど子どもたちが全国平均を大きく上回っています。

このことは、体育の授業や部活動など学校全体での

取り組みの充実が体力の向上につながっていると考

えられます。 

 健康でたくましい体をつくるには、正しい生活習

慣と望ましい食生活を身につけることが重要です。

そのために、保健福祉課の食育推進計画との連携や

栄養教諭による食育と健康な体づくりの指導を学校

や家庭などの協力を得て推進してまいります。 

 また、学校とＰＴＡ等の連携による児童生徒の基

本的な生活習慣のより一層の定着を図ります。 

 アレルギーなどの健康問題などにつきましては、

学校生活管理表を活用し、保護者、学校、医療機関

による一層の連携を図り、その予防に努めてまいり

ます。 

 児童・生徒の指導等につきましては、全国的にい

じめや不登校、虐待・自殺・体罰・ネットトラブル

などの問題が依然として後を絶たない現状がありま

す。 

 本町においては、学校・家庭・地域と関係機関の

連携によって、事例は少ない状況にありますが、そ

れぞれの問題は、身近なことであるという強い認識

を学校全体で確認し、教育相談の実施や相談体制の

充実を図ってまいります。 

 「いじめ・不登校」は、日ごろからの未然防止、

早期発見・早期対応に努めるという意識が大切で

す。学校・家庭・関係機関との連携やアンケート調

査の実施など、さまざまな取り組みを通して、「い

じめ・不登校」への迅速で、組織的な対応を継続し

てまいります。 

 上富良野中学校には「心の教室相談員」と「ス

クールカウンセラー」を引き続いて配置するととも

に、適宜、学校教育アドバイザーを学校や保護者、

地域との相談に対応させてまいります。 

 また、昨年度、教育委員会内に設置した、児童生

徒や保護者からのいじめなどの相談に応じる「かみ

ふらのあんしんライン」も活用してまいります。 

 へき地・複式教育につきましては、東中小学校１

校でありますが、特色ある学校づくり等への支援は

もとより、少人数のよさや地域の環境を生かした教

育活動を進め、「特認校」としての魅力ある学校づ

くりへの支援を進めます。 

 また、これまでと同様、「上川へき地・複式教育

研究連盟」への支援も引き続き行います。 

 特別支援教育につきましては、児童生徒の障害の

重度・重複化、多様化が増大しています。児童生徒

の特性や保護者のニーズを理解し、一人一人に応じ

た教育を進めるインクルーシブ教育の視点を大切に

した特別支援教育を進めることが大切です。 

 そのためには、医療や福祉関係と連携した早期か

らの教育支援体制を充実し、合理的配慮に基づいた

基礎的環境の整備や保護者との合意形成を大切にし

た教育相談の充実に努めてまいります。 

 本年度も、個別の指導や交流及び共同学習の充実

に向け、上富良野小学校と上富良野西小学校、上富

良野中学校に「特別支援教育指導助手」を引き続き

配置します。 

 また、上富良野小学校に配置しています、言語通

級指導教室（ことばの教室）への支援を通し、通常

学級に在籍している児童の困り感の改善を図ってま

いります。 

 さらに、「上富良野町特別支援教育連絡協議会」

や「教育支援委員会」においては、関係者の連携や

研修を通した指導の充実、自立や進路・社会参加へ

の支援を積極的に行ってまいります。 

 学校の危機管理につきましては、昨年８月、台風

１０号による南富良野町、十勝管内の町村において

河川などの氾濫という大きな被害がありました。 

 このことは、本町においても起こり得る重大な自

然災害と考えます。日常的に防災の管理体制を点検

し、異常気象による緊急事態に対する児童生徒への

安全対応、十勝岳の噴火発生時の対応及び連絡な

ど、関係機関との共通理解を図り、継続して取り組

んでまいります。 

 児童生徒の登下校時の安全につきましては、「通

学路安全推進会議」や住民会・町内会による登下校

時の「見守りパトロール」、「青少年健全育成をす

すめる会」、「防災無線・安全マップの活用」な

ど、地域総ぐるみで見守りに努めてまいります。 

 また、子どもたちが多くの時間を過ごす学校生活

が、より安全で安心できるものになるよう、避難訓

練や防犯訓練などを行い、安全意識の定着に努めて

まいります。あわせて、教職員や関係機関による巡

視やさまざまな情報を共有し、子どもたちにかかわ

る事故の防止に最善を尽くしてまいります。 

 教育環境の整備等につきましては、上富良野中学

校特別教室棟の改築及び改修を行います。 

 また、上富良野中学校体育館の暖房機器更新の実

施設計、東中小学校の暖房機更新など、学校環境の

整備とともに、教材備品の拡充を図り、学習環境の

整備にも継続して取り組んでまいります。 

 教育費の保護者負担については、経済的理由によ

る就学援助を継続するとともに、小学校の算数セッ

トをこれまでの個人負担から学校備えつけ教材とし

て整備を実施するなど、保護者の負担軽減に努めて
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まいります。 

 学校給食につきましては、本年度も衛生管理と食

材の安全管理に努め、新鮮な地元産の食材を活用

し、顔の見える学校給食の提供に努めてまいりま

す。 

 年７回「お弁当持参の日」を各学校で設定し、食

への関心を高めることや感謝の心を育んでまいりま

す。 

 また、栄養教諭などによる食の正しい知識や望ま

しい食習慣を身につける食育指導を学校や関係機関

と連携して取り組んでまいります。 

 国際理解教育につきましては、英語教育の充実に

向け、昨年８月から外国語指導助手（ＡＬＴ）１名

を採用し、これまでの１名と合わせて、２名体制で

の英語、外国語活動を実施しているところです。 

 この２名の外国語指導助手による新たな体制につ

いては、英語・外国語活動推進委員会において、児

童生徒への英語への興味・関心の高まり、ネイティ

ブの発音になれることを目標とした、小中学校への

配置や効果的な指導のあり方について、さらに検

討・推進を図ってまいります。 

 本年度も引き続きこども園・保育園・上富良野高

校への派遣も含め、国際理解教育の総合的な推進に

努めてまいります。 

 姉妹校交流推進事業につきましては、平成９年７

月の「上富良野西小学校」と三重県津市の「安東小

学校」の姉妹校提携調印以来２０年目を迎え、本年

度は、上富良野西小学校から安東小学校への訪問が

予定されており、両校の交流をさらに深めてまいり

ます。 

 道立上富良野高等学校の振興につきましては、中

学卒業生の減少や進路希望が多様化するなど、今ま

で以上に生徒の確保が難しく、存続が常に危ぶまれ

る状況であります。 

 上富良野高等学校では、きめ細やかな学習指導や

進路指導などの教育や、町内事業所の協力を得て

行っている「生きる力」を養うキャリア教育に継続

して取り組んでおります。 

 本年度も引き続き通学交通費や下宿代、就学支援

金、入学準備金の助成を行うとともに、新たに資格

取得補助に「介護職員初任者研修」受講料補助を加

え、支援の拡充を図ってまいります。 

 さらに、「上富良野高校教育振興会」、「上富良

野高校サポーターズクラブ」、「上富良野高校野球

部を応援する会」や地元関係各位の御協力をいただ

き、地元高校存続に取り組んでまいります。 

 社会教育の推進につきましては、町民一人一人に

生涯にわたって自主的に学ぶ機会を提供し、町社会

教育基本方針に掲げる「豊かな心と健やかな体を育

み、うるおいのある地域づくりをめざす生涯学習」

の推進に向けた取り組みを進めてまいります。 

 そのために、第８次社会教育中期計画に掲げる６

領域８分野１６項目に基づき、国や北海道の施策と

連携し、家庭・学校・地域社会のそれぞれが持つ教

育機能の充実と連携・融合を進めてまいります。 

 家庭と地域の教育力向上につきましては、家庭に

おける子どもたちの人格形成に必要な「基本的生活

習慣」と「調和のとれた心身」を育むことが教育の

原点であります。 

 このことから、「早ね・早おき・朝ごはん」運動

や「生活リズムチェックシート」の活用などを通し

て、食事や睡眠などの大切さの理解と、「親子の

絆」や「健やかな子育て」の向上を目指して、多様

な学習機会や情報提供に努めてまいります。 

 また、子育て支援の推進を基本に放課後に「安全

で楽しく安心して過ごせる居場所」としての放課後

事業「放課後クラブ」「放課後スクール」を引き続

き実施するとともに、活動内容の工夫充実に努めて

まいります。 

 青少年の健全育成については、「青少年健全育成

を進める会」や「子ども会育成協議会」、「学校支

援ボランティア」など教育関係団体との活動を通じ

て、地域と学校、教育機関が連携しながら、青少年

が健やかに育つ環境づくりを進めてまいります。 

 また、子どもセンターなど関係機関と連携を図

り、講演会や研修会の学習、交流活動などを進め、

明るく安心して子育てができる家庭環境づくりを目

指してまいります。 

 生涯学習活動の推進につきましては、幼児から青

少年、成人、高齢者まで生涯にわたる各世代の学習

活動の充実と推進を図ってまいります。 

 青少年教育については、子ども会やスポーツ少年

団、青少年団体協議会などの自主的活動を尊重し、

支援する中で、スポーツ及び文化活動の推進を継続

していきます。 

 また、青少年のリーダーや仲間意識を育むよう

「なかよしサミット」「通学合宿」を開催するほ

か、子ども会事業と連携したジュニアリーダーの育

成を進めてまいります。 

 成人については、自主的な学習活動への支援と各

種講座の開設を初め、女性学級による学習機会の提

供に取り組むほか、女性連絡協議会の活動に支援を

行ってまいります。 

 高齢者については、「若く老いよう」を合い言葉

にした「いしずえ大学」の学びの機会を充実してい

くとともに、生きがいづくりとボランティア活動の

促進を図ってまいります。 

 今後も、成人者や高齢者の方々が培った知識や技
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能を各種の学習活動や体験活動に生かし、伝えてい

くなど積極的にかかわりを持ちながら学び合い支え

合う人づくり・まちづくりを進めてまいります。 

 スポーツの振興につきましては、人格の形成、体

力の向上や心身の健康増進を図るとともに、私たち

に多くの夢や感動、楽しみをもたらし、活力に満ち

た社会を形成する上で欠かすことのできない大切な

役割を果たしております。 

 そのため、それぞれの体力や年齢に応じた多様な

スポーツや体力増進に取り組むことができるよう、

スポーツ推進委員及びスポーツ団体と協力して、各

種スポーツ大会を開催するほか、指導者の育成支援

を行ってまいります。 

 また、開基１２０年記念として、町民ふれあいス

ポーツ大会を充実するとともに、夏期巡回ラジオ体

操を開催してまいります。 

 さらに、体育協会創立５０周年記念事業への助成

を行うなど、町民の参加機会を創出しながらスポー

ツ活動を推進してまいります。 

 文化芸術の振興につきましては、人々の心に安ら

ぎと潤いをもたらすことを目標に、文化団体や愛好

者と連携し、すぐれた芸術・芸能・文化に触れる機

会の充実を図ってまいります。 

 また、町民芸術鑑賞事業として、幼児及び小学生

のほか、広く町民が鑑賞の機会に触れられる芸術鑑

賞会を実施するとともに、文化活動に参加する機会

拡充のため、引き続き文化教室を開催し、文化芸術

活動を支援してまいります。 

 さらに、町民の皆様が心の豊かさを求めて活動を

行っている文化芸術活動団体の発表の場として総合

文化祭を開催し、その発表の機会を支援するととも

に、地域文化の継承・発展を目指してまいります。 

 図書館の運営については、各世代の読書に親しむ

環境づくりが重要であることから、一般書の整備拡

充を図るとともに、子ども読書推進計画に基づき、

児童書購入による蔵書の充実や研修会の開催に努め

てまいります。 

 また、読書スタンプ帳の発行や図書館での読み聞

かせ会、移動図書活動を継続し、子どもたちの読書

への関心を高めるとともに、親子が絵本に親しみ、

読書活動が促進されるよう、新たに７カ月児を対象

に、保護者が選んだ絵本を贈る「すくすく絵本（は

じめての読書推進事業）」に取り組んでまいりま

す。 

 さらに、ボランティア団体によるこども園・保育

園・小学校、乳幼児健診での読み聞かせ活動の支援

と各年齢期に応じた推薦図書ガイドブックの配布を

行ってまいります。 

 また、開基１２０年の節目を迎え、開拓の歴史を

伝え学ぶ教材として、紙芝居の制作を進めてまいり

ます。 

 郷土館の運営については、郷土学習に活用が図ら

れるよう郷土館ホームページの収蔵資料による情報

提供や町内の指定文化財等郷土歴史を探訪する研修

会、総合文化祭に十勝岳ジオパーク構想と連携した

「特別展」を開催し、多くの皆様に郷土の歴史など

についての知識や造詣をさらに深めていただけるよ

うに努めてまいります。また、十勝岳ジオパーク構

想の取り組みを学び、普及できるよう展示を工夫し

てまいります。 

 また、町民の歴史学習の機会の充実と観光客への

対応のため、日曜日と祝日の臨時開館と開拓記念館

の開館期間中の祝日の臨時開館を継続するととも

に、開拓記念館は開館から２０年の節目を迎えるこ

とから、多くの方々に親しまれるよう関係団体と連

携協力した記念事業を開催してまいります。 

 社会教育の基盤整備につきましては、町民の社会

教育活動の核となる施設の整備として、東中会館の

暖房設備と屋根の改修、社会教育総合センターの引

込高圧ケーブル更新改修、Ｂ＆Ｇ海洋センターのろ

過器交換及び屋根塗装工事などの整備を行ってまい

ります。 

 また、利用者ニーズの多様化に対応するため、各

団体や地域の御意見を伺う中で、維持管理の向上と

有効利用が図られ、多くの方々が安全で安心して利

用できる環境づくりに努めてまいります。 

 以上、平成２９年度の教育行政の執行に関する主

要な方針について申し上げました。 

 十勝岳の自然豊かな地域素材や人材を生かし、家

庭・学校・地域が一体となった教育活動を大切に

し、「次代を担う豊かな人づくり」の推進に全力で

取り組んでまいります。 

 町民の皆様並びに議員各位の御支援と御協力をお

願い申し上げまして、教育行政執行方針といたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 以上で、執行方針の説明を

終わります。 

 暫時休憩といたします。 

 ２０分間休憩とし、再開を４５分といたします。 

────────────────── 

午前１０時２４分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、各会計予算について説明を求めます。 

 初めに、一般会計予算について説明を求めます。 

 総務課長。 
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○総務課長（石田昭彦君） 先ほど町長から平成２

９年度の町政全般の執行における基本的な方針につ

いて、また、教育長から教育行政の方針について、

それぞれ述べられました。その方針等に沿いまして

編成いたしました平成２９年度の各会計予算のう

ち、まず、一般会計予算の議決対象項目の部分につ

いて御説明を申し上げます。 

 それでは、各会計予算書の１ページをお開きくだ

さい。 

 議案第１号平成２９年度上富良野町一般会計予

算。 

 平成２９年度上富良野町の一般会計の予算は、次

に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ６２億５,９００万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為）。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債）。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことのできる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

地方債」による。 

 （一時借入金）。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、３億円と

定める。 

 ２ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款町税、９億９,７９９万８,０００円。 

 ２款地方譲与税、１億１,６４０万円。 

 ３款利子割交付金、６０万円。 

 ４款配当割交付金、２７０万円。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、３０万円。 

 ６款地方消費税交付金、２億円。 

 ７款国有提供施設等所在市町村助成交付金、５,

５７０万円。 

 ８款自動車取得税交付金、１,２８０万円。 

 ９款地方特例交付金、３４０万円。 

 １０款地方交付税、２８億１,０００万円。 

 １１款交通安全対策特別交付金、１６０万円。 

 １２款分担金及び負担金、１,７１７万４,０００

円。 

 １３款使用料及び手数料、１億３,９８０万６,０

００円。 

 １４款国庫支出金、７億１,９６１万４,０００

円。 

 １５款道支出金、５億１,１６０万円。 

 １６款財産収入、９９５万１,０００円。 

 １７款寄附金、６８０万円。 

 １８款繰入金、１億２,２００万円。 

 １９款繰越金、２,０００万円。 

 ２０款諸収入、１億８,３１５万７,０００円。 

 ２１款町債、２億８,７４０万円。 

 歳入合計は、６２億５,９００万円であります。 

 ２、歳出。 

 １款議会費、５,８５７万円。 

 ２款総務費、６億９,９７３万３,０００円。 

 ３款民生費、１３億５,３５０万１,０００円。 

 ４款衛生費、７億８,８９５万５,０００円。 

 ５款労働費、６９万３,０００円。 

 ６款農林業費、４億６,５８０万２,０００円。 

 ７款商工費、１億７,９８９万５,０００円。 

 ８款土木費、７億１７５万２,０００円。 

 ９款教育費、３億３,８１０万６,０００円。 

 １０款公債費、７億５,５４９万４,０００円。 

 １１款給与費、８億９,１１４万６,０００円。 

 １２款災害復旧費、５３５万３,０００円。 

 １３款予備費、２,０００万円。 

 歳出合計は、６２億５,９００万円であります。 

 ６ページをお開きください。 

 第２表は、債務負担行為を設定している３事業に

ついて、その期間及び限度額を記載しております。 

 東１線排水路整備事業、平成２９年度国債。教育

委員会電話交換機等更新事業、公民館電話交換機等

更新事業について、事業期間応じ債務負担行為を設

定し、事業を取り進めてまいります。 

 第３表は、地方債の限度額を延べ７件、２億８,

７４０万円と定め、各項目の利率及びその償還方法

等について記載しております。 

 特に、将来の財政見通しが不透明であることか

ら、できる限り後年度負担の抑制を図るよう、対象

事業につきましては、継続的に取り進めている事業

及び老朽化している施設などにおいて、緊急性ある

いは必要性の高い事業に絞り、地方債を財源の一部

として計画的に整備を図るものであります。 

 加えて、国の地方財政対策に暫定措置されている

臨時財政対策債についても、引き続き所要額を計上

しております。 

 以上で、平成２９年度上富良野町一般会計予算の

議決対象項目の説明といたします。 
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○議長（西村昭教君） 次に、国民健康保険特別会

計予算及び後期高齢者医療特別会計予算について説

明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） 続きまして、議案

第２号平成２９年度上富良野町国民健康保険特別会

計予算、議案第３号平成２９年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計予算につきまして、朗読をもちま

して御説明申し上げます。 

 予算書の７ページをごらんください。 

 議案第２号平成２９年度上富良野町国民健康保険

特別会計予算。 

 平成２９年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１４億７,４５８万９,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金）。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、３億２,

４００万円と定める。 

 （歳出予算の流用）。 

 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き

の規定により歳出予算の款項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用。 

 ８ページをお開き願います。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算金額

のみ申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款国民健康保険税、３億１５万５,０００円。 

 ２款国庫支出金、２億７,９５１万９,０００円。 

 ３款療養給付費交付金、１,０７８万円。 

 ４款前期高齢者交付金、３億４,２４６万７,００

０円。 

 ５款道支出金、７,３０７万８,０００円。 

 ６款共同事業交付金、３億３,３８５万２,０００

円。 

 ７款財産収入、１,０００円。 

 ８款繰入金、１億２,９９５万４,０００円。 

 ９款繰越金、２,０００円。 

 １０款諸収入、４７８万１,０００円。 

 歳入合計は、１４億７,４５８万９,０００円であ

ります。 

 ９ページをごらんください。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、４,５６０万３,０００円。 

 ２款保険給付費、８億５,００２万円。 

 ３款後期高齢者支援金等、１億３,９２８万１,０

００円。 

 ４款前期高齢者納付金等、５１万９,０００円。 

 ５款介護納付金、５,５６７万５,０００円。 

 ６款共同事業拠出金、３億５,９６５万１,０００

円。 

 ７款保健事業費、１,８１３万５,０００円。 

 ８款基金積立金、１,０００円。 

 ９款公債費、１,０００円。 

 １０款諸支出金、７０万３,０００円。 

 １１款予備費、５００万円。 

 歳出合計は、１４億７,４５８万９,０００円であ

ります。 

 １０ページをお開き願います。 

 議案第３号平成２９年度上富良野町後期高齢者医

療特別会計予算。 

 平成２９年度上富良野町の後期高齢者医療特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１億３,７０６万３,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 １１ページをごらんください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算金額

のみ申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款後期高齢者医療保険料、９,１６６万１,００

０円。 

 ２款使用料及び手数料、１,０００円。 

 ３款繰入金、４,５２８万８,０００円。 

 ４款繰越金、１,０００円。 

 ５款諸収入、１１万２,０００円。 

 歳入合計は、１億３,７０６万３,０００円であり

ます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、８１万５,０００円。 

 ２款広域連合納付金、１億３,６１３万６,０００

円。 

 ３款諸支出金、１１万１,０００円。 

 ４款予備費、１,０００円。 

 歳出合計は、１億３,７０６万３,０００円であり

ます。 

 以上で、国民健康保険特別会計予算、後期高齢者
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医療特別会計予算の議決対象項目の説明といたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 次に、介護保険特別会計予

算について説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） 続きまして、議案

第４号平成２９年度上富良野町介護保険特別会計予

算につきまして、議決対象項目につきまして、朗読

をもちまして御説明申し上げます。 

 予算書の１２ページをお開きください。 

 議案第４号平成２９年度上富良野町介護保険特別

会計予算。 

 平成２９年度上富良野町の介護保険特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ９億２,２９５万５,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用）。 

 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き

の規定により、歳出予算の款項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用。 

 １３ページをごらんください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算金額

のみを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款介護保険料、１億７,５０１万３,０００円。 

 ２款分担金及び負担金、２８７万円。 

 ３款国庫支出金、２億１,２５１万１,０００円。 

 ４款道支出金、１億３,２０４万円。 

 ５款支払基金交付金、２億３,５３２万９,０００

円。 

 ６款財産収入、１,０００円。 

 ７款繰入金、１億６,２４９万９,０００円。 

 ８款繰越金、１,０００円。 

 ９款諸収入、２６９万１,０００円。 

 歳入合計は、９億２,２９５万５,０００円でござ

います。 

 １４ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、５,１１３万３,０００円。 

 ２款保険給付費、８億２,０２６万４,０００円。 

 ３款地域支援事業費、５,０３５万５,０００円。 

 ４款特別給付費、１０万円。 

 ５款基金積立金、１,０００円。 

 ６款諸支出金、１０万２,０００円。 

 ７款予備費、１００万円。 

 歳出合計、９億２,２９５万５,０００円でござい

ます。 

 以上で、介護保険特別会計予算の説明とさせてい

ただきます。 

○議長（西村昭教君） 次に、ラベンダーハイツ事

業特別会計予算について説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 続きまし

て、議案第５号平成２９年度上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計予算につきまして、朗読をもっ

て御説明申し上げます。 

 １５ページをお開きください。 

 議案第５号平成２９年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計予算。 

 平成２９年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ２億７,５８７万３,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金）。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は３,０００

万円と定める。 

 １６ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 款ごとの名称と予算金額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款サービス収入、２億６,４６３万４,０００

円。 

 ２款使用料及び手数料、２万７,０００円。 

 ３款寄附金、１,０００円。 

 ４款繰入金、１,０９５万９,０００円。 

 ５款繰越金、１,０００円。 

 ６款諸収入、２５万円。 

 ７款財産収入、１,０００円。 

 歳入合計は、２億７,５８７万３,０００円であり

ます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、１億５,５９２万６,０００円。 

 ２款サービス事業費、１億６５２万７,０００

円。 

 ３款基金積立金、１,０００円。 

 ４款公債費、９７３万９,０００円。 

 ５款予備費、３６８万円。 
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 歳出合計は、２億７,５８７万３,０００円であり

ます。 

 以上で、ラベンダーハイツ事業特別会計の予算の

説明を終わります。 

○議長（西村昭教君） 次に、簡易水道事業特別会

計予算及び公共下水道事業特別会計予算並びに水道

事業会計予算について説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 次に、一括上程い

ただきました簡易水道事業特別会計、公共下水道事

業特別会計及び水道事業会計の平成２９年度予算に

ついて、議決対象項目について、議案の朗読をもっ

て説明申し上げます。 

 １７ページをお開きください。 

 議案第６号平成２９年度上富良野町簡易水道事業

特別会計予算。 

 平成２９年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ６,４３１万８,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （地方債）。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 

地方債」による。 

 （一時借入金）。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、８００万

円とする。 

 １８ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 以下、款ごとの予算額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款使用料及び手数料、１,４９８万７,０００

円。 

 ２款繰入金、４,０４３万６,０００円。 

 ３款繰越金、１,０００円。 

 ４款諸収入、８９万４,０００円。 

 ５款町債、８００万円。 

 歳入合計、６,４３１万８,０００円。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費、２,１７７万９,０００円。 

 ２款公債費、４,２５３万８,０００円。 

 ３款繰出金、１,０００円。 

 歳出合計、６,４３１万８,０００円。 

 第２表、地方債。 

 簡易水道事業に係る起債の限度額を８００万円と

するほか、起債の方法、利率、償還の方法について

は、表記内表記の定めるものであります。 

 次に、２０ページをお開きください。 

 議案第７号平成２９年度上富良野町公共下水道事

業特別会計予算。 

 平成２９年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ４億３,０６１万８,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （地方債）。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 

地方債」による。 

 （一時借入金）。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、１億３,

０００万円と定める。 

 ２１ページに参ります。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 以下、款ごとの予算額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款分担金及び負担金、２１８万円。 

 ２款使用料及び手数料、１億２,７７０万２,００

０円。 

 ３款国庫支出金、３,３５０万円。 

 ４款繰入金、１億４,３３３万１,０００円。 

 ５款繰越金、１,０００円。 

 ６款諸収入、４,０００円。 

 ７款町債、１億２,３９０万円。 

 歳入合計、４億３,０６１万８,０００円。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費、１億６,６４２万６,０００

円。 

 ２款公債費、２億６,３６９万１,０００円。 

 ３款繰出金、１,０００円。 

 ４款予備費、５０万円。 

 歳出合計、４億３,０６１万８,０００円。 

 ２２ページに参ります。 

 第２表、債務負担行為。 

 根幹的施設建設工事委託、平成２９年度、期間、

平成２９年度から平成３０年度、限度額１億３,８

６０万円。 

 第３表、地方債。 

 起債の目的、公共下水道事業（一般分）につい
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て、限度額３,５７０万円と、公共下水道事業（資

本費平準化分）について、８,８２０万円を限度額

とするほか、起債の方法、利率、償還の方法につい

ては、表記内表記のとおり定めるものであります。 

 次に、２３ページの水道事業に参ります。 

 議案第８号平成２９年度上富良野町水道事業会計

予算。 

 （総則）。 

 第１条、平成２９年度上富良野町の水道事業会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量）。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 １、給水戸数、４,０５３戸。 

 ２、年間総給水量、７４万３,６０６立方メート

ル。 

 ３、１日平均給水量、２,０３７立方メートル。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款水道事業収益、１億７,２３０万２,０００

円。 

 第１項営業収益、１億５,１６３万３,０００円。 

 第２項営業外収益、２,０６６万９,０００円。 

 支出。 

 第１款水道事業費用、１億７,２３０万２,０００

円。 

 第１項営業費用、１億３,３０２万１,０００円。 

 第２項営業外費用、１,６１３万円。 

 第３項特別損失、２,０００円。 

 第４項予備費、２,３１４万９,０００円。 

 （資本的収入及び支出）。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

７,４０１万７,０００円は、過年度分損益勘定留保

資金５,１４５万２,０００円、当年度分損益勘定留

保資金２,２５６万５,０００円で補塡するものとす

る）。 

 収入。 

 第１款資本的収入、５,３３１万２,０００円。 

 第１項企業債、３,６００万円。 

 第２項負担金、１,７３１万２,０００円。 

 支出。 

 第１款資本的支出、１億２,７３２万９,０００

円。 

 第１項建設改良費、７,３８１万６,０００円。 

 第２項企業債償還金、５,３５１万３,０００円。 

 ２４ページに参ります。 

 （企業債）。 

 第５条、企業債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 起債の目的。 

 配水管布設替事業に係る限度額を３,６００万円

とするほか、起債の方法、利率、償還の方法につい

ては、表記内表記に定めるものであります。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費）。 

 第６条、次に掲げる経費については、その経費の

金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費、２,８０４万７,０００円。 

 （他会計からの補助金）。 

 第７条、水道事業運営のため、一般会計からこの

会計へ補助金を受ける金額、４７４万１,０００円

である。 

 （棚卸資産購入限度額）。 

 第８条、棚卸資産の購入限度額は、７８７万３,

０００円と定める。 

 以上、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特

別会計、水道事業会計の平成２９年度予算の議決対

象項目について御説明申し上げました。 

○議長（西村昭教君） 次に、病院事業会計予算に

ついて説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） 次に、議案第９

号平成２９年度上富良野町病院事業会計予算につい

て御説明申し上げます。 

 ２５ページをお開きください。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第９号平成２９年度上富良野町病院事業会計

予算。 

 （総則）。 

 第１条、平成２９年度上富良野町の病院事業会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量）。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 １、業務量。 

 イ、病床数、一般病床４４床。 

 ロ、定員数、老人保健施設入所２８名。 

 ハ、患者数、年間４万３００人、１日平均１５１

人。入院患者、一般病床、年間１万３００人、１日

平均２８人。外来患者、年間３万人、１日平均１２

３人。 

 ニ、入所者数、老人保健施設、年間９,７００

人、１日平均２７名。 

 （収益的収入及び支出）。 
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 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款病院事業収益、９億７２９万円。 

 第１項医業収益、６億８４２万６,０００円。 

 第２項医業外収益、１億６,２８６万４,０００

円。 

 第３項老人保健施設事業収益、１億３,６００万

円。 

 支出。 

 第１款病院事業費用、９億７２９万円。 

 第１項医業費用、７億６,９０２万３,０００円。 

 第２項医業外費用、２２５万６,０００円。 

 第３項老人保健施設事業費用、１億３,６００万

円。 

 第４項特別損失、１,０００円。 

 第５項予備費、１万円。 

 （資本的収入及び支出）。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款資本的収入、２,８５８万３,０００円。 

 第１項出資金、１,３５８万３,０００円。 

 第２項補助金、１,５００万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出、２,８５８万３,０００円。 

 第１項企業債償還金、８３７万１,０００円。 

 第２項建設改良費、２,０２１万２,０００円。 

 次のページをお願いします。 

 （一時借入金）。 

 第５条、一時借入金の限度額は、３億円と定め

る。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用）。 

 第６条、予定支出の各項の経費の金額を流用する

ことのできる場合は、次のとおりとする。 

 １、医業費用と医業外費用との間。 

 （議会の議決を経なければ流用することができな

い経費）。 

 第７条、次に掲げる経費については、その経費の

金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。 

 １、職員給与費、６億７２７万５,０００円。 

 ２、交際費、３０万円。 

 （他会計からの補助金）。 

 第８条、経営基盤強化などに要する経費に充てる

ため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は、１億２,３８１万２,０００円である。 

 （棚卸資産の購入限度額）。 

 第９条、棚卸資産の購入限度額は、１億６０１万

２,０００円と定める。 

 以上、平成２９年度上富良町病院事業会計予算の

議決対象項目について御説明申し上げました。 

○議長（西村昭教君） 以上で、議案の説明を終わ

ります。 

 これより質疑に入ります。これからの質疑につい

ては、先ほどの町長及び教育長の執行方針に限った

ものといたします。 

 なお、質疑の回数は、議会運営等に関する先例に

より、概括的範囲とし、１人１回限りといたしま

す。 

 これより、質疑をお受けいたします。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 町長の執行方針につい

て、何点か質問させていただきます。 

 まず、２期の実績をもって３期目を果たされまし

た向山町長に大変期待をいたしているところでござ

います。 

 それでは、２ページの９行目あたりにあります

が、大雨災害に対する恒久的防災対策、本当にこれ

は自然災害、これだけは予測はできませんし、一番

大切な取り組みだと考えております。 

 それで、行政施策ですと、計画して、費用、予算

づけをして、決定してから物事を動かすことができ

るのですけれども、災害対応のときには、数もわか

りませんし、費用もかからない場合が多いですし、

災害対応時には、組織全体が一つになって、課を越

えて災害対策に集中することが必要ではないかと思

います。 

 それで、実行が、スピードが要求されますし、財

源もありませんし、職員では決めかねることもたく

さんあると思うのです。後の責任は自分が持つから

実現に実行できることを素早く実施せよと、こうい

うことで指示、もっと町民側の状況を考慮した素早

い対応が必要だと思いますし、川なのか道路なのか

橋なのか、優先順位、町長の素早い決断、それと指

示が求められていると思うのですけれども、この災

害対策の取り組みについて町長に伺いたいと思いま

す。 

 次は、４ページのところの８行目あたりに、高齢

者ドライバーの運転免許返還に伴う対策の検討をす

るということでありますが、今、上富良野町では交

通安全に非常に力を入れていらっしゃいます。 

 まさに上富良野町にとってはベストタイミングで

はないかと、この件については悩ましいかと思いま

すけれども、今、高齢者による交通事故が後を絶ち

ませんし、上富良野町も高齢者の交通事故を調べて

みますと３件ございました。それから、免許証返還
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者は、富良野沿線で５６件だということでございま

す。それで、どうしても高齢になりますと、やっぱ

り記憶や、それから判断能力、それから認知の機能

が低下してまいりますし、自主返納した人には運転

経歴証明書の交付を受けることができるのですけれ

ども、こういったものを提示すれば、町としては、

事業者とも提携して、例えばタクシーの割り引きを

するとか、そういった自主返納者にどのような環境

を整えれば一番いいのかということを、ことし中に

対策をまとめていただきたいと考えておりますけれ

ども、町長のお考えを聞きたいと思います。 

 それから、６ページのラベンダーハイツも利用者

の減少等がありまして、なかなか今、経営にこれか

ら改善取り組むところでございますが、まだ一般町

民の方の中には、この施設は入所施設だと思ってい

たと。デイサービスとか通所サービスなんかやって

いるのと、こういった方もいらっしゃって。 

 それで、私は年に何回か、地域包括センターが中

心になって、そして、いつでもいいというわけでは

なくて、介護の日とかというのを決めまして、１年

に１回か２回ぐらいでもよろしいですけれども、そ

して、一般町民にこういった施設の一般公開、気軽

に施設を見学していただける、こういったことを考

えてはどうかと御提案申し上げたいのですけれど

も、町長はどのようにお考えになるか、お尋ねした

いと思います。 

 それから、９ページの商店街の活性化の事業のと

ころですけれども、活性化を考えるのであれば、プ

レミアム商品券の定常化、新年度予算の中で考える

べきだと、このように思うのですが、町長はどのよ

うにお考えになるでしょうか。 

 それから、１８ページです。農業部門のワンス

トップ化によるＪＡふらのの上富良野支所に移転す

るということで、企画部門と商工部門を一体にして

商工観光課を設置するということでございますが、

この機会に私は組織改編、今、富良野は教育委員会

に子育て課の業務を移管いたすということを言って

おります。私も何年か前に、子育て課を教育委員会

に持っていったらどうかということを質問させても

らったこともあるのですけれども、それらを含め

て、どうでしょうか、町長、町民生活課も膨大な案

件がありまして、そこら辺も少し組織改編、いかが

なのでしょうかと。そういった課の、この機会に組

織改編等、これに力を入れるお考えはないのかどう

か、お尋ねしたいと思います。 

 それと、８ページに戻りまして、農地の有効利用

や合理的な生産活動につなげるよう活動を支援する

ということでございますけれども、町長は前に、

６,０００ヘクタールの耕地を活用して、潜在的な

生産力がどれぐらいあるのか調査したいというよう

なことを、まだまだ生産余力はあると、このように

おっしゃっておられましたが、それらについては、

ことしはどのようにお考えになっていらっしゃるの

か、お尋ねしたいと思います。 

 次に、教育長にお尋ねしたいと思います。 

 ５ページ、教育長、何点かお願いいたします。 

 子どもの安全を守るためにも避難訓練とか防災訓

練を行うということですが、授業の中でどのような

方法を考えておられるのか、ちょっとお聞きしたい

と思います。 

 それと、６ページの上富良野高校の生徒の確保、

これは今大変難しく、いろいろな施策をやられてい

るところでございますが、今度、介護職員初任者研

修の受講料の補助を加えるということでございます

が、これは１００％補助を考えていらっしゃるので

しょうか。今度、実習がなくなったために、この研

修は、研修後に試験があるということで、受講料も

２万２,０００円から７万４,５００円ぐらいまでに

なっておりまして、ニチイとかいろいろな業者があ

りますけれども、そういったところで受けることに

よって金額が変わってまいります。それで、最短で

１カ月で資格を取れるということでございます。そ

うすると、この補助額につきまして１００％認めよ

うというのか、また、条件等も、資格を取れば上富

良野で働いていただきたいというような条件もつけ

てはどうかとか、このように思っておりますが、ど

のようにお考えでしょうか、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 まず、最初のお尋ねでございますが、災害対応を

迅速にというような御質問であったかというふうに

思います。 

 災害に対します対応といたしましては、当然、ま

ず、的確に情報を収集するとともに、その情報に基

づいて、職員を含めて、町内事業者も含めて、多く

の場合対応している状況にございます。 

 そういった中で、対応に当たって、私、常々心が

けておりますのは、まず、的確に情報をしっかりと

分析すると、それに基づいた対応をすることが一番

望ましい姿だということで、それについては、常に

職員間と思いを共有しているところでございまし

て、職員まで情報共有できた段階での実際の現場の

対応は、それぞれ担当で担っていただいておりまし

て、スムーズな行動ができるようになっているとい

うふうに考えております。 
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 前段申し上げました、迅速に的確な災害対応がで

きるようなことは、これはエンドレスの課題でござ

いますので、しっかりと取り組んでまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、お尋ねいただきましたが、高齢ドイラバー

の方々の免許証の自主返納等に関する交通安全対策

についてでございますが、大変今、社会問題化して

いるような状況を理解しているところでございます

が、当町におきましても高齢者の安全確保、特に交

通安全に対します安全確保につきましては、大いに

関心を持っているところでございますが、自主返納

をしていただくことを行政が積極的に背中を押すべ

きかどうかということは、なかなかこれはまだハー

ドルの高い部分がございまして、しかし、自主的に

返納されている方もおられます。そういった方に対

しまして、足の確保等をどのようにしていくかとい

うことについては、現在の乗合タクシー事業の中

で、さらに工夫ができないかなどということは研究

していくテーマかなというふうに思っております。 

 ただ、免許証をお持ちの方と、お持ちでない方

と、何か特典を設けるとかということは果たして、

足の確保という意味での公平感を損なわないかどう

かということも慎重に検討してまいるべきというふ

うに理解しているところでございます。 

 次に、ラベンダーハイツ事業についてのお尋ねで

ございました。 

 ラベンダーハイツ事業につきましては、大変議員

からありがたい御意見をいただきました。私ども

は、施設の運営について、内容については、日ごろ

かかわっている関係上、町民の皆さん方が事業内容

を十分に、施設介護だけではなくて、ショート、デ

イも行われているというようなことは、今、十分に

浸透していないのでないかということは、これは反

省点だというふうに思います。利用度を高める第一

歩は、まずわかっていただくことだと思いますの

で、特に２９年度からは、障がい者の受け入れも、

サービス拡大してまいりますので、しっかりと町民

の皆さん方に浸透できるよう努力をしてまいりたい

と思っております。 

 次に、お尋ねいただきましたのが、プレミアム商

品券の予算化の関係でございますが、プレミアム商

品券事業につきましては、確かに商業個店の活性化

に資する事業でございまして、有効な事業だという

ふうに理解しておりますが、これらにつきまして

は、社会情勢あるいは消費動向等が、主に年の後半

に実施されている状況でございまして、これらにつ

いては、やはり商業者の自主性をやはり尊重するべ

きだと。そういう中で、そういった事業がさらに個

店あるいは商業者の活性化につながるということ

で、これはやっぱり商業者みずからが組織しており

ます商工会もございますので、そういったところ

と、その年々の状況によって、恒久化する事業とい

うことではなくて、その状況を見きわめた中で総合

的に判断していくことがふさわしい事業であろうと

いうふうに考えておりますので、取り組みについて

の基本的な認識は変わりませんが、お尋ねのよう

な、年度当初に予算を持ってというような組み立て

を現在のところ想定していないところでございま

す。 

 次に、組織改編についてのお尋ねをいただきまし

た。 

 平成２９年度におきまして、農業部門と企画、商

工、観光部門がそれぞれ独立した課に改編させてい

ただきますが、組織の見直しは、これは時代に合わ

せて、不断に見直していくということは常に意識を

しているところでございまして、今回このような改

編をさせていただきますが、状況によっては、他の

課にも及んで、いろいろと時代に合った、町民の皆

さんに対する行政サービスが一番早く的確にサービ

ス提供ができるような組織改編は、常に見直しを

行ってまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

 それから、農業の振興についてのお尋ねがござい

ました。 

 議員から御発言ありましたように、上富良野の約

６,０００町歩に及ぶ農地に賦存する潜在生産力と

いうのはまだまだ私は、正直いって数字は正確でな

いかもしれませんが、多分今５０億円、６０億円前

後の生産かなというふうに思います。それを一くく

りで計算しますと、１０アール当たり１０万円に満

たっていないというような状況でございますので、

これは、やはりまだまだ潜在生産力があると思って

おりますので、所得向上、収入向上を目指す施策展

開は引き続き行ってまいりたいと、そんなふうに考

えているところでございます。 

 答弁漏れがございましたら御指摘いただきたいと

思いますが、以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １３番村上議員からの２

点の御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、１点目でありますけれども、避難訓練、防

災訓練にかかわって、授業の中でどのように扱って

いるかというような御質問だったと思いますけれど

も、防災だとか避難訓練だとかは、ほかに危機管理

ということでいえば、交通安全教室だとか通学の指

導だとか、そういう指導もしております。 

 また、授業の中では、教科、特に社会科だとか総

合学習だとか、あと、天候に関することでは、理科
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だとか、さまざまな科目の中で、災害に関するもの

は授業としてあるわけでございます。その時々に、

それと、子どもたちの安全を含めた授業がされてい

るというふうに考えております。 

 一例を挙げますと、社会科でありますと、うちの

町でつくっている副読本の中で、十勝岳の関係と

か、防災、噴火したらどうなるとか、今まで社会科

の歴史の中で、十勝岳の噴火にどのように対応して

いるかとか、砂防ダムはどんなふうにつくっている

とか、避難はどういうふうにするとかということを

授業としてやっているところであります。また、親

子砂防見学会というものも、総合学習の中で実施を

しているところでございます。 

 次に、上高の振興対策であります。２９年度にお

いて、介護職員の初任研修がございます。この補助

率に関しての御質問だったと思いますけれども、ま

ず、町では１００％の補助の対応をしようというこ

とで考えております。負担金額ではなくて、７割に

しようか、８割にしようかということも、さまざま

考えたわけでありますけれども、結果的に１００

％、金額も高いですので、１００％の補助をしたい

ということで考えております。今、上富良野に来て

教室を開いてもらうということで、予定しているの

は、１人当たり１０万円の授業料がかかります。し

たがって、１０万円、１００％の補助の対応を今考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） それでは、町政執行方針に

ついて質問をさせていただきます。 

 町長は、昨年の１２月から、２期８年の実績をも

とに、まちづくり道半ばというようなことで、３期

目のスタートを切られました。町長選挙の際、新聞

報道等によりますと、町長のお考えとして、町民の

皆さんがより安心して暮らせるまちづくりというこ

とを最重要課題と位置づけるということでありま

す。 

 その中で、それぞれ老朽化している町立病院と病

院併設の老人保健施設、また、ラベンダーハイツの

３施設を一本化するという形での整備を目指すと言

われております。また、本執行方針の中において

も、町立病院の将来像について検討すると言われて

おります。 

 さらには、地域の活性、活力創生のため、特産物

の販売、加工実習施設、防災機能を持ち合わせた複

合的な機能を有する拠点づくりを第６次総合計画に

位置づけるとともに、平成２８年度に引き続いて２

９年度もこの構想づくりを推進ということでありま

す。 

 超高齢社会に対応した町立病院を核とした整備、

人口減少社会における活性化策としての拠点づく

り、どちらの事業も町民の皆様からすると、とても

期待が大きく、早期に実現されることが望まれてい

ると思います。 

 当然、二つのプロジェクトとも相当な予算が必要

になります。町民のコンセンサスを得た中で、平成

３１年度からの第６次総合計画への位置づけが必要

になると考えますが、何といってもトップリーダー

の、町長の実現に向けての強い思いが重要ではない

かなと思うところでもあります。 

 そこで、現時点での町長自身のお考えをお聞きし

たいと思います。 

 １点目として、町立病院を核とした一体的施設整

備と、それとも地域活性化に向けた拠点づくりの、

どちらを優先して取り組もうと考えているのか。ま

た、町長が思い描くそれぞれの構想については、ど

のようなお考えを今お持ちなのかをお尋ねいたしま

す。 

 次に、２点目として、財政的に大変厳しい今日で

あります。このプロジェクト実現に向けての町長の

御覚悟をお聞かせいただければと思います。 

 最後に、それぞれの総予算、どのくらいと想定し

ているのか、今お持ちであればお知らせをいただき

たいと思います。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 大きく２点の御質問であったかというふうに思い

ます。 

 まず、病院、それからラベンダーハイツ、病院に

併設しております老人保健施設、これら高齢者ある

いは介護を必要とする方々の、私が目指しておりま

す町民の安心・安全の大きな一角を占めるものでご

ざいますが、それらについては、これまでも触れさ

せていただいておりますが、まず、病院も既に建築

してから４０年近く経過しておりますし、ラベン

ダーハイツについてもしかりでございます。まして

やラベンダーハイツについては、近年であります

と、ユニット化などの部屋に新しく制度が変わって

きたりしておりまして、そういった状況。 

 それから、先ほど触れました病院の消火設備等

が、これは国の法律に基づきまして、スプリンク

ラー等の設置が、これは義務的にしていかなければ

ならない。それは今、猶予期間でございまして、平

成３７年までが猶予期間というふうなことも聞いて

おりますので、いずれにいたしましても、現状のま
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ま活用していくにしても大きな投資が想定されま

す。 

 また、ラベンダーハイツも同様に、非常に施設が

老朽化してきているような状況を踏まえますと、い

ずれにいたしましても、コンパクトシティの中に組

み込みというような発想は正しいかどうかはわかり

ませんが、いずれにいたしましても、特に私、意識

しておりますのは、医療スタッフ、ドクターも含め

て、そういった方々が、施設が分散していることに

よって、限られたマンパワーが有効に利用できない

という、そういう不自由さを感じている面もござい

まして、できる得ることであれば、そういった関連

施設が一体に、それぞれ併設なり、１カ所に、ある

いは平面的か多層的かは別といたしまして、そうい

う形の中で将来構築していければというような構想

を描いているところでございます。 

 既に病院の現場におきましては、そういったこと

を想定した、今後の病院の計画づくりを進めるよう

にというふうに指示もさせていただいておりまし

て、今、富良野圏域の地域医療構想も進んでおりま

す。そういったことも十分見きわめまして、病院改

革プランも示させていただいておりますが、それら

との整合性をとって、議員がお尋ねのような、新し

い形の上富良野の医療・介護の提供の姿をつくって

まいりたいと考えているところでございます。 

 それと、複合的な拠点施設のお尋ねでございます

が、これにつきましては、ぜひ６次総の中の早い時

点で実現を図ってまいりたいと。優先順位のお尋ね

もございましたが、優先順位で申し上げますと、や

はり複合的拠点施設の整備が、私の思いの中では優

先しているというような状況でございます。 

 これらについても、多くの町民の皆様方にさまざ

まな御意見をいただきながら方向づけをしていきた

いと考えておりますが、それぞれ病院を含めました

医療・介護等に関します施設整備につきましては、

多分、本当にざっくりでございますが、恐らく４０

億円近くの事業になろうか、全てを含めますと、３

０億円ではなかなか難しいかなと。 

 それから、拠点施設につきましては、これもまだ

積算するような段階ではございませんが、恐らく１

０億円近い、５億円以上のものになるであろうと、

これは本当に大づかみの話でございますが、いずれ

にいたしましても、今後、それらも含めて４０億

円、５０億円というような、６次総の中で、そんな

ような構想を含めていかなければならないのかなと

いうふうに考えておりまして、既定事業の見直し等

も含めて、やはり行財政の安定は何としても外すこ

とができませんので、それらとどうやって整合性を

とるかということに、これから汗をかいてまいりた

いと思いますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 地元農産物の販売、ある

いは生産者みずから取り組む消費者などとの交流・

販売で付加価値を与えるという形の話がされており

ます。 

 そこで、お伺いしたいのですが、昨年度もこのよ

うな表現を取り入れていらっしゃいます。しかし、

その具体的な方向性というのは、いまだにしっかり

と位置づけされたという形ではありません。今年度

こういう方針を打ち出した以上、これに基づく財政

投資、あるいは必要な立案や企画があるものだとい

うふうに考えておりますが、この点の取り組み等に

ついては、今後、今年度からどのような展開がなさ

れるのか、お伺いしておきたいというふうに思いま

す。 

 何といっても上富良野町は、農業を中心としなが

ら、商工業を柱としながら、まちづくりがなされて

いる町でありますから、その地域にある農産物を有

効に活用しながら、やはり体験施設等の開設などを

含めた、地方からも上富良野に行ってみたいとい

う、魅力を発信するようなまちづくりでなければな

らないと思いますが、これらの点についてどのよう

にお考えなのか、お伺いしておきたいというふうに

考えております。 

 次に、お伺いしたいのは、国民健康保険の問題で

あります。 

 ３０年から広域連合という形の統一された事業に

かじが切られようとしております。お伺いしたいの

は、今、国民健康保険事業というのは、非常に国民

健康保険の支払いが大変だという声が従来からも聞

かれております。この部分について思い切った財政

投資をして、負担軽減を図るべきだというふうに思

います。各地では、国民健康の財政支援額を使った

引き下げなどを行っておりますから、そういう要望

に沿った、安心して暮らせるまちづくりのために

も、負担の軽減のためにも、国民健康保険税の軽減

を実施すべきだというふうに考えますが、この点お

伺いいたします。 

 次に、子育て支援の問題についてお伺いいたしま

す。 

 町においては、保育料、あるいは入院医療費の負

担を一部中学校まで拡大、あるいは町村民税非課税

世帯を無料化にするなど、負担軽減にするなど取り

組まれています。しかし、今、経済の諸事情によっ

て、いわゆる所得差と言われる世帯の方までが給与

が減額する、諸物価が高騰するという状況の中で、

暮らしが大変になってきているという状況が上富良
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野町でも見受けられるというのが実態であります。 

 そういうことを考えたときに、子育てを支援す

る、上富良野町に多くの方が入って、住みたいとい

う環境をつくるのであれば、この枠を払って、医療

費は中学校まで無料化にする、あるいは保育料につ

いても細分化を行って、負担軽減を行って、子育て

支援の充実をさらに進めるという具体的な対策が今

求められているというふうに考えていますので、こ

の点についてどのような予算措置をされるのか、ま

た、されようとするのか、しないのか、この点をお

伺いしておきたいと思います。 

 次にお伺いしたいのは、商工業の問題でありま

す。 

 この問題については、従来も同じような答弁が

ずっと書かれております。去年も同じなのです。多

少字句は変わっておりますけれども、どういうよう

に商工業者の活性化をするのかというところでの、

確かに、新規開店事業等々が予算化されている部分

がありますが、しかし、ここに来て、きっちりとし

た商業振興計画に基づく具体的な対策というのがな

かなか、今回の予算の中にもその方向性というのが

余り見出されていないというように考えておりま

す。この点で、町長はどのような商工振興で、地域

の活性化を、商店の活性化を図ろうとしているの

か、この点お伺いいたします。 

 また、同時に雇用促進の問題では、やはり上富良

野町のトップセールスということを町長はよくおっ

しゃっております。既存の企業の雇用を図るという

形の中で、企業に訪問しながらいろいろ雇用対策も

やっていらっしゃるという話ではありますが、何よ

りもこの上富良野町に企業誘致をしながら、新たな

企業の誘致をするというのも一つかなというふうに

思いますが、この点についてどのような取り組みが

され、また、しようとしているのか、お伺いいたし

ます。 

 次、環境問題の再生エネルギーの問題であります

が、この点について、上富良野町は、自動車と省エ

ネ等は取り組まれておりますが、しかし、上富良野

町にある資源を使った再生エネルギーの方向性とい

うのは見出せていないというのが状況であります。

各大学の方と連携しながら再生の方向を探るという

言葉はありますが、しかし、現在、いまだにその具

体的な方向性がないというのが実情でありますか

ら、この点を具体化するということも、町の活性化

とあわせた、町の魅力を発信する、まちづくりにも

つながっていくのではないかというふうに思います

ので、この点についてお伺いいたします。 

 次に、定住・移住対策でありますが、地域との受

け皿という形の中で、連絡協議会との連携をとりな

がらという形になっておりますが、なかなかこの点

についても従来と同じような答弁になっておりまし

て、やはり具体的に、こういった定住された方を含

めて、具体的にどういう方向性がこの町にふさわし

いのかというところを、より具体的に踏み込んだ対

策をしなければ、言葉だけに終わってしまうのでは

ないかと、担当の職員の方も一生懸命取り組んでい

らっしゃいますから、全面的に否定するものではあ

りませんけれども、より一層充実した方向での検討

が望まれるのではないかというふうに考えておりま

すので、この点についてどのようなお考えをお持ち

なのか、お伺いいたしたいと思います。 

 また、地域の食材を使ったということでは、今、

地方では、地元の農産物を生かした企業への売り込

みを盛んにやっている自治体もあります。そういう

ものも含めて、簡単ではありませんけれども、やっ

ぱりチャレンジャーとして、上富良野の進むべき方

向は何かということを常に頭に置きながら、その改

革に努めるのも必要ではないかというふうに考えて

おりますので、この方向性についてお伺いいたしま

す。 

 次に、町の行財政等改革プランの中に、ラベン

ダーハイツの今後の位置づけであります。将来は、

アウトソーシング、民営化、あるいはそれにかわっ

た方向での打ち出し方をしていますが、しかし、こ

の方向で町は将来とも検討されるという形になるの

ですか。これはあくまでも計画で、一体的な、公立

病院のあり方とも関連する話でありますから、これ

はどういう方向に町長自身は進めようとしているの

か、お伺いしておきたいというふうに思っておりま

す。 

 この点について、町長の見解についてお伺いして

おきたいと思います。 

 教育委員会の関係でありますけれども、図書の充

実であります。 

 今、図書司書等、あるいはそういったものにおけ

る、学校においても朝の読み聞かせ等々が行われて

おります。最近では、子どもたちの情操教育を充実

するためにも、やはり図書の充実を行い、調べるも

のも生かしながら、財政を充実している自治体もあ

るというふうに聞いております。そういう意味で

は、図書教諭はおりますけれども、担当の事業でな

かなか思うような行動ができないという実態が上富

良野町でも見受けられます。そういうことを考えた

ときに、きちっとした補助をする体制づくりの図書

司書を置きながら、それをカバーできるような体制

づくりというのが必要かなというふうに考えており

ますので、この点、教育長、どのようなお考えをお

持ちなのかというところをお伺いしておきたいとい
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うふうに思っております。 

 学校給食については、栄養教諭がおりますけれど

も、なかなか必要な時間がとれないという事情も見

受けられます。こういった点での栄養教育の、学校

現場に入り方ももう一工夫必要なのかなというふう

に思っておりますので、この点について教育長の見

解についてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 昼食休憩といたします。 

 会議の再開は午後１時といたします。 

────────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 午前中の米沢義英君の質問に答弁をいたさせま

す。 

 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 多岐にわたっておりまして、もし答弁が漏れるよ

うなことがありましたら、ぜひ御指摘いただければ

と思います。 

 まず、１点目にお尋ねいただきました地元農畜産

物等の付加価値を高める農業振興にかかわる御質問

であったかというふうに思います。 

 地元農畜産物の付加価値向上等に伴います所得向

上策、あるいは特産品化、それらにつきましては、

現在も鋭意取り組みをさせていただいております

が、第７次農業振興計画の中の実践プランの中でも

述べさせていただいておりますが、現在、新しい付

加価値の高い、収益性の高い品目の導入、あるいは

高品質化を目指す取り組み、そういった取り組みを

通じて、付加価値、新しいものをつくるというばか

りではなくて、品質の高いものも含めて、付加価値

を高めていきたいと、そんな取り組みも既に行って

いるところでございます。 

 あわせて、６次化に向けての取り組み、そういっ

た一環の中で、御案内ようにどぶろく特区等も本町

で認定を受けておりまして、既に商品化もされてい

るようなことから、地元農産物を生かした高付加価

値、あるいは高収益化というのは着実に進んでいる

と、そんなふうに理解しているところでございまし

て、あわせて人材育成も含めて、さらに支援をして

まいりたいと考えているところでございます。 

 次に、２点目でございますが、国保に関します御

質問でございますが、これまでもお答えさせていた

だいておりますが、平成３０年から国保が広域化さ

れますが、国保運営そのものにつきましては、従来

の運営を踏襲させていただきたいという基本的な考

えでございます。 

 保険税等についての認識についてのお尋ねもあり

ましたが、保険税の設定につきましては、これは必

然的に所得を反映した税構造というふうになってお

りますが、しかしながら、そういう中で負担感が感

じられる階層につきましては軽減措置等が講じられ

ておりまして、議員から御質問にありましたよう

な、一般会計からの負担をもって軽減化を図るとい

うような想定はしていないことを御理解いただきた

いというふうに思います。 

 いずれにいたしましても、国保の運営の安定化

は、広域化であろうとなかろうと、これはやはり

しっかり守っていくべきことと、そんなふうに理解

をしているところでございます。御理解を賜りたい

と存じます。 

 次に、３点目にお尋ねのありました子育てに関し

ます、特に医療費についての負担軽減についてのお

尋ねでございますが、これまでも、これもお答えさ

せていただいておりますが、平成２９年度から新た

な軽減策を講じさせていただいておりますが、やは

り負担の実態、これらがやはり重く負担感が感じら

れる部分の皆さんにつきましては、軽減化を図って

いくということは、これはできる限り行ってまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

 一方、子育て含めまして、妊娠から子育て期全般

にわたります切れ目のない、そういった支援策が

整っていることは、ある意味非常に大事だというふ

うに理解しておりまして、子どもの医療費を一定程

度の年齢区分まで全て無償化をするというようなこ

とより、先ほど申し上げましたようなことを充実さ

せていくほうがはるかに、私といたしましては優先

度の高いものと、そんなふうに理解をしているとこ

ろでございます。 

 そういったことをもちまして、中学生までの全て

のお子様に対する無償化は想定していないというこ

とを申し上げておきたいというふうに思います。 

 それから次に、商業振興についてのお尋ねでござ

いました。 

 商業振興につきましては、御案内のように、こう

いう社会情勢の中、あるいは消費者の消費動向が大

規模店に流れるというような流れを受けまして、非

常に個店が苦戦をしているということは私も十分認

識をしているところでございます。とりわけ、当町

におきましてもそういうような消費動向が見られま

して、それらをいかに食いとめるかということで、

商工会におきましてもその改善策に一生懸命取り組

んでおられるところでございます。 

 町といたしましても、そういった商工会の動きと
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あわせまして、現在までに商業者の持続化補助、あ

るいは商工会を通じての商店街の活性化支援事業等

を行っておりますが、今その状況を見ますと、利用

者もしっかりとふえてきていると。むしろ予算を補

正しなければならないような状況まで、前向きな取

り組みが見られます。そういうことを含めて、さら

に担い手対策もあわせ行うことによって、しっかり

とした自立した商店経営、商業経営が行われていく

ように向かっていくものと期待をしているところで

ございまして、さらに切れ目のない応援、支援をし

てまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、５点目でございます。企業誘致についての

お尋ねでございますが、企業誘致については、一朝

一夕で、誘致活動をすることによって企業が来てい

ただけるというような、そういう客観情勢でないこ

とは議員も御案内のとおりだというふうに思いま

す。 

 しかしながら、そういう中で、切り口をどこで見

つけていくかということで、私もこれまで上富良野

に進出していただいております企業の本社を訪ねる

ことも当然でございますが、そことまたかかわりの

ある関連企業の方々にも上富良野の話が及ぶよう

な、そういう御提案、あるいはＰＲもさせていただ

いているところでございまして、これは一定程度、

非常に全国でそういった動きがある中での競争でご

ざいますので、何とか上富良野だからという部分を

強調して、少しでも上富良野に目を向けていただけ

るような努力を引き続き行ってまいりたいというふ

うに思います。 

 企業誘致という形では結びついておりませんが、

上富良野の農産物を活用した事業展開等が今、試行

的に津市の業者において既に取り組まれておりまし

て、そういうようなところへも波及する可能性も

持っておりますので、引き続き努力してまいりたい

というふうに考えております。 

 次に、再生可能エネルギーについての御質問をい

ただきました。 

 再生可能エネルギーにつきましては、現在、町と

いたしましては、道総研と連携いたしまして、賦存

いたしますエネルギー、あるいは活用できるような

エネルギーがどのように賦存しているかというよう

なことで調査をお願いしているところでございま

す。今後におきましては、ＧＩＳマッピング等によ

りまして、上富良野の土地にあります再生可能エネ

ルギーがどのように賦存しているかというようなこ

とが、マッピングを通じて、今後、提供していただ

けると思っておりますので、それらをしっかりと見

きわめて、上富良野地域の活性化につながるよう

な、そういうことにも結びついていくようなエネル

ギーの活用を目指してまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、移住・定住についてのお尋ねでございます

が、移住・定住については、現在、お試し住宅、あ

るいは移住準備住宅、これらの利用状況から見ます

と、上富良野に対して興味を感じていただいている

方が切れ目なくいると。それが定住に結びつくため

にはどうしていけばいいかというようなことは、ま

だまだ課題もございます。 

 しかしながら、上富良野ならではの魅力をこれか

らも発信していくことによって、しいては定住につ

ながるものと。今の本州におけますＰＲ活動も含め

て、上富良野に対する府県方面の皆さん方の目の向

け方、向けてくれる視線というものは熱いというふ

うに理解をしておりますので、さらに力を入れて、

町の活性化につながるような定住対策にしてまいり

たいというふうに考えております。 

 それから、食の魅力、特産品の状況も含まれてい

るのかもしれませんが、食を通じての魅力づくり等

につきましては、先ほどの御質問と重複するかもし

れませんが、現在、町内の事業者におきましても、

上富良野の産物を、産品を活用しての全国展開へ目

指してのＰＲ活動、あるいは営業活動が既にもう幾

つかの事業者で行われております。そういったこと

が全国展開、上富良野の食を通じた魅力づくり、全

国展開につながっていくものと期待をしているとこ

ろでございます。 

 一方、町内の中におきましても、消費者と生産者

がしっかりと結びついた、食を通じての上富良野の

地域おこしにつながるような取り組みも既に幾つも

行われておりますので、それらについても引き続き

支援をしてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 それから、最後にもう１点ございました。ラベン

ダーハイツの方向性についての御質問でございます

が、一貫して申し上げておりますが、私が就任させ

ていただきましてから、ラベンダーハイツについて

アウトソーシングに出すというような認識で発言し

たような経過はないかというふうに思っておりま

す。何度も申し上げておりますが、公設公営をやは

り何としても守っていきたいというふうに、むしろ

強調させていただいているところでございまして、

これらにつきましては、今までの質疑の中でも発言

させていただいておりますように、しっかりと町民

に情報提供をさせていただく中で、安定した運営が

できるように、これからも意を用いてまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 以上でございます。 
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○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢議員からの二

つの御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず１点目でありますけれども、図書館に関連し

まして、図書司書についての御質問にお答えをした

いと思います。 

 図書司書の設置については、前にもお話があっ

て、そのときもお話をさせていただいたかと思いま

す。課題としては、すぐにでも欲しいなという部分

もありますけれども、方法として、臨時職員とし

て、その職を持っている人を雇うか、職員を、資格

のある人を雇う。あるいは職員の中から、司書に準

ずる資格が取れますので、研修に行ってもらう。こ

の三つの方法があるわけでありますけれども、これ

ら、どれが一番いいのか、うちの図書館に合うの

か、これから、２９年度は無理ですけれども、２９

年度以内にでも、なるべく早い時期に方向性を導き

出していきたいなというふうに考えているところで

あります。 

 次に、学校給食の運営の中で、食育に関するお話

だったかと思いますけれども、食育を担っている、

指導するのが給食センターにいる栄養教諭でありま

す。栄養教諭１名でありますので、給食センターの

業務、そして学校へ行っての栄養教育としての食育

指導ということで、非常に忙しい状況の中で頑張っ

てもらっているのは事実でございます。 

 ２９年度におきましては、まず、給食センターの

作業体制といいますか、給食をつくる体制をしっか

りとしていこうということで、今、臨時職員１名の

常勤臨時職員の増員を図ることとしております。な

ぜそうするかというと、スーパーサブという人がい

るのですけれども、スーパーサブを雇用したくても

なかなか来てもらえないという現状がありまして、

それでは業務が、２人休まれたら、急に風邪引いた

りして休まれると業務が成り立たないわけでありま

す。そこで、スーパーサブの数をまず減らして、常

勤の数をふやすことによって、そのリスクをなくし

ましょうという考え方に立ちました。 

 また、衛生管理非常にうるさくというか、厳しく

なっておりますので、その衛生管理をしっかりと進

めていく上で、栄養士の資格のある方を臨時職員と

して、常勤職員に１名加えようということで、今考

えております。考えているとおりのことが実現すれ

ば、現場を栄養士の資格を持っている人に若干託す

部分も含めまして、余裕ができるのではないかとい

うふうに思っています。その分を学校における食育

業務に回したいなというふうに思っているわけであ

りますけれども、いかんせん、希望に沿う人が確保

できなければ、こっちの思惑どおりにはいかないわ

けで、思惑どおりいけば、その体制がとれるという

ことで、御理解をいただければなと、そんなふうに

思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 次、６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 私も１点、質問したいので

すが、５ページにあります、「穏やかに安心して過

ごせる暮らしづくり」というところで、安心の暮ら

しを支える保健・福祉・医療環境づくりというとこ

ろでございますが、この間、町としては在宅介護を

進めていきながら、この地域に根差していただきた

いといったこと。また、町長はこの間も、保健・福

祉・医療というものは総合的に包括的に進めていく

ということで、一貫しております。 

 しかし、近年の高齢化の状況をかいま見ますと、

例えば１０年前であれば７０歳の方を５０歳の方が

介護していくというような時代でありましたが、今

は９０歳の方を７５歳の方が見ているとか、そのよ

うなことで、実際に在宅を進めようとしても、それ

を見切れる社会環境というのが厳しくなっているの

が、上富良野町においても進んでいるというふうに

捉えております。 

 そこで、この中で、町長はこれからも在宅の福祉

を進めていきたいということであれば、それに伴う

ケアマネ、それから訪問看護、訪問介護、そういっ

たマンパワーというか、人的部分の投資というのも

必要となってまいりますし、それから、同僚の議員

が何度も申しておりますが、町立病院、そして特別

養護老人ホームのラベンダーハイツも、医療と介護

の分野というのを、もはや切り離すのではなく、医

療、それから介護に回っていく中間の施設というも

のをこれからもつくっていかなくては、施設介護が

もう既に上富良野町圏域においてもあふれている状

況になって、非常に今後においても、いわゆる見る

人、入る人もさることながら、見る人のほうの、心

が穏やかに安心して暮らせるまちづくりのために

は、そういったところも今のうちから進めていかな

くては、あっと言う間に高齢化が進んでいくという

ふうに考えます。今、今回提言されている中におい

ても、関係機関や地域住民が一体となって見守り

合って、支え合うネットワークの構築というのもあ

りますが、やはりそれにも限度があるというふうに

考えております。やはりスピード感を持って、これ

から高齢化がもう待ったなしで来ております。そう

いった介護をする側、される側、この人たちの安

心、そして穏やかにこの町で暮らせるためにも、早

くこの部分を確立していくことが重要だと思います

が、この点はいかが進め、病院の、地域の、いわゆ

る介護型療養病床だけではなく、その中間の施設と
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しての部分もあわせて、どのようにお考えかをお聞

かせください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の介護関係に

ついての主な御質問かというふうに思います。 

 まず、現状認識では、金子議員と全く私は差異が

ないというふうに理解していただいて結構かと思い

ます。 

 都会と違って、実は私もかねがね在宅介護という

のは、言葉上は非常にいい言葉ではありますけれど

も、現実にこの富良野地方を見たときに、当然、在

宅介護ということになりますと、イコール２４時間

介護ということも想定しなければなりません。そう

すると、事業提供者側から見ると、果たしてそれだ

けの事業としてのニーズがあるのかということもあ

りますし、マンパワーもあるのかと、課題だらけで

すよね、現実は。 

 そういう中で、やはりどういう形が望ましいかと

いうことまではまだ思いが至っておりませんが、や

はり在宅介護とはいえ、例えばショートステイだ

か、デイサービスも含めて、一部施設を活用した中

での支え合い、介護する方の負担感も軽減できるよ

うな方法が、やはりこれらの時代は、一般的な言葉

で言うと老老介護みたいになりますので、そういっ

たニーズは出てくるというふうに私も理解しており

まして、これからの介護計画の中で、ぜひその辺

は、どの程度施設でカバーできるのかはわかりませ

んけれども、マンパワーも含めて、重要な課題だと

いうふうに理解しておりますので、ぜひこれから検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） ３点についてお伺いした

いと思います。 

 一つは、障がい者の人たちのことなのですけれど

も、昨年度は、たしか雇用についてなかったのかな

と思うのですけれども、この雇用は、国も定めてい

るように、ある一定の基準を満たすということを求

められているわけですけれども、その辺をどういう

ふうに考えているかをお伺いしたいのと。 

 障がい者優先調達推進法という法律というのがあ

るわけですけれども、町の調達が果たして十分に行

われているのかどうかということと。それと、供給

するほうの問題もあるとは思いますけれども、その

ことについてどういうふうに考えているかをお伺い

したいと思います。 

 もう一つは、町の行った高速ブロードバンドの設

置があるわけですけれども、これが我が町の特徴か

もしれないのですけれども、山間部というか、波

打っているために十分に電波が届かないというか、

使用可能な力がないというか、そういうようなとこ

ろがあるというようなことも聞くわけです。それ

で、今後、町がこのシステムにより、どのような使

い方をしていこうと思っているのかを聞きたいと思

います。 

 それともう一つは、ラベンダーハイツのことなの

ですけれども、今、先輩議員に町長も答えていたの

ですけれども、今一番問題になっているところのデ

イサービスとショートステイというのは、在宅との

兼ね合いがあるわけです。その辺からというと、難

しいところに難しい問題を抱え込むということにも

なるのかとは思うのですけれども、地域の人たちを

見ていても、やはり家にいて、できれば子どもたち

に面倒見てもらいたいという思いがあるのか、そこ

ら辺に出かけることに対してちゅうちょしていると

いうようなこともあるように思うので、その辺の兼

ね合い。それとやはり行って、自分の満足感を補っ

てくれるようなというのも、デイサービスなんか

だったら必要なことだと思うのです。その辺のこと

についての具体的な方法というか、施設のほうも考

えておられるかどうか、その辺についてお伺いした

いと思うのですけれども。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、最初の御質問でございます障がい者の雇用

状況につきましては、これは、法に基づいて私ども

町といたしましても雇用計画を持っております。定

められた充足率、雇用率につきましては、何しろ分

母が小さい状況もございまして、１人の動きによっ

て大きくその率が変わりますので、今現在、満たし

ているかどうかちょっと私、即答できません。いず

れにいたしましても、毎年、職員募集におきまして

は、障がい者であるか健常者であるかということの

区分は一切しておりませんので、どなたにも門戸は

開かれているということで、これからも基本的にそ

ういうふうに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 それから、２点目に御質問ありました障害者施設

等の物品調達の件でございますが、現在、上富良野

で物品提供ができる、あるいはサービス提供ができ

るそういう施設におきましては、事業所におきまし

ては、リスト等を役場のほうにも提供していただい

ておりまして、各全部の課にわたりまして、調達可

能な物品については優先調達をするということで、

現在、既に調達をしておりまして、さらに新しい商

品等が、サービスの提供等がありましたら、優先的
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に調達はこれからも続けてまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

 それから、ブロードバンドの活用についてでござ

いますが、私の認識では、専門的なことはわかりま

せんが、情報が、ブロードバンドが十分に伝わらな

い箇所は町内においては、速さがどうかということ

は、程度差はありますけれども、その機能が行き

渡っていないところは私はないというふうに理解を

しているところでございます。 

 さらに、利活用につきましては、まず、今、町で

設置しております防災行政無線、これらについても

間もなく更新を余儀なくされる時期が参ります。そ

ういった一つのターニングポイントを迎えたとき

に、ぜひブロードバンドを活用したような情報提供

が可能かどうか、さらに、防災情報は特に必要でご

ざいますので、町民の皆さん方が求めなくても機械

的に情報が一方的に伝わるような、そういうことも

ブロードバンド上可能だというふうに聞いておりま

すので、そういったことも含めて、まだまだ、整備

ができただけで、利活用については、まだスタート

したばかりというふうに私も認識しておりますの

で、これからもっともっと利活用が進むように、あ

るいは速度も改善できるものであれば、多少の投資

は当然伴ってまいりますが、皆さん方からの求め

が、そういうニーズが高まってくるようなときに

は、改善も含めて検討していくことは必要であろう

というふうに考えております。 

 それから、ラベンダーハイツ等の、介護を必要と

する方についての対応でございますが、ラベンダー

ハイツ等について、村上議員の御質問でもお答えさ

せていただきましたが、ラベンダーハイツを含め

て、ショートステイあるいはデイサービス事業等を

行っている事業所全ての共通しておりますが、やは

りもっともっと利用がスムーズに、いつでも利用で

きるというような、そういうことでの利用のしやす

さ、あるいは仕組みの内容等をもっともっとＰＲし

て、本当に支えていただく側も支える側も少し片意

地張らないで、本当にふだんの生活の延長の中で、

そういったものが組み込まれていくような仕組みと

いうのは大事だというふうに考えておりますので、

もっともっと改善できるところは改善してまいりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 教育長に１点お伺いさせて

いただきます。 

 先ほどのお話の中で、生涯活動の推進について

は、幼児から青少年、成人、高齢者まで、生涯にわ

たる各世代の学習活動の充実と推進を図りたいとい

うことで、その前のページに戻りますが、国際理解

教育について述べられた際、昨年８月から当町にお

いてはＡＬＴで１名増員となっております。それに

おいて小中学校への配置を効果的に行い、英語もし

くは外国語活動を実施されているということで認識

しておりますが、現在、近年、幼児教育が重要視さ

れている中で、１名増員になった以後、２９年度以

降、幼稚園等々における英語の普及活動というの

は、今の現状等を踏まえ、今後の目標等があればお

話しいただけますか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番荒生議員の国際理解

教育に関する御質問にお答えをしたいと思います。 

 うちの町、こども園、保育園のほうに、現状では

年に最低２回は外国人が訪問して、国際理解教育を

進めているところであります。 

 そして、英語教育、国際理解教育を進めるに当た

りましては、小学校、中学校の教員が中心になって

つくっております英語・外国語活動推進委員会とい

うものがございます。どこの部分を目指していくと

いう部分、学習指導要領には、ここまで目指します

というような基準が示されるわけですけれども、上

富良野の子が、より国際理解教育を数多く理解して

いくことが必要ですし、英語の力も、グローバル社

会に向けて、強いほうが、いいほうがいいわけであ

ります。目標を決めて、どういうふうに進んでいく

かというのを、この委員会の中でしっかりと決めて

いく。そしてなおかつ、必要度合い、うちのほうか

ら一方的に施設、幼稚園、保育所に押しつけても、

受け皿がなければ全く話にならないわけで、そうい

う意味から、しっかり情報、交流をして、目標をど

こに置くかという部分を、一緒に話し合いを進める

中で、小中学校を中心に考えていますから、小中学

校でどこまでの目標点を持っていくか、そして、幼

稚園のほうでどれぐらいの受け皿があるかという部

分、しっかり情報の交流をする中で、２人の勤務の

範囲内でできる限りのことをしていくような形で、

グローバル社会に対応できる子どもたちを育みたい

なというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。ご

ざいませんね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質問ないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。 

────────────────── 

◎予算特別委員会の設置について 

○議長（西村昭教君） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第１号から議
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案第９号までの、以上９件につきましては、十分な

審議を要するものと思われますので、この際、議長

を除く１３名の委員をもって構成する予算特別委員

会を設置し、これに付託の上、審査することにいた

したいと思いますが、これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号から議案第９号までの９件に

つきましては、議長を除く１３名の委員をもって構

成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、

審査することに決しました。 

────────────────── 

◎休 会 の 議 決             

○議長（西村昭教君） お諮りいたします。 

 議事の都合により、３月９日から１３日までの５

日間を休会といたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、３月９日から１３日までの５日間を休会

とすることに決しました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会をいたします。 

 休会中及び再開後の予定について、事務局長から

報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 ３月１４日火曜日は、本定例会の３日目でござい

ます。開会は午前９時でございますので、定刻まで

に御参集賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

 

午後 １時３６分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２９年第１回上富良野町議会定例

会３日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 町の一般行政について、米沢義英議員、髙松克年

議員から一般質問の通告がありましたので、３月７

日に議会運営委員会を開催し、一般質問の日程を決

定いたしました。質問の順序は、先例により、通告

を受理した順となっており、質問の要旨は、本日配

付したとおりでございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ６番 金 子 益 三 君 

     ７番 北 條 隆 男 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、１１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあ

りました点について、町長及び教育長に質問いたし

ます。 

 一つ目は、防災計画及び防災備品についてお伺い

いたします。 

 災害時には何が起こるかわからないというのが実

情であります。地震など災害の状況によっても、避

難対応など分かれるというのが状況ではないでしょ

うか。 

 しかし、防災備品の備蓄、避難所等の確保は必ず

必要不可欠なものと考えます。避難時には、子ど

も、大人、障がい者の方など多くの人が避難をして

くると考えます。 

 そのことを申し上げ、次の点についてお伺いいた

します。 

 一つは、避難指定施設には、健康な人や体調の悪

い人、大人、乳幼児、子どもなど、男女の多くの方

が避難してくると考えられます。当然のように必要

となると考えられるのがトイレ、生理用品、食料、

車椅子などではないでしょうか。 

 しかし、各避難所を見てみますと、必ずしも避難

時に必要な防災備品等が確保されているという現状

ではありません。新年度の予算では、災害時におけ

る備品等を備蓄する予算が確保されていますが、そ

の内訳について伺うと同時に、また、避難指定施設

の備蓄と確保が十分でないということを考えれば、

その現状と今後の対応についてお伺いいたします。 

 二つ目には、避難場所には屋外・屋内施設等があ

ります。自然災害の状況を予測し、各施設に避難者

の受け入れ人数を割り振っています。しかし、指定

されている施設で避難予定者を受け入れることがで

きない、そのような施設も見受けられます。災害時

に避難者を受け入れることができないということに

なれば、何と大変なことになることは明らかです。 

 町は今後、その実情も踏まえて、どのような対応

をするのか、実情に合った避難施設の見直し、これ

を行うべきだと考えますが、どのようにお考えなの

か、お伺いいたします。 

 次に、災害時におけるボランティアセンターの開

設についてお伺いいたします。 

 近ごろでは、台風や噴火など自然災害による被害

がふえる傾向にあります。南富良野町では、昨年、

台風などの大雨により多くの被害が発生しました。

また、各地から復旧のためのボランティアの方が支

援に入りました。しかし、聞いてみますと、受け入

れ態勢が十分でないなど、多くの課題があったと聞

いております。 

 上富良野町においては、ボランティアセンターの

受け入れ、災害時においては必要であります。福祉

協議会がその運営の中心を担うとなっていると考え

られますが、ボランティアを受け入れる拠点と体制

についてどのようにお考えなのか、お伺いいたしま

す。 

 次に、福祉避難施設についてお伺いいたします。 

 福祉避難指定施設について、過去に質問したこと
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があります。そのときの答弁では、保健福祉セン

ターがその役割を担うとしているだけの答弁であり

ました。必ずしも明確な答弁ではありませんでし

た。防災計画には明確な位置づけがされていないと

考えております。 

 福祉避難施設があっても多くの課題があります。

例えば支援員の確保が困難になる。避難所に多くの

人が避難するという状況の中で、要支援者の人たち

が使えないという状況が見受けられるのと。また、

その指定場所がどこにあるのかわからないなどの問

題も含んでいると考えます。福祉避難施設の現状認

識と今後の対応についてお伺いいたします。 

 次に、災害時における役場・消防庁舎の機能保全

事業についてお伺いいたします。 

 東北震災の発生で、防災機能を兼ね備えた庁舎が

倒壊するなどの事態が起こりました。そのことを踏

まえて、国においては、新耐震基準以前に建てられ

た耐震化未実施の本庁舎の建てかえなどに対する起

債対象経費における交付税措置がされたと聞いてお

ります。その内容及び今後、役場、消防署の耐震診

断の状況等についてお伺いすると同時に、今後の対

応についてお伺いします。 

 消防署においては、富良野広域連合の関係もある

とは考えますが、それを踏まえた対応についてお伺

いいたします。 

 次に、高齢者の運転免許証の返納についてお伺い

いたします。 

 高齢者による自動車事故等の多発が社会的な問題

になってきています。町内に住む高齢者の方の中に

は、時が来たら運転免許証を返納も考えている。も

う既に免許証を返納したという方もいます。免許証

の返納後困るのは何かと聞いたら、通院、買い物な

どが不便と感じると話してくれました。上富良野町

には、予約型の乗り合いタクシーの運行がされてい

ますが、高齢者の免許証の返納者に対して、日常生

活維持のためにも返納後の対策が必要と考えます

が、この点についてどのようにお考えなのか、対応

されるのか、お伺いいたします。 

 次に、社会教育総合センター、トイレの改修につ

いてお伺いいたします。 

 社会教育総合センターは多くの人たちが利用して

います。部活動、健康づくりや文化サークルなど、

多くの人が利用し、楽しんでいます。 

 また、その利用者の高齢者の方からは、一部洋式

ではトイレが使いづらい。全面的に洋式トイレの改

修を望む声が出されておりますが、この点につい

て、今後どのようにされるのか、教育長にお伺いい

たします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 １１番米沢議員の５項目について御質問にお答え

させていただきます。 

 まず、１項目めの防災備蓄及び指定避難施設等に

関する２点に御質問にお答えさせていただきます。 

 １点目の防災備蓄品についてでありますが、必要

な備蓄品の確保につきましては、地域防災計画に基

づき、町民みずからが準備をしておく自宅備蓄や、

民間事業者等による流通備蓄などを想定した中で、

町として備えておくべき災害時に必要と思われる物

資につきまして、平成２７年度から計画的に整備を

進めているところであります。 

 備蓄量についての考え方につきましては、避難者

数は、最大値の想定を踏まえ、６,０００人を基本

として、食品類、避難所用品、衛生用品のほかさま

ざまな物資の備蓄を進めているところであり、使用

期限を考慮いたしまして、５年サイクルで整備する

食品類などのほか、長期保管が可能な物資につきま

しては、平成２９年度において、当初計画したおお

むねの物資が整備できるものと考えております。 

 これら備蓄品には、さまざまな避難者に対応でき

るよう、簡易トイレや車椅子のほか、女性用ライフ

セット、乳児用及び介護用の紙おむつ、粉ミルクな

ども含まれておりますが、防災対策を進める中で、

必要性が生じてきた物品につきましては、都度整備

を図ってまいります。 

 また、備蓄品の管理については、平成２６年度に

整備した防災備蓄庫に保管し、災害時あるいは災害

想定時に、必要に応じ、各避難施設に配送すること

としております。 

 なお、平成２９年度に整備を予定している物資に

つきましては、後ほど担当課長よりお答えさせてい

ただきます。 

 次に、２点目の指定避難施設などの見直しについ

てでありますが、避難施設の中に、収容可能数が避

難想定数を満たしていない施設があるなどの課題が

確認できたことから、その改善に向け、民間施設の

災害時避難者受け入れ施設としての協定や、他の公

共施設の活用のほか、避難区域の区域分けの見直し

などについても、当該地域の住民会、自主防災組織

の方々と協議しながら作業に取り組んでいるところ

であり、地域防災計画にも反映できるよう取り進め

てまいりたいと考えておりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

 次に、２項目めの災害時におけるボランティアセ

ンターの開設についてでありますが、地域防災計画

におきましては、北海道社会福祉協議会及び上富良

野町社会福祉協議会が、災害救援ボランティア現地

対策本部、いわゆるボランティアセンターを設置



― 64 ―

し、受け入れや活動への対応を行うこととしており

ます。 

 町の災害対策本部とボランティアセンターが密接

な関係を保つことは極めて重要であることから、保

健福祉対策部が担当となり、ボランティアセンター

の設置場所やセンターで使用する資機材の提供な

ど、必要な支援を行うとともに、ボランティアに支

援を要請する事項など、連絡調整を図っていくこと

としております。 

 特に、ボランティアセンターの設置場所につきま

しては、災害の規模や発生場所のほか、ボランティ

アへ要請する活動量などにより設置場所が決まって

くることから、あらかじめ設置する施設を特定して

いるものではありませんが、被災時に避難場所とし

て活用できる施設の状況なども踏まえ、その都度、

適切な施設、場所を提供してまいりたいと考えてお

りますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの福祉避難施設についてでありま

すが、地域防災計画策定時におきましては、災害時

のさまざまな状況に対応していくため、特定の施設

を福祉避難所とする明確な位置づけとなっておりま

せんが、災害時において配慮を必要とする要支援者

の避難施設として、現在は保健福祉総合センター等

がその役割を担う施設として、関係者において認識

を共有しているところであります。 

 町におきましては、この間、各住民会、自主防災

組織の皆様の御協力をいただきながら、災害時避難

行動要支援者の取りまとめ作業を進め、昨年１２月

末現在で取りまとめられた要支援者は３５７人とい

う状況にあります。この中には、福祉的な支援を必

要とする避難者も想定されることから、あらかじめ

必要な整備をしておくことが重要と考えておりま

す。 

 このようなことから、現在、保健福祉総合セン

ターに設置されているデイサービスセンターかみ

ん、ラベンダーハイツ、北の峯学園上富良野事業所

の３カ所を福祉避難所として指定するとともに、学

校施設など大規模な避難所につきましても、一部の

スペースを福祉避難室として位置づけるなど、必要

な見直しを図り、地域防災計画に反映させていくた

め、福祉部門、教育部門を加え、協議を進めており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めの役場庁舎、消防庁舎の災害時に

おける機能保全についてでありますが、まず、役場

庁舎の耐震度につきましては、平成２２年度に耐震

診断を実施しており、役場庁舎のＩｓ値、いわゆる

構造耐震指数につきましては、平均値で０.２４

８、最も低い地点で０.０９７。消防庁舎では、平

均値で０.８３６、最も低い地点で０.２９０となっ

ており、目安の耐震基準Ｉｓ値０.９を満たしてい

ない建物となっております。 

 議員御発言にあります本庁舎建てかえに伴う国の

財政措置につきましては、平成２９年度の地方財政

計画において、新たな役場機能緊急保全事業とし

て、耐震化が未実施の役場本庁舎の建てかえ事業に

対し、公共施設等適正管理推進事業債の活用が盛り

込まれたところであり、その内容は、充当率が９０

％、交付税措置率が３０％で事業年度は、平成３２

年度までの４年間となっております。 

 役場本庁舎は、震度６以上の大地震時に倒壊また

は崩壊の危険性がある建物分類でもあることから、

重要な行政情報や住民情報につきましては、保健福

祉総合センターかみんにおいてバックアップを行っ

ているところであり、被災時の役場機能について

は、当施設を活用していくことも想定しているとこ

ろであります。 

 なお、役場庁舎や消防庁舎の建てかえには、この

たび国の財政措置が示されたものの、大きな財政投

資を必要とするものであり、さらに時間をかけて方

向性を見きわめてまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、５項目めの運転免許証自主返納者への対応

についてでありますが、道路交通法の改正に伴い、

７５歳以上のドライバーを対象に、免許更新時の認

知機能検査が強化されたことから、免許の自主返納

者などがふえてくることも予想され、こういった

方々の足の確保につきましては、全国的に課題と

なっていると受けとめております。 

 本町では、交通弱者の移動手段の確保、また、閉

じこもり防止などを目的として、平成２３年度から

予約型乗り合いタクシー事業を実施しており、現在

では、高齢者を中心に８７０名の方が登録をされ、

年間運行回数５,２００回、延べ利用人数１万２,０

００人という状況にあり、多くの方々に通院や買い

物などで御利用いただいております。 

 運転免許証の自主返納高齢者などへの対応につき

ましては、この予約型乗り合いタクシーの活用も含

め、どのような支援策が必要か、情報収集を進めな

がら、関係各課において検討してまいりますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） つぎに、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢議員の６項目

めの社会教育総合センタートイレの改修に関する御

質問にお答えいたします。 

 社会教育総合センターのトイレの現状につきまし

ては、昭和６２年の開設時から、ラウンジ側トイレ

及びアリーナ側トイレの、男女それぞれ各１カ所と

多目的トイレが洋式トイレの整備が図られていると
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ころであります。 

 また、２階のトイレにつきましては未整備であっ

たことから、平成２７年度に男女各１カ所、洋式化

の改修を実施したところであります。 

 議員の御発言にもありますように、利用者が多い

ときには女子トイレが混み合うことがあるため、社

会教育総合センター内の洋式トイレの設置箇所が、

利用者の皆様にわかるよう案内表示をしているとこ

ろでありまして、トイレの洋式化の必要性は強く認

識しているところであります。今後において実施す

るよう計画しておりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

○議長（西村昭教君） 先ほど、担当の総務課長の

ほうから、防災の関係で答弁をいたさせます。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 平成２９年度に整備を

予定している防災備蓄品についてお答えをいたしま

す。 

 アルファ米７００食、保存パン２００食、補助食

１００食、飲料水１,０００リットル、簡易食器

セット５００セット、毛布５００枚、カセットコン

ロ３０台、ポータブル発電機１基、懐中電灯６０

個、緊急セット２０セット、粉ミルク１１缶、防災

用哺乳瓶２００本、乾電池３００個、燃料１００

リットル、発電機用エンジンオイルを購入予定とし

ております。 

○議長（西村昭教君） 再質問、１１番米沢義英

君。 

○１１番（米沢義英君） 防災備品の備蓄等につい

て伺いいたします。 

 各避難施設の現状はどうかということでありま

す。従来、避難時には、必要最小限３日分という形

になっております。町の支援体制ということでは、

各事業系列も含めて、自衛隊等を含めた支援体制を

整えるという状況になっております。そういった状

況の中で、その支援体制が必要最小限、７日以内と

いう状況になっているかというふうに思います。 

 いずれにしても自力で支援体制が整うまで、自分

たちで維持しなければならないというのは、これは

当然であります。 

 そのことを考えたときに、防災指定場所を見学し

て見てきましたが、必ずしも、例えばこういう状況

であります。ある施設では毛布だけであったり、備

蓄する場所がないから無理やりどこかの空きスペー

スに置くという状況であったり、そのほかのものは

ないという状況があったり、全くないという状況が

あったり、いろいろな状況が見受けられます。 

 そうしますと、確かに町は防災備蓄庫から発送し

て各避難所に支援、配置するというような手だてを

とるという方針ではあります。しかし、災害時等の

状況によっては、道路が寸断される可能性というの

もどうしても想定しなければならない部分があると

いうふうに考えております。 

 そういったときに、どうしても自前で、その施設

に避難した方が、そこで数日間か１週間暮らせるよ

うな食料も含めて、車椅子、生理用品や衣類も含め

てですが、そういった必要最小限のものがある程度

備蓄されなければ、それを維持できないというふう

に考えておりますが、この点についてはどのように

お考えなのか、今の答弁では、従来どおり防災備蓄

庫から保管してあるものを各施設に配送するからと

いう話でありますが、事態は我々の想像を超えるよ

うな部分もあります。そういったことも含めて、各

避難所の実情をもう一度しっかり把握して、保管場

所があるかどうか、トイレや、冬場でしたら当然、

暖房等があるのかどうなのかということも、詳細に

きちっと確認する必要があると思いますが、この点

は、現状はどうなっているか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の防災関係

の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、御質問ございました備蓄品と避難場所との

関係性と申しましょうか、まず、備蓄品の備蓄につ

きましては、全ての避難所に、町で基本的に準備を

するというものについて、全ての避難場所にそう

いったものを準備するという想定はしておりませ

ん。避難の期間が長期化するというようなことに進

んでいく場合には、避難場所を集約するなど、対応

も図ってまいりますし、一方、御質問の中にありま

した、１カ所の避難所が長期化するというようなこ

との想定もお話しされておりましたが、万が一そう

いう災害が起きて、取り残されるような、そういう

孤立するような避難場所につきましては、救出を前

提に考えておりますので、１カ所で１週間も１０日

も孤立しているという状況は想定した備蓄というこ

とは想定していないところでございます。 

 そういったことを総合的に判断いたしまして、町

の人口、あるいは避難想定者数に応じて、町の地理

的な状況も勘案しながら、配送あるいは民間からの

救援物資その他、そういったいろいろなネットワー

クを通じての備蓄をもって対応できるというような

ことを想定しながら、改善するところは改善してま

いりますが、そういう前提をもって現在、防災計

画、備蓄計画を進めているところであります。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 町長の今の答弁でした

ら、何ら問題ないと、今の状況で十分支援体制が

整っているから問題ないという話だったかというふ
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うに思います。 

 それは、この間の震災等、いろいろな条件を見ま

したら、必ずしも救出がスムーズにいっていないと

いう状況が見受けられます。私は、そのことを考え

たときに、町長が想定されるのは、あくまでもよい

条件のときというふうに、私は今の答弁の中で聞い

ております。 

 しかし、災害時というのは、ここ一帯で一斉に災

害が発生するということも当然考えられます。災害

の内容によっては異なりますが、そういうことを考

えたときに、常に行政というのは、非常事態という

ことを想定して、各施設における避難備蓄品を必要

最小限整えることがやっぱり義務ですし、当然防災

計画の中にも、体制を整えた各施設の備品確保は当

然位置づけられているわけです。そのことを考えた

ら、町長の答弁というのは、全く的外れな答弁をさ

れているのではないかなというふうに考えますが、

この点、きっちりと答弁願いたいというふうに思い

ます。 

 今、何回も言いますが、もう既に今の避難施設に

おいては、備品が十分整っていない施設がたくさん

あるわけです。そういうことも考えた場合、ただ支

援体制が図上で整っているから大丈夫だというので

はなくて、災害時に、非常事態で何が起こるかわか

らないということであれば、必要最小限、そこで暮

らせる、そういう支援物資が各避難施設に一定部

分、全部ないとしても、あるということを前提の計

画を立てるべきだというふうに考えますが、そこは

どうでしょうか、町長。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 現在、町で持っております防災計画をごらんに

なっていただければ御理解いただけると思います

が、当町として、一定程度根拠を持って想定いたし

ております災害時を想定した中で、１次避難、２次

避難というような避難計画、それに伴います必要な

備蓄品、あるいは供給体制、そういったものを構築

しているところでございまして、全ての避難場所で

完結するというような想定を持った計画となってい

ないことと、これまで私どもが防災計画を立てる中

で専門家の御意見、あるいはそういったものを参考

にする中で、全ての避難施設について、全てを整え

るというような、そういう備蓄計画というものは、

一般的にはそういう計画を持ち合わせていないのが

通常かというふうに理解しておりますので、私ども

もそういった一般防災計画を立てる上においての常

識をしっかりと踏まえた計画になっていると理解し

ているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） その常識というのが、い

つも覆るというのが避難、災害時なのです。私は、

当然やはり必要最小限のものは、完結するというこ

とではないかもしれませんけれども、しかし、数日

間、あるいはそういうことを想定して、各避難施設

については、備蓄品を備えておくべきだというふう

に思います。これは、避難する方にとっては非常に

重大な問題です。行政が大丈夫だと言ったとして

も、避難者にとっては、そこに避難して、車椅子が

あるかどうか、赤ちゃんが避難した場合に粉ミルク

があるかどうか、そういうことが一番、トイレがあ

るかどうかも含めて、必要なことなのです。そこへ

行って何もないということになれば、ますます不安

を助長するということにつながるわけですから、私

は全てそこに完結することを目的とするのではな

く、必要最小限のものだけでも備蓄しておきなさい

ということを言っているわけですから、これもでき

ませんか、町長。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 これまで当町でのそういった被災経験はありませ

んが、しかし、これまで全国的なさまざまな経験、

あるいは知見等に基づいて、そういった避難計画が

持たれており、それらを私どももしっかりと踏まえ

た中での計画を立てているわけでございまして、米

沢議員がお話しのような、そういう想定を持った避

難計画、あるいは備蓄品計画というのは、一般的に

は、そこまでは想定していないのが一般的ではない

かというふうに考えておりますが、しかし、不安を

解消するというような、そういう取り組みは、これ

は不断に行っていかなければならないというふう

に、しっかりとそこは整理をしてまいりたいと考え

ているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 整理をしてまいりたいと

いうことですから、当然お認めになったということ

であります。避難者の立場に立てば、どのような状

況の中で避難するかというのは本当にわからないわ

けで、避難所へ行って初めて、何が足りないという

話になるわけですから、私は必要最小限の備蓄品と

いうのは、何が何でも備えるべきだというふうに

言っておきたいというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、避難指定施設の見直し等

の問題であります。 

 例えば社教センターでも３,０００人という収容

人員ということが想定されております。地域の施設

では２００人、あるいは数が多いから１００人に
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なったところもあります。 

 もう一つは、各住民会ごとの指定避難施設がそこ

になっているけれども、防災計画に位置づけられて

いるけれども、もう既に家屋には人が住んでいない

というような状況等があったり、あるいは避難する

場所の施錠管理を誰がしているのかわからないとい

う声もやはり聞かれております。 

 そういうことを考えたときに、現在の上富良野町

の、ここにも述べられているように、今後十分、避

難所の現状が受け入れられる人数に見合った施設な

のかどうなのかということをもう一度、やはりきっ

ちりと押さえながら取り組む必要があるというふう

に思います。 

 例えば社教センターでも３,０００人ということ

になれば、仮にあそこに、何らかの要因で保健セン

ターにボランティアセンターが設置されないという

状況になった場合、あそこに想定するということも

考えられます。そういう場合、いろいろな方が入っ

てくるわけですから、あそこの施設で３,０００人

の収容ということになると、目いっぱい、ぎりぎり

で窮屈という状況になるわけですから、そういう計

画はきっちり持つということは大切だと思いますけ

れども、企画どおりには物事はいかない部分もある

ということを前提でお話ししていますが、しかし、

そういうものも含めた避難指定施設のあり方、人員

の受け入れ方や防災備品の設置というのは重要だと

いうふうに思いますが、この点、現状しっかりと受

けとめて、どのようになっているのかということを

御存じなのかどうなのか確認しておきます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の避難施設

等についての御質問にお答えさせていただきます

が、避難施設、場所等につきましては、鋭意見直し

も含めて、見直しの前提となる現状把握というもの

を常にさせていただいております。 

 そういう中で、さまざまな災害を、想定できる災

害の中で、住民の皆さんの避難行動がどのように実

際に行われるであろうという想定をもちまして、指

定されている場所に十分収容可能スペースがある

か、あるいはそこへ到達するまでに危険な箇所がな

いか、そんなことも再点検をしながら、現在、冒頭

のお答えでもお答えさせていただいておりますが、

新たな地域を、地域がえをお願いするなど、そう

いった見直しも含めて、不断の見直しを図っており

ます。どこに課題があるかということは、まだまだ

これから検討の中で出てくる可能性もありますし、

さらに、１カ所に過度に避難者が集中したときに、

どういうふうに分散させるかなど、そういったこと

も当然想定しながら計画を立てておりますので、そ

れは常に最新の計画を持ち合わせるような取り組み

をしておりますので、ぜひ御理解を賜りたいと存じ

ます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ現状を、町長、歩い

ていただいて、実際に本当にこの施設が避難者を受

け入れるような体制ということになれば、いろいろ

なことが想定されますので、ぜひ現場に出向いて、

その実態等について、もう一度確認しておいていた

だきたいということを言っておきます。 

 次に、災害ボランティアセンターの開設等につい

てお伺いいたします。 

 災害ボランティアセンターは、保健福祉センター

等がという話になっておりますと同時に、その状況

等によって場所が変わるというような答弁であった

かというふうに思います。 

 しかし、いずれしても、災害が発生したときに、

どこにボランティアセンターを設置するのかという

ことをあらかじめ想定しておかなければ、その都度

考えるということでは間に合わない。やはりそうい

うことをきっちり位置づける必要があるというふう

に思いますが、この点はどのような認識なのか、お

伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員のボラン

ティアセンターに関します御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 ボランティアセンターは、ボランティア活動を行

う拠点につきましては、社会福祉協議会がその主体

的な運営を担うと。町は、その活動をしっかりと連

携しながらサポートするというような、それぞれ役

割分担の中で活動が行われるというふうに想定して

いるところでございます。 

 どこの場所をもって、その機能を果たさせるかと

いうことにつきましては、冒頭申し上げましたよう

に、現在のところ、一般的な災害を想定した中での

場所としては、かみんを一応、関係機関の社会福祉

協議会も含めまして、共有しているところでござい

ますが、しかし、それぞれ災害の種類あるいは時

期、あるいは避難されてくる、先ほどもお話ありま

したが、ボランティアセンターとして想定している

ところが、避難者のための機能としていっぱいに

なってしまうというような、そういうようなことも

想定する場合に、そういった救援・救助活動が、ス

ムーズに支援活動が行われるような場所というの

は、何カ所かやはり想定しておかないと、固定して

しまうということは、非常に柔軟性がなくなります

ので、私どもといたしましては、複数の箇所をいつ

でもボランティアセンターとして機能できるよう
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な、そういう準備態勢をとっておくことは、むしろ

重要だというふうに考えておりますので、北海道も

今、道社協と同じような研究を今しておりますの

で、それを受けて、町の社協も一緒に町も入りまし

て、そういう勉強を今重ねているところでございま

して、場所を特定するというようなことをもって、

ボランティアセンターということを計画上押さえて

いく予定ではございませんので、複数箇所を想定し

た中で、これからも取り進めるのがよいかというふ

うに考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） この答弁書の中で、適切

にその場所については提供するよう努めてまいりた

いということで、その都度ですから、現状でははっ

きりとしたボランティアセンターというのはどこに

なるかわからないというような答弁ではないです

か。それなのに、なぜはっきり何カ所か指定して進

めたいということを言い切れるのですか。だから僕

が言っているのは、あらかじめ、進めたいというだ

けで、どこをどうするのかということが町長の答弁

の中では受け取れないのです。 

 あらかじめ、いろいろなことが想定されますか。

こことここは、非常時においてボランティアセン

ターとして開設できるのではないかということを、

日ごろからきちっと掌握しなさいということを私は

言っているわけで、その質問に対してなかなかき

ちっとした答えが返ってこないのです。 

 昨年度、ボランティアで南富良野町へ行きまし

た。そのときも地域のＮＰＯの人がボランティアセ

ンターを支援したりだとか、あるいは道社協が来て

支援したりだとかして、当然、そんな災害というの

はいきなり来るわけですから、戸惑うところもあり

ます。そういう人たちが支え合いながらボランティ

アセンターの運営をしていたというのが、南富良野

町の現状でもあります。 

 そういうことを考えたときに、私は、あらかじ

め、こことここについてはしっかりと位置づけられ

るのではないかということを、最初から想定した考

え方を行政が持つべきだというふうに思います。 

 この答弁の中では、確かに、その都度ということ

で、含みとして、ここは想定しているという話なの

かもしれませんけれども、あらかじめきっちりとし

たボランティアセンターの位置づけをやっぱり持つ

べきだというふうに思いますが、この点、もう一度

確認をお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員のボランティアセ

ンターに関します御質問にお答えさせていただきま

すが、私どもといたしましては、そういったあり方

について、社会福祉協議会と常に共有していくこと

が大事だ考えておりますが、場所につきましては、

米沢議員が御意見を述べられておりますような想定

は、私どもは持っておりませんので、場所がどこに

なっても機能、ボランティアセンターとしての機能

をしっかりと果たせるという体制を整備しておく

が、まず第一義であって、場所をあらかじめ数カ所

想定してというような精神的な、防災計画を練る中

で、こういったことも想定できるなということの共

有はいたしたといたしまして、あらかじめこことこ

ことここというような箇所を特定してということ以

前に、どこがセンターになろうと、しっかりと機能

を発揮できる、そういう体制を整えることが私は行

政として取り組むべきことかと、そんなふうに理解

をしておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 何回も言いますが、あら

かじめ想定しておけば、どんなときでも、計画があ

りますから、その計画に沿う状況ではないにして

も、どこのボランティアセンターを開設、非常に間

に合わないから、例えば指定していた４カ所でも間

に合わないから、ここに、何々というところにしよ

うだとか、発想が持てるわけですから、その発想の

持てる計画を事前にきっちりしておかなければ、非

常時に迷うことがあるわけです、一つには。そうい

うことが私は大事だということで、今回、ボラン

ティアセンターの開設等について質問しております

ので、まだこの点について実情を町長自身が理解さ

れていないのかなというふうに思いますので、必要

な人材の確保も出てきておりますし、福祉協議会の

ボランティアをする上での体制があるのかというこ

ともいろいろ、行って話を聞きましたし、この点も

含めた改善が必要だと思いますので言っておきたい

というふうに思います。 

 次に、福祉避難施設等についてお伺いいたしま

す。 

 保健福祉総合センターがその役割を担うとしてい

ると同時に、ラベンダーハイツや北の峯学園など、

３カ所を指定するとともにということでなっており

ますが、これは各施設については、十分理解を求め

た上で、納得された上で、避難施設ということを指

定されているのか、あるいは町自身の計画としてだ

け、ここを今後、計画として位置づけたいというふ

うに考えられているのか、どちらでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の再質

問に私のほうからお答えさせていただきます。 

 ただいま町のほうで計画をしています、福祉避難
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所として指定を考えているラベンダーハイツ、デイ

サービスセンターかみん、それから緑町の通所事業

所につきましては、それぞれの対応のところと事務

レベルで協議をしておりまして、双方についても、

そういう協議をお互いにしておりますので、理解を

しての準備を今、作業を進めているということであ

ります。 

 福祉避難の関係につきましては、北海道のほうで

もガイドラインを示していただいておりますので、

そういう指定の避難所を指定するとともに、大きな

施設等においては、一般の指定避難所においても、

福祉的な支援の必要な方についてもいらっしゃると

思いますので、そういう人たちのために福祉避難室

なども整備をしていくことが重要かなというふうに

考えておりまして、それらを福祉部門とも今事務レ

ベルで協議をしているということであります。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） もう一度確認いたします

が、この３施設とも実務者レベルにおいて、きっち

りと連絡をとり合い、ということで確認してよろし

いですか。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） それぞれお声をかけさ

せていただいております。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） お伺いしたいのは、上富

良野町に福祉避難施設がどこにあるかわからないと

いうのが町民の方の声です。ガイドライン、国が進

めたガイドラインの中にも、住民に対してきっちり

と周知しなさいということと、どういう方が、いわ

ゆる要援護者含めた、乳幼児だとか妊産婦の方だと

か、そういう方等がたくさん来られる可能性があり

ます。要支援者だけではなくて。 

 そうしますと、何が起きたかということで、ほか

の実情なのですが、そういったところであって、福

祉避難指定施設ということであったとしても、緊急

時ですから一般の人が避難してくるということも当

然あるかと。福祉避難施設の機能、役割という点で

は、混乱を招いたということであります。この点を

聞いて、そうだなというふうに思います。 

 だからこそ、事前にそういうことに対する対処、

細かく事務レベルで当然、現場の人と話し合わなけ

ればならないし、そういうことがあった場合、どう

いう対処が必要なのかということを事前に熟知する

必要が私はあるのだろうというふうに思いますが、

そういうことも含めた避難場所のあり方、福祉指定

施設のあり方というのは、もっと一歩一歩段階を踏

みながら充実していかなければならない現状が上富

良野町でも私はあるというふうに考えております

が、この点についてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 福祉的機能を有する避難施設につきましては、そ

ういったことが住民にしっかりと周知をしていく

と、住民の皆さん方も、そういったさまざまな福祉

的な支援を必要とする方、あるいは地域の方々も、

こういった方々はぜひ、そういう福祉的なものが

整っているところで避難をさせてあげるべきだと。

そういうような思いが町民の中でしっかりと共有で

きるような、それは日々の私どもの町民に対する説

明責任、さらに、各地域の自主防災組織等を通じ

て、それは本当に毎年毎年繰り返していくことが、

そういう思いが共有できることになりますので、そ

ういったことにつながるためにも、毎年行われてお

ります避難訓練等を通じて、そういうことを周知す

ることも大変重要でございますので、これはしっか

りと、繰り返し繰り返し住民の皆さん方に情報を提

供して、さらに、私どもといたしましては、どこで

そういう機能を持たすことを、あらかじめ想定する

施設につきましては、機能を持たせられるような、

そういう準備もあわせて行っていくことが重要と考

えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） もう一つ訴えたいのは、

あらかじめ指定した福祉避難施設にとどまることな

く、これで足りない場合、あるいは利用が不可能に

なった場合、いわゆる一定の学校等、あるいは一定

の規模のある施設を代替としてもガイドラインの中

では位置づけて、その機能を果たすべきだというふ

うに書かれているところであります。 

 恐らくまだまだ各学校の施設等に至っても、ここ

に、答弁で書かれておりますけれども、まだ十分、

どこを福祉避難施設として指定施設、場所として位

置づけるのかということが十分把握されていないよ

うな現状も見受けられますし、そういうことも含め

て、やはり大規模な施設、学校等、あるいは一定、

そういう人たちを受け入れられるような施設を確保

するということも必要だというふうに思いますし、

それらに対する支援人員が当然必要ですから、こう

いったところまでのきちっとした体制づくりという

のは当然必要ですし、当然含めた福祉避難施設等の

位置づけというのは、十分考慮する必要があるとい

うふうに思いますが、この点どのようになっている

のか、学校等がもしもそういった場合になったとき

の施設等の場所になる可能性もあると思いますが、

ここはどのようになっていますか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 
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○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 既に、申し上げるまでもございませんが、上富良

野小学校を改築したときに、上富良野小学校につき

ましては、そういった避難施設としての機能も兼ね

備えた学校として、皆さん方に御説明しながら改築

をさせていただいた経緯にもございます。そういっ

たこと、米沢議員のほうからお話ありましたような

ことに対応できるような、そういう機能を持った学

校に整備させていただいておりますので、その中に

さらに福祉的な機能を付加するということも私ども

としては、冒頭のお答えでお答えさせていただいて

おりますが、イメージの中に持っておりますので、

そういったこともしっかりと対応させていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ詳細について充実を

図っていただきたいというふうに思います。 

 次に、災害時における役場庁舎の機能保全事業に

ついてであります。 

 確かに多額の財政が必要になるかというふうに思

いますが、しかし、バックアップ機能が保健福祉総

合センターにあったとしても、万が一倒壊した場

合、避難施設等、あるいは福祉施設等になるという

可能性がありますから、本部機能をどこに維持する

のかということが当然求められてきます。 

 そういった場合に、やはり本部庁舎がきっちり

と、司令塔としての役割を担わなければならない部

分があるかと思います。ほかの施設でも可能かとい

うふうに思いますが、そういうことを考えた場合、

今後、総合計画等の中にきっちりと位置づける中

で、今後の見通し等については、方向性を見きわめ

たいということを考えておりますから、総合計画等

の中に位置づけられるのかどうか含めてお伺いして

おきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 庁舎の耐震も含めましての

考え方についてお答えさせていただきますが、ま

ず、結論から申し上げますと、次の６次総の中で、

庁舎の改築等は恐らく位置づけは無理であろうとい

うふうに思っております。町民の行政サービスを求

める、また、住民サービスを充実させていかなけれ

ばならない、そういったもろもろの要望、もろもろ

の住民が求めておられるものを総合いたしますと、

役場庁舎、消防庁舎については相当優先度は低い

と。私どもの思いとしては、真っ先にという思いも

ありますが、しかし、現実はそうでないということ

を私は受けとめておりまして、これから時間をかけ

て町民の皆さん方と、どういった方向づけをしてい

けばいいのかということを議論をさせていただく、

意見交換をさせていただくぐらいの段階かなという

ふうに私は理解しているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ検討していただきた

いと思います。 

 次に、高齢者の運転免許証の自主返納についてお

伺いいたします。 

 予約型タクシー等も含めて、今後、支援体制を、

情報を集めながら検討してまいりたいということの

答弁であります。 

 私は、そういうのも含めて、高齢者の方が買い物

等で利用するときに大変だということがありますの

で、それも含めて十分検討して、予約型タクシーだ

けにこだわるのでなく、幅広く検討すべきだと思い

ますので、答弁をお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 高齢者ドライバーの免許証

の自主返納に対します足の確保につきましては、い

ろいろ全国で事例も聞いておりますので、何らか

の、少し背中を押せるような、また、安心して生活

ができるようなことは、これは欠くことができない

サービスだと思っておりますので、少し研究させて

いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１１番

米沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１０番髙松克年君の発言を許します。 

○１０番（髙松克年君） さきに通告してあります

２項目７点について町長に伺います。 

 第７次農業振興計画における農業・農村振興実践

プランについて。 

 ２９年度の執行方針にもあるように、第７次農業

振興計画の中で、農業・農村振興実践プランができ

ているが、具体的な項目について、平成２９年度に

行う施策をお伺いします。 

 小規模土地改良事業としての自力による暗渠排水

事業の一部助成についてどのように行うか。 

 農地防災・減災事業は、平成２８年度を踏まえ、

どのように行っていこうとしているのか。 

 食育、地産地消による地元消費者との交流拡大の

施策はどのように考えているのか。 

 高収益作物、特産物生産の取り組みについて、ど

のように拡大を図っていくのか伺う。 

 畜産担い手総合事業は、平成２８年度において終

了しましたけれども、今後、新規の畜産関連事業に

取り組む可能性はあるのかお伺いします。 

 ２項目めとして、演習場の管理及び騒音について
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お伺いします。 

 演習場は、ベベルイ川の最上流部に当たり、昨年

の河川災害を踏まえて、防衛事業南部地区土砂流出

対策の現状をどのように考え、今後どのように進め

るべきと考えているか、お伺いします。 

 町は、防衛省、防衛局、基地対策協等を通じて、

演習場周辺における状況、状態を伝え、要求をして

いると思いますけれども、本町における住宅防音地

域の拡大についてどのようになっているのか、お伺

いします。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの第７次農業振興計画における農

業・農村振興実践プランの具体的施策に関します５

点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の暗渠排水事業に対する助成措置に

ついてでありますが、部分暗渠の施工など、小規模

な排水事業にも対応できるよう、平成２８年度から

暗渠資材費に対する助成事業を開始し、１１件の実

績となっております。平成２９年度におきまして

も、助成基準に基づき、事業を実施し、排水対策を

促進し、圃場条件の改良につなげてまいりたいと考

えております。 

 次に、２点目の農地防災・減災事業についてであ

りますが、議員の御発言にもありますように、昨年

７月３１日の局地的豪雨や８月の一連の台風によ

り、農地及び農業施設にかなりの被害が発生したと

ころでありますが、これまで実施してまいりました

沈砂地の整備や緩衝緑地帯の造成、植生土のうの配

置など、農業者がみずから取り組む防災・減災事業

によって、被害の軽減が確認されているところであ

り、本年度におきましても、引き続きこれらの取り

組みに対しまして、助成支援を行ってまいります。 

 なお、先ほどの暗渠排水事業助成並びに農地防

災・減災事業につきましては、中山間地域事業の活

用を予定しているところであります。 

 次に、３点目の食育と地産地消に関する消費者と

の交流拡大に関する御質問にお答えいたします。 

 まず、食育に関してでありますが、農業者がみず

から行う食育活動につきましては、食育イベント等

への運営支援を初め、「野菜ソムリエ」など資格取

得に伴う経費の助成制度を設け、取り組み者への活

動の充実・向上につながるよう支援させていただい

ております。 

 一方、健康管理や教育活動の観点からも食育活動

は行われており、これらの取り組みに対し、地元食

材を提供するなど、必要な支援、協力を行っており

ます。 

 また、直接的な取り組み事業といたしましては、

地元農業者の協力も得ながら、学校授業の一環とし

て、上富良野小学校５年生を対象に、農業学習とし

て、収穫体験を通じ、地域農業や農作物への理解に

つながる取り組みを行ったところであり、今後にお

きましても、これらの取り組みを積極的に進めてま

いりたいと考えております。 

 また、地産地消による地元消費者との交流拡大に

ついてでありますが、直売などへの農業者の活動支

援を継続して行うとともに、「まるごとビアガーデ

ン」や「収穫祭」など、地産地消や地元産にこだわ

るイベントの充実を図り、これらの機会を通じ、地

元で生産される農畜産物への消費者の理解が深まる

とともに、さらに生産者と消費者の交流が進み、地

産地消へつながるよう取り組んでまいります。 

 次に、４点目の高収益作物、特産物生産の取り組

みについてでありますが、産地形成の維持及び農業

所得の向上を目的に、平成２８年度において、町独

自の施策として、収益向上作物生産振興事業を設け

たところであります。 

 この事業は、町が指定する作物の新規導入、増

反、更新に対し、必要経費の一部を助成するもので

ありますが、事業初年度の平成２８年度におきまし

ては、事業件数が１１件、補助額は約１,１３０万

円という高いニーズがあったことから、今後、収益

の向上につながるものと期待され、平成２９年度に

おきましても事業の周知を図るとともに、事業を継

続実施し、農業所得の安定・向上につなげてまいり

ます。 

 とりわけ、これらの所得向上事業につきまして

は、所得向上とあわせ、担い手育成にもつながるこ

とが期待され、事業の安定的な継続が重要と考えて

おりますことから、しっかりと成果が生まれるよう

取り組んでまいりますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

 次に、５点目の畜産担い手整備事業の今後の展望

についてでありますが、平成２５年度から行われて

きました「新ふらの地区」畜産担い手整備事業につ

きましては、受益戸数１１戸、草地整備約１１０ヘ

クタール、育成舎１棟を整備し、平成２８年度を

もって終了したところであります。 

 今後、新たに取り組み予定の畜産担い手総合整備

型再編整備事業につきましては、自給飼料の確保な

ど、安定した畜産経営を行う上で、非常に有効な事

業であると認識をしており、また、受益者の負担軽

減策についても、さらに充実が図られたことから、

早期の事業着手を含め、受益者の皆さんや関係機関

と連携しながら取り組んでまいりますので、御理解
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を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの演習場の管理及び騒音問題に関

する２点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の上富良野演習場内における南部地

区土砂流出対策事業についてでありますが、本事業

は、防衛省の上富良野演習場障害防止対策事業とし

て、町が施設管理者である北海道防衛局から委託を

受け、ベベルイ川の土砂流出対策工事を進めている

ところであります。 

 まず、南部地区土砂流出対策の現状認識につきま

しては、平成２３年に発生した集中豪雨により、河

川敷地内の護岸ブロック及び護床ブロックが被災を

受けまして、平成２５年から２７年の３カ年で復旧

工事を完了したところであります。 

 しかし、昨年８月に発生いたしました集中的な豪

雨により、日雨量１８０ミリ、最大時間雨量５０ミ

リという計画設計値を超える豪雨が発生し、護岸及

び護床ブロックが大きく壊れ、甚大な被害となった

ところであります。 

 このため、施設管理者である北海道防衛局におい

て、２次災害防止のため、緊急対策として、危険な

箇所の一部ブロックの撤去を行いました。一方、町

では、北海道防衛局からの委託を受け、現在、復旧

工事を行うための実施設計中であり、一日も早く復

旧が図れるよう作業を行ってまいります。 

 次に、今後の対応についてでありますが、まず

は、平成２９年度に応急工事として、ブロック等の

撤去を行い、その後は、被災の因果関係を含めた詳

細設計を行い、復旧に向けた本工事につきまして

は、平成３０年以降となる予定であります。 

 次に、２点目の演習場周辺における騒音対策につ

いてでありますが、上富良野演習場に係る住宅防音

区域につきましては、平成２４年度に演習場外で８

１デシベル以上の騒音が測定された東中倍本地区な

どの一部が指定され、以降、対象となる６戸のうち

４戸について住宅防音補償工事が実施されておりま

す。 

 平成２６年４月には、倍本浄水場隣接地に騒音測

定器が設置され、砲撃音評価値等が公表されており

ますが、演習場周辺住民の方々につきましては、砲

撃音による低周波振動により、生活環境への影響も

あるかと思われることから、現在、北海道基地対策

協議会等を通じて、砲撃訓練が実施される演習場周

辺の住宅防音工事の助成制度につきまして、基準騒

音量と防音工事限度額の改正を図るよう要望を行っ

ているところであります。 

 また、騒音の常時測定場所につきましても、地域

の意向を踏まえながら、常設場所の変更について、

北海道防衛局へ要望を行っているところであり、引

き続き地域の生活環境の改善に努めてまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 第１に、暗渠排水に対し

ての自力による施工に対しての助成ですけれども、

これは、各農家において、昨年のような多量な雨に

は対応できないのかというふうにも思いますけれど

も、しかし、常時土壌水分を下げておくということ

は重要なことだと思います。また、作物を湿害から

守り、良質な製品を生産していくというためにも、

また、貯蔵性の確保の上でも重要なことだと思い、

前倒しして２８年から行われているということに対

しては評価をしているというふうに思います。 

 また、この助成措置の要綱とか要領というのが、

前倒しした部分では、全体に周知されているのかど

うかということをお伺いしたいと思いますのと、申

し込みから施工に至る時間的制約というのですか、

方法というか、それらあたりについて、例えば暗渠

管を導入して、入り口として施工し、施工確認を

もって完了とするというような方法をとっていたの

か、それとも申し込みをとり、それによってオー

ダーをして、その結果を完了とするというような方

法をとっていたのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １０番髙松議員のた

だいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

 事業の実施につきましては、農家の皆さんに、昨

年であれば、３月ぐらいの時期に、町の直接の事業

も含めまして、こういう事業を予定しておりますの

で、希望がある方についてはぜひお申し出ください

というようなことで、全体周知を図っております

が、事業の実施につきましては、一応期限は設けま

すけれども、予算の動向も含めまして、随時受付を

させていただいている形をとっております。 

 それぞれ個々に係る資材費の見積もりとかを徴取

をさせていただきまして、事業の申請、交付の決

定、完了、実績という形で、最終的には精算という

ような形で、おのおの対応させていただいて、進め

ているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） そういうことで、少し徹

底の部分で、こういうふうに行われているというの

を十分に知られていないところもあったりした部分

もあるのかなと思いますので、今後に期待したいと

いうふうにも思います。 

 次に、農地の防災・減災ですけれども、２８年の
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災害を踏まえてどのように行っていくのか、お伺い

したいと思います。 

 沈砂池、緑地帯の造成、植生土のうなどの機能を

有していることの効果は上げているということは十

分に認めますけれども、去年のあたりの状況により

ますと、周りの山林の多くが伐採されているため

に、多くのところで農地や農道に被害が見られ、ま

た、長年の被害が積み重なり、次第に農地の均平が

とれていないために年々溝が深くなって、より多く

の災害になってしまうということが、昨年の場合は

多く見られたのかなというふうにも思います。 

 また、農地の水害の場合には、中小河川に畑地な

どから砂礫や土壌が流入し、河床が高くなって、そ

のために起きている場合が多く、原因がはっきりし

ているところでは、やはりこれらにもしっかり対応

していくことが必要と思われますけれども、より幅

の広い地域、例えば１戸の農家だけで対応できない

のです、こういう場合は。そういう場合に対応が必

要かと思いますけれども、それについてどのように

考えるか、お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の農地防災

に対します認識についてお答えさせていただきま

す。 

 これまで雨が降るたびに土砂が流出したり、ある

いは大きく溝ができたりということを繰り返してま

いりました。最終的には、それらの土砂が公共排水

に流入したりということで、非常に副次的な悪影響

もありまして、まず、最小限度発生源で食いとめよ

うというようなところから沈砂池が設置され、さら

には植生土のう、あるいは緩衝緑地帯をつくるな

ど、対策を講じてきました。それが確実に成果とし

て出てきている状況がございます。それらについて

は、引き続き取り組んでまいりますが、一方、今、

髙松議員からもお話ございました。非常に範囲が広

範に及ぶところからの被害の発生というのは、それ

はなかなか、大きな被害をもたらせておりながら解

消できていないという実態もございます。 

 特に、私、国のほうにも申し上げておりますの

は、西山地区等におきまして、これまで国営事業で

畑地改良が行われてきました。当時は、自然の畑で

したから、それを前提に、それを受ける排水路、要

するに町の排水、さらには道の河川、そういったも

のは、そういうことを想定しない条件でトラフの大

きさだとかということを決めて、整備してあるので

すが、そういったことが全く機能しない、上の畑の

形状が変わったことによって、一つも排水が来なく

なったところもありますし、逆に小さな排水路に大

きな面積の水が一気に流れてくるというようなこと

で、そういう矛盾が今出てきておりまして、そう

いったことは町独自で対応できることを超えており

ますので、北海道や国に対して、そういった事業を

行うことによっての二次的なことも含めて対応して

ほしいということを申し上げておりますので、時間

はかかりますけれども、それら課題があることは認

識している状況でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 今、町長が答えられたよ

うに、ぜひ上部機関にもそのことを伝えて、これに

つなげていってほしいというふうに思います。 

 続いて、減災なのですけれども、これは、地域の

人たちも含めてですけれども、みずからの技術など

を使って行うことのできる減災というのもあり得る

というふうに思います。例えば、農家の人だったら

必ずやっているのですけれども、畝の立て方とか、

緑地帯を設けているとか、麦と緑地作物との混播に

よる保水力の保持とか、あと地力の維持のためにも

もちろん使われるのですけれども、そういうことは

やられているとは思うのですけれども、これらのこ

とについて、災害が起きそうなときに、そういうこ

とをアピールするようなタイミングというか、そう

いうものをもって、ぜひ注意喚起というか、そうい

うものを町でこれからできないか。例えば今、ワン

ストップで、農業者の集まるところへ農政が出かけ

るわけですけれども、その中でも、そのようなこと

において、うまく機能させられないかなということ

を思っているのですけれども、それについてどのよ

うに考えるか、お伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、災害の未然防止につながるお話かなという

ふうに思います。今までの背景を申し上げますと、

離農者がふえる、そして１人当たりの耕作面積がふ

える、農業機械が大型化する。従来ですと、自然に

逆らわない形で畝を立てていた作物、作型が、隣が

つくっていたところも１軒の農家がつくるようにな

りますと、機械も大きくなりまして、本来は、自然

に逆らわない形での畝立てが、自然に逆らって、長

辺長辺というふうに畝を立てるようになってまいり

ました。それによって、大きな雨を受けると一気に

流れる、また、大きな溝ができる。そういう繰り返

しをしております。そういう中で、なるべく自然に

逆らわないような作付形状をとっていただくよう

な、もちろん町としての、農協あるいは生産者団体

を通じてアピールもしております。 

 そういったこととあわせて、効率だけを求めるの

ではなくて、先ほど冒頭申し上げましたように、排



― 74 ―

水対策をすることによって解決できるような方法も

ございますので、そういったこととあわせて、生産

者に協力をいただきながら、まず未然防止につなげ

るということは、これからも積極的に、特に中山間

事業の中では、そういったことに対する応援もでき

ますので、あわせて考えてまいりたいと考えている

ところでございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） ことしは開基１２０年と

いうことなのですけれども、この町の農業の本当に

基礎というか、もとになったのは、それらの十分な

る土壌の保持を今まで先人たちがやってきてくれた

おかげだと思うのです。これに対して、やはり次代

につなげるためにも、先ほど言ったように、町もタ

イミングよく防災に対してというか、減災に対して

アピールを、今、我々の時代、その前の時代、我々

とすれば、若い世代の人たちにそのことをつないで

いくためにも、ぜひお願いしたいと思います。 

 次いで、食育に関してですけれども、食育と地産

地消、また、地元消費者への交流の拡大ということ

は、一体になって行わなければならないことなのか

とも思います。 

 食育については、平成１６年に食育基本法という

のができていますけれども、それの中には、子ども

たちに対しての働きかけとともに、大人たちの、今

の社会における問題、生活習慣病とか食へのこだわ

りがなくなって偏食に陥るとか、そういうことなど

についても、また、過度の痩せに対しての志向とい

うか、そういうものが問題になりますということま

でうたっているわけで、これらについて、やはり我

が町でも農業を基盤とする町の中で、食育の重要性

ということは非常に大きなことなのだろうと思いま

す。 

 医食同源という言葉がありますけれども、食べる

ことと健康とはつながっている。また、この町で

は、健康なまちづくりということを標榜する町とし

ては、この施策は非常に重要なことだと思います。 

 また、その食育に対しての思いをいたす人たちが

多くいるということも、これも町の、ある意味では

一つの強みかなというふうにも思っています。これ

を継いでいく人たちをバックアップし、つなげてい

くことも大切だと思います。それらについて、町

長、どういうふうに考えているか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の食育等に

関します、地産地消も含めてという意味合いも受け

とめておりますが、お答えさせていただきますが、

食を通じての地域の活性化、そういったことは、食

がもたらす影響というのは産業分野にまで及ぶ、あ

るいは教育にも及ぶというような、非常に貴重なも

のだというふうに理解をしております。 

 そういう中で、食を通じて健康づくり、これは直

結していることでございまして、まず、現在取り組

んでおりますのは、子どもたちを通じて、子どもた

ちのみならず、保護者、家庭の食のあり方について

まで波及するように、学校現場あるいはいろいろな

食育活動を通じて、現在、取り組みをさせていただ

いているところでございます。 

 そういったことを通じて、私ども普通に食べてい

る、上富良野町で生活する中で普通に食べている食

べ物が普通ではないのだと、要するに多くの条件が

重なり合って、おいしいものを食べていられるとい

うことを認識していただく中で、消費者との交流も

生まれるでしょうし、地産地消の活性化にもつなが

るでしょうし、食を通じてあらゆるものに波及をさ

せていきたい。また、さまざまなものが派生してく

るという期待も持てますので、これは非常に重要な

取り組みであるというふうに理解をしているところ

でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） それで、地産地消につい

てなのですけれども、これは、非常に難しい問題を

抱えている部分もあるのです。やはり消費者のニー

ズに応えていくということになると、少量で多品種

の作物を農家も供給しなければならないという難し

い問題があるのです、片方では。 

 それのために、これに参加する人たちの人数とい

うか、農家というか、それらの人たちが多く必要と

するのであろうと思います。毎日使いを片方、消費

者は求めているわけです。そういう中で、ニーズに

応えていく必要、これを満たすために、それらあた

りをコーディネートするような人材も必要と思うの

ですけれども、残念ながらそれらについての動き

が、以前からあるのですけれども、なかなかみんな

の食を満たすだけの、先ほど言ったような毎日使い

ができるような仕組みに、まだなりかねているとい

うところもあるわけで、その辺についてぜひ力添え

をお願いしたいというふうに思います。 

 それと、消費者との交流の拡大なのですけれど

も、ここの中でもうたわれているように、「まるご

とビアガーデン」とか「収穫祭」など、これらをぜ

ひ、自分の思いとしては、ドイツのオクトーバー

フェストのように、食からみんなが楽しめる、ま

た、町民が喜んで参加できる、そのベースから始

まって、これを広げ、食から楽しいお祭り、そし

て、地産地消も含めてですけれども、大きなイベン

トになれば、また一段と町の食、そしてまた、上富
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の食をつくってくれるのは、上富良野町の人たちの

舌と、農業に対しての理解というふうに思いますの

で、その点についての考えをお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の地産地消

に対します御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、議員から御意見ございましたように、さま

ざまな品目を地元で生産して、消費者の皆さん方に

お届けするという仕組み、これは、少量多品種栽培

ということになります。非常になりわいとして成り

立たせるということは大変困難だということも一方

ではあります。しかし、その必要性も感じるところ

でございます。 

 これからの農業のあり方として、私ぜひこれは、

第８次の農業振興計画等で反映できればと考えてお

りますが、さまざまな、例えば今の農地の担い手に

集約するというような流れの中で、現役農業者とし

てリタイアをされるような方が、やはりそれまで

培ってきたノウハウを持っているわけですから、そ

ういった方々、あるいは勤めが一定程度終えられた

方が、農業作物をつくってみたいというような

方々、そういった方々がまた別な農業のあり方をぜ

ひチャレンジできるような、そんな支援策がこれか

ら必要になるのであろうと。そういうことを通じ

て、多種多品目の農作物を供給できる体制もできま

すので、それはこれから非常に重要な課題だという

ふうに理解しているところでございます。 

 それと、さらに地産地消を活用した消費者との交

流、それらについては、先ほども申し上げましたけ

れども、これらの事業が町のにぎわいづくりにも直

結してきますので、これも昨年度から収穫祭も実施

させていただいておりますが、髙松議員がお話のよ

うな、本当に地域挙げてのお祭りになるようなこと

を目指して、ことしも取り組んでまいりますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 次に、高収益作物、特産

物の生産についてですけれども、現在の指定してい

る高収益作物にこだわらずに新しい作物を導入し、

それが地域農業の労働力配分、収益の向上などにつ

ながる作物であれば、ぜひ認めてもらいたいという

ふうにも思います。 

 また、新規就農の人たちがこれに携わるという

か、これに入っていくためにも、労働力と投資のバ

ランスなどを考え、成功に導いていくためにも、必

要な作物があるのであれば、それらに対しても助成

措置を行っていくということが必要なのではないか

と思います。 

 また、新しい作物に取り組むに当たって、農協な

どでは生産部会というものをつくったりするわけで

すけれども、最初、部会ができるほどの数量でない

場合、技術の向上などを目指して、技術を公開して

いくというような場にも町がかかわってほしいとい

うふうにも思います。 

 また、収益の向上のためには、市場の開拓と確保

が必要だと思うので、ぜひそういう作物ができてい

く場合には、多くの人たちに知らせていくというこ

とも必要なのだと思いますけれども、その辺につい

ての考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の生産向上

についての、高収益作物導入等についての御質問に

お答えさせていただきます。 

 私の、体験上の話も少し交えてのお答えになるか

と思いますが、上富良野町のみならず、オール北海

道ということを考えますと、これまで多くの地域、

多くの地帯で、さまざまな高収益作物として育てた

いということで、本当に数限りなく挑戦をしてきて

おります、上富良野のみならず。 

 しかし、結果的に、では、どこが残ったかと、ど

こが高収益作物として定着したかというのは、これ

は、歴史を見ればはっきりしておりまして、本当に

生産者が、仮に収益が立ち行かなくなったときで

も、産地として絶対生き残っていくのだという、そ

ういう強い意思を持って、戦略的に販売先を見つけ

たり、あるいは効率化を図ったり、低コスト化を目

指したり、そういう試行錯誤を重ねて生き残ったと

ころしか、実は産地として残っておりません。 

 ですから、私は、どちらかというと、作物をいろ

いろ、いろいろバリエーションを持つのではなく

て、やはり本当に生産者が信念を持って、産地とし

てつくり上げていく、高収益作物として位置づけて

いくという、そういう思いを共有できるものをやは

り基本とするべきだなというふうに考えておりまし

て、それを何にするかということは非常に難しいわ

けでございます。 

 そういった一助に、この４月からワンストップ化

を図ってまいります。毎日毎日顔を合わせることに

よって、そういったことの情報共有なり、思いを共

有できる機会がふえると思いますので、ぜひ髙松議

員からお話ありましたような、強い産地、そして高

収益になるようなものを目指してまいりますので、

ぜひ御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 次に、畜産の事業につい

て移りたいと思います。 
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 ２８年度まで行われてきた事業に対しては、それ

なりの効果、上富良野の町でも十分に上がっている

というふうに評価しています。酪農家の皆さん、畜

産農家、昨今、非常に黒毛和牛の評価も高いところ

へ持ってきて、数が少ないということで、上富良野

の牛は本当にトップセールに上がるぐらいの牛がた

くさん出ているということなども、本当に長い間辛

抱してきたと言ったら語弊ありますけれども、頑

張ってきた、それぞれの畜産農家の人たちの、本当

にたゆまない努力の結果だというふうに思っていま

す。その裏を支えるのがこの事業なのです。 

 新しく事業の展開が必要なわけですけれども、そ

れについても、昨今、酪農といえども、機能という

か形が変わってきて、施設型の事業というか、要す

るに牛舎とか、あらゆるものが近代的な新しい形に

変わってきていて、それらを十分に取り入れていく

ことが、労力的にも生産性の向上にもつながってい

くような状況になっているというところがあるの

で、ぜひ次の事業の中での展開としては、恐らく今

の上富の状況からすれば、取り合いになるようなこ

とになるのかなというぐらい、施設についての志向

は、今の若い人たちにあるというふうに思いますの

で、その辺に向けての拡充というか、それをぜひ考

えていってほしいと思います。 

 それと、今、そうなってくれば、また、労力の軽

減の問題が出てくるのですけれども、ＴＭＲなどに

ついても、相当長い間、酪農家の中でももまれてい

ることなのですけれども、何せＴＰＰが出てくる、

何が出てくる、いろいろな政策の変化によって、離

農して、農業をやめる人が年間に、北海道でも２０

０から３００にも及ぶというような中で、生産が追

いついていない。片方では、本当に必要とされてい

るのですけれども、そこへ行けないジレンマもある

わけです。このことについても十分なる、酪農家、

畜産農家との協議を重ねながら、ぜひ進めていって

ほしいと思います。決意のほどをお伺いしたいと思

うのですけれども。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の畜産振興

に対します御質問にお答えさせていただきます。 

 議員から御質問ありました新しい畜産担い手整備

事業につきましては、１年でも早く、これはまず、

基本的に事業が実施できるように北海道のほうに強

く働きかけをしてまいります。 

 また、この事業による畜産農家の強化について

は、非常に効果が高いというふうに理解しておりま

すし、また、希望も多いという実態もございます。

とりわけ、施設整備がウエートを占めるのか、さら

には、私の個人的な思いといたしましては、やはり

草地改良、そういったものはやはりベースにあるべ

きだと。特に草地改良については、定期的な草地改

良等を通じて、優良な を、粗飼料を確保して、そ

れが安定経営につながるというふうに考えておりま

す。 

 そして、それらが一定程度方向づけが確認できた

ときに、あわせて施設整備も同時に行っていく、そ

のような好循環が生まれるためにも、この整備事業

は大変重要であると考えておりますので、受益者の

皆さん方の思い、さらには、これらが後継者育成に

つながるという期待も持てますので、一生懸命しっ

かりと取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 第７次の振興計画の成功

のためには、今回行われた農業施策と農業、農家の

経済の一体化が常に必要だということを思います。

本当にその一助というか、トップランナーになって

もらうのが、町長が進めようとしている２９年度か

らの農業のワンストップ化だというふうに思います

ので、今後に絶大な期待を持っている一人として、

エールを送りたいと思います。町長の決意をお伺い

したいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきますが、先ほどＴＭＲについ

てのお答えが漏れておりましたが、ＴＭＲにつきま

しても、これはやはり担い手が減少してきている中

では、何としてもこれがセットで進まなければ安定

した畜産経営ができないというふうに考えておりま

すので、これは、酪農事業者だけではなくて、子牛

農業の人も含めて、ぜひＴＭＲ、さらにはコントラ

クター事業、そういったことに波及していくように

意を用いてまいりたいと考えております。 

 そういったもろもろの事業を総括的に進める中

で、上富良野の本当に力強い農業経営づくりができ

るものと考えておりますので、ワンストップ化も含

めて、ぜひ多くの皆さん方と意見を重ねながら、第

８次の農業振興計画の中で、それらをしっかりと書

き込んでいけるように努力してまいりたいと考えて

おりますので、御理解と御支援を賜りたいと存じま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 次に、演習場の管理と騒

音問題についてお伺いしたいと思います。 

 昨年度のベベルイ川の護岸の洗掘、崩壊など、東

中地区では非常に脅威に思ったところであります。

その最も上流部に当たる演習場、これを水源とする
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わけですけれども、町が管理監督して、防衛事業と

して行ってきた南部地区土砂流出対策事業が、３カ

年を経て、せっかく仕上がったと思ったところが、

本当に見るも無残というか、護岸の壁というものな

どが下に流れたために、すぐ下でも本当に洗掘がひ

どくて、これであと３０分同じ雨量が続けばという

ぐらいのところまで行ってしまったわけです。 

 そのような中で、今後、この演習場の状況も踏ま

えて、どのような復旧工事を行っていくのか、ここ

で書かれてはいますけれども、果たして本当にそれ

が３０年まで待てるのか、その前にやらなければな

らないこともあるのではないかというふうに思うの

ですけれども、その辺についてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 髙松議員のベベルイ川の上

流の南部地区土砂流出対策事業についての御質問に

お答えさせていただきます。 

 本事業の仕組み等については、冒頭お答えさせて

いただいているとおりでございますが、ベベルイ川

の上流部につきましては、特に、川の構造上、魚道

等も設置しております。そういったことは、通常で

あれば階段工を何カ所も、落差工を設けることに

よってその流速を弱めたりできるのでしょうが、因

果関係はこれから調査してまいりますが、そういっ

た魚道もあわせて設置しているなどから、自然に近

い流れを一部確保しておりますので、北海道防衛局

も非常に急ぐ必要があるということは私も直接聞い

ておりますので、ただ、どういうふうに因果関係

を、豪雨と、２３年から、過去に行った事業がどう

いうふうに不備だったかということを検証した上で

ないと、次に進むべきでないと考えておりますの

で、一定程度の月数を経た中で、因果関係を明らか

にして、新しい形を求めていくことが必要であろう

というふうに考えておりますので、それには一定程

度時間が要るということを御理解をいただきたいな

と考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） そのことなのですけれど

も、地元の人たちにどういうふうに理解を求めてい

こうとしているのかも重要だと思うのです。 

 実際に多くの人たちが歩いてみて、その結果、や

はりこれはひどいなということ。そして、演習場の

中ですから、門のあるところから中に地元の人たち

は入れないわけですけれども、それをかいま見た人

たちは、やはりあれだけひどくなるということはど

ういうことなのだろうと、自分たちでも理解できな

いと。 

 １９８２年の災害のときの思いを、また想像させ

るような状況というのが昨年、本当に、時間にすれ

ば長い時間ではなかったとは言いながらも、これが

あと１時間続いたらというような脅威、その現況に

なっているのが、あの大きな演習場の中の状況だと

すれば、これは、本当にどうすればいいのだと。 

 これで、町長も一生懸命進めている、下の圃場整

備事業、東中の農家の未来をつなぐというか、そう

いう事業に対しても、今、１枚の田畑が大きくなっ

ているために、そこへ、例えばベベルイ川があふれ

た場合には、言ったらあれですけれども、再起不能

というようなことになるのではないかというおそれ

を持っている。みんなが今回の災害というか、溢水

はしませんでしたけれども、あの護岸の洗掘などに

対しては大きな脅威を持ったわけです。 

 その上流部にあっての演習場ですから、外から見

る感じては、小灌木はあるけれども、治水が保たれ

るようなところではないし、そしてそれがまた、車

両などが通った跡を復旧できるかというと、できな

いで、そのまま溝になっている状況、これらを見る

と、やはり当然起こるべきして起こったのかなと。

そういうことで流さないために、大量の砂利を運ん

だ経緯も地元の人たちは見ているわけですけれど

も、それでもどうなのだろうという気持ちがあるの

です。それにどう応えていくか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の南部地区

の土砂流出対策についての御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 議員が御懸念をお持ちのようなことが起きないよ

うに、実は対策を図っているところでございます

が、２０号から以南の下流域につきましては、その

上流も少し、ベベルイ川、神谷川も含めて、下流部

につきましては、一定程度の整備がなされていると

いうふうに思っております。 

 しかしながら、上流部からの影響で下流部に、例

えば土砂等が多くたまって河床が上がったりすると

いう、そういう副作用はやっぱり想定しておかなけ

ればなりません。そういう意味におきましても、上

流部の整備というのは大事だというふうに考えてお

ります。 

 私も何度もあそこの現場を見ておりますので、驚

くぐらいな傷み方でございました。それについて

は、先ほど申し上げましたように、因果関係をしっ

かり見定めた中で、次の改良をするということでご

ざいますが。 

 既に、さらにその上流に支川が幾つかございま

す。実は、ことしから支川整備を手がけることに

なっておりまして、そういった根っこを少し、もと
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を断とうということで、支川にまでも今、整備が、

手をつけられておりますので、そういうことを通じ

て、１カ所に集中することが緩和されてきますの

で、それらも、これからも引き続き、早急に整備が

進むよう要望を続けて、取り組んでまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 次に、騒音の問題に入り

たいと思います。 

 恵庭市はこういうことを市民に知らせています。

指定から外れた演習場地区での騒音測定調査や演習

場訓練の運用状況に合った地域指定拡大を求めると

ともに、指定地域の工事の早期実施を国に対して強

く要望していくということを市民に知らせていま

す。 

 我が町においても、あそこに測定器を置いて測定

されているわけですけれども、去年、２８年の公表

によると、１月から１１月の間でも１日の最大値が

８０デシベルを超えた日は６５日中５８日、１００

デシベルを超えた日は６５日中１３日あるわけで

す。 

 また、２８年度８月の１カ月の１０日間の砲撃音

の平均値の中に、１日の平均値で８２.８デシベル

を超える日があり、承知のとおり、この測定をする

際に使用している、地域の指定をするために言われ

ているデシベルは、先ほど町長も答えられているよ

うに８１デシベルなわけです。これを超えるような

日がある。それは平均でですよ、平均で。昨年度の

答の中では、１年間の平均でも８５デシベルぐらい

というようなことだったわけです。それについてど

のように考えるかをお伺いしたいというふうに思い

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の演習場か

ら、演習に起因いたします騒音についての対応につ

いての御質問にお答えさせていただきます。 

 私どもも、議員がごらんになって、常時測定して

おりますので、状況については私どもも承知をして

おりますが、数値等については少し差異があるのか

なというふうに思いますが、今それを論ずる気持ち

はございませんが。 

 いずれにいたしましても、議員の御質問の中で、

住民に対する、当該地域に対します説明なりという

ことは、これまでも重ねてきておりますが、オール

上富良野というような視点を持っての広報について

は、今まで取り組んでおりませんが、学校の防音対

策等も現実に何年も続けて取り組んでいることもあ

りますので、広く住民の皆さん方にどういうよう

な、周辺対策あるいは防音対策も含めて行われてい

るかということの理解をしていただくための周知活

動というものは、これは少し検討させていただい

て、必要があれば行ってまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

 いずれにいたしましても、周辺の住民の皆さんに

対しまして、騒音による苦痛を与えているというこ

とは、私どもも常々防衛省のほうに申し上げており

ますし、それを立証するために常時測定を行ってお

りますので、あわせてそういった実態も、議員から

お話ありましたような、地域の思いも引き続き伝え

てまいりたいと考えておりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） それで、今言われている

ようなことで、地域の指定の問題もあるのですけれ

ども、それらあたりの一つの基準値になっている８

１デシベルが、先ほど言ったように、平均の中で８

２.８デシベルを超えているということの差という

のも、これもまた大きいことだというふうに思うの

です。８１デシベルを超えるところには、一つの地

域として、防音の整備をしなければなりませんとい

うことを言っているのですけれども、測定器の置い

てあるところで８２.８デシベル、１日の平均とい

うことなのです。指定地外と言われているのです、

今、測定しているところは。そこのところではかっ

ても、１日の平均です。 

 ちょっと例を挙げますけれども、例えば１日の平

均で７０デシベルを、測定器の置いているところで

はかっているとすると、１日の中で最大になるの

は、必ず１００デシベルを超えているのです。それ

は、今、総務課長、頭下げるように、知っていると

いうことだと思いますけれども、そういうような状

況の中にあるのです。 

 それで、今、指定地の拡大という問題が出てくる

わけです。実際に８１デシベルを超えるところにつ

いては拡大をします、それは範囲内ですということ

を言っているのが、今のモニタリングポストの置い

てあるところで、そのような状況になっているとい

うことを訴えているわけです。そのことを理解し

て、ぜひそれらをもって、拡大の方向に努めていっ

ていただきたいというふうにも思いますし、これら

の数値は、地元の人たちも知っているわけです。皆

さん町から知らされているわけですから。そういう

ことからしても、やはりそこに矛盾をもって生活を

しなければならない。 

 また、この騒音どれぐらいなのだろう。二、三日

前にもあったけれども、大きな戦車で砲撃をやりま

すと、皆さんも承知のとおり、相当大きな音に今も

なっています。我々に知らされている防衛局からの



― 79 ―

通知でも、去年の１０月の１０日間の砲撃回数は

１,１７６回、１日平均１１７回となっています。

そのような大きな騒音の中で暮らしていかなければ

ならないということに対しての思いをぜひ思い起こ

してほしいと思います。 

 前回の２８年の第１回議会のときに、町長は、言

葉としては、残念なのですけれども、演習場の周辺

に張りついて生活をされている人たちと、これは、

自分も聞いて、残念だなこの言葉というふうに思い

ました。それについては、見ている人はどれぐらい

いるかわかりませんけれども、この言葉の裏にある

ものは何なのかということを思うと、ちょっと残念

な気がします。 

 それと、今、もう一つですけれども……。 

○議長（西村昭教君） 髙松議員、時間も過ぎてお

りますので、質問は、関連があるからいいのですけ

れども、もう少し簡潔明瞭に質問してください。意

見開陳ではありませんので。 

○１０番（髙松克年君） 防衛局から知らされてい

る演習場周辺の砲撃騒音状況の中で、測定地点が昨

年の６月から、倍本地区から東１２線北に変わって

いるのです。我々に知らされている測定地点の表示

がです。そのことからしても、防衛局のほうでも行

政区と、それと住所との整合性というか、そういう

ものがどういうふうになっているのか、地元の人た

ちは不思議に思っています。あの測定地点が東１２

線北ということであれば、地域が変わってきます。 

 それと、昨年答えられている中で、第一安井農場

の一部というのがあるのですけれども、残念ながら

この第一農場は、上富の区画の中に、行政の区画の

中にたしかないのです。 

○議長（西村昭教君） 髙松議員、騒音地域の拡大

についての質問ですから、それは表示の違いですか

ら、それは後ほど担当へ行って聞いてください。 

○１０番（髙松克年君） はい、わかりました。 

 そういうようなことで、ぜひ今言ったようなこと

を踏まえて、町長には足しげく防衛局に出かけられ

ているというような話も聞きますから、対応してほ

しいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 髙松議員の捉え方の違いの

部分もありますので、それはまた整理させていただ

きたいと思いますが、いずれにいたしましても、地

域の皆さん方に対します対応は、十分に配慮してい

ただけるような要望活動は、北海道の基地対策協議

会と連動いたしまして、続けてまいりますので、ぜ

ひ御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１０番

髙松克年君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、本日の一般質問を終了いたします。 

─────────────── 

◎休 会 の 議 決             

○議長（西村昭教君） お諮りいたします。 

 議事の都合により、３月１５日から２６日までの

１２日間を休会といたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、３月１５日から２６日までの１２日間を

休会とすることに決しました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時１１分 散会 
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○議事日程（第４号） 
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第 ２ 議案第２５号 上富良野町財政調整基金の一部支消について 
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第１２ 発議案第１号 町長の専決事項の指定について（上富良野町税条例等の一部を改正する条例） 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １３名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１３名でございます。 

 これより、平成２９年第１回上富良野町議会定例

会４日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 予算特別委員会、村上委員長から、本定例会で付

託されました議案第１号から議案第９号までの議案

について、審査報告書の提出がございました。 

 次に、議案第２７号泉町南団地町営住宅３号棟新

築工事（建築主体工事）請負契約の締結につきまし

ては、本日配付のとおりでございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名について行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ８番 竹 山 正 一 君 

     ９番 荒 生 博 一 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議案第２５号及び 

◎日程第３ 議案第２６号 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 議案第２５号及

び日程第３ 議案第２６号を一括上程いたします。 

 上富良野町財政調整基金の一部支消について、上

富良野町公共施設整備基金の一部支障についてを一

括議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第２５号上富良野町財政調整基金の一部

支消について及び議案第２６号上富良野町公共施設

整備基金の一部支消について、提案の要旨を御説明

申し上げます。 

 このたびの平成２９年度一般会計におきまして

は、町税において一定の伸びを見込んだものの地方

交付税の減少など、一般財源の大きな伸びが期待で

きない中で、増加していく社会保障費の要請に応え

ていくことが求められており、財政構造の構築が進

む中で、予算編成を行ったところであります。 

 このような中にあって、本年度は本町の開基１２

０年に当たり、多くの町民の皆様がともに交流を深

められるよう、さまざまな記念事業とあわせ、昨年

度の豪雨災害への復旧事業などを支える財源とし

て、財政調整基金の一部を支消することで、また、

緊急性や必要性の高い保健福祉センターやクリーン

センター、Ｂ＆Ｇ海洋センター、東中会館などの維

持修繕に当たり、多額の財源を必要とすることか

ら、その財源に充てるため、公共施設整備基金の一

部を支消することで財源調整を図ったところであり

ます。 

 このようなことから、両基金の支消に当たり、そ

れぞれの基金条例の規定に基づき、議会の議決を得

ようとするものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第２５号上富良野町財政調整基金の一部支消

について。 

 上富良野町財政調整基金の一部を次により使用す

るため、上富良野町財政調整基金条例第６条第３号

の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、支消金額、３,０００万円。 

 ２、使用目的、その他必要、やむを得ない理由に

より生じた経費（厳しい経済・雇用情勢や急速な少

子高齢化への対応、喫緊な地域課題に向けた財政需

要）の財源に充てるため。 

 ３、使用年度、平成２９年度。 

 続きまして、議案第２６号上富良野町公共施設整

備基金の一部支消について。 

 上富良野町公共施設整備基金の一部を次により使

用するため、上富良野町公共施設整備基金条例第６

条第２号の規定により、議会を議決を求める。 

 記。 

 １、支消金額、３,７００万円。 

 ２、使用目的、公共施設の更新及び改善に多額の

経費を必要とするため。 

 ３、使用年度、平成２９年度。 

 以上、御審議をいただきまして、議決くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 
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 これより、質疑に入ります。両議案ともございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これより、議案ごとに採決いたします。 

 議案第２５号上富良野町財政調整基金の一部支消

について、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号上富良野町公共施設整備基金

の一部支消について、これについて御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 予算特別委員会付託 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 予算特別委員会

に付託審査の議案第１号平成２９年度上富良野町一

般会計予算、議案第２号平成２９年度上富良野町国

民健康保険特別会計予算、議案第３号平成２９年度

上富良野町後期高齢者医療特別会計予算、議案第４

号平成２９年度上富良野町介護保険特別会計予算、

議案第５号平成２９年度上富良野町ラベンダーハイ

ツ事業特別会計予算、議案第６号平成２９年度上富

良野町簡易水道事業特別会計予算、議案第７号平成

２９年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算、

議案第８号平成２９年度上富良野町水道事業会計予

算、議案第９号平成２９年度上富良野町病院事業会

計予算を一括して議題といたします。 

 本件に関し、予算特別委員長の報告を求めます。 

 予算特別委員長、村上和子君。 

○予算特別委員長（村上和子君） 皆さん、おはよ

うございます。 

 ただいま上程されました予算特別委員会付託の件

につきまして、朗読をもって報告にかえさせていた

だきます。 

 予算特別委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次の

とおり決定したので、会議規則第７７条の規定によ

り、審査の経過等を付し報告する。 

 予算特別委員長、村上和子。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は、平成２９年第１回定例会（第２日

目）が開かれた３月８日に設置され、同日、議案第

１号から議案第９号までが付託された。 

 ３月１６日に委員会を開き、正・副委員長、分科

長を選出し、直ちに議案審査に入り、議案第１号の

一般会計予算、歳入各款と歳出１款から４款まで款

別に質疑を行い、理事者の答弁を求めた。 

 ３月１７日に委員会を開き、議案第１号の一般会

計予算、歳出５款から地方債に関する調書まで款別

に質疑を行い、理事者の答弁を求めた。 

 ３月２１日に委員会を開き、議案第２号から議案

第９号までについて、それぞれ歳入歳出を一括して

質疑を行い、理事者の答弁を求めた。その後、二つ

の分科会で、それぞれ審査意見の取りまとめを行っ

た。 

 ３月２２日に委員会を開き、各議案の審査意見を

集約し、理事者に提出を行った。その後、町長から

所信表明を受け、議案ごとに討論と採決を行った。 

 ２、表決及び結果。 

 議案第１号から議案第９号までの討論を行い、議

案ごとに起立による採決を行った結果、平成２９年

度上富良野町一般会計予算及び平成２９年度介護保

険特別会計予算、平成２９年度ラベンダーハイツ事

業特別会計予算、平成２９年度病院事業会計予算な

どについて、審査意見を付し、全議案が賛成多数に

より原案可決となった。 

 ３、審査意見。 

 別紙、平成２９年度予算特別委員会審査意見につ

いては、御高覧いただいたものとして省略させてい

ただきます。 

 以上で、予算特別委員会審査報告といたします。

御審議賜りまして、議決賜りますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、予算特別委

員長の報告を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長報告は、意見を付して全て原

案可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号から第９号までは、委員長の

報告のとおり決しました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第１９号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 議案第１９号上

富良野町職員の分限に関する条例を議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第１９号上富良野町職員の分限に関する

条例につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま
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す。 

 地方公務員法において、職員の分限処分は、降

任、免職、休職、降給の４種類で、法に定める事由

の場合に降任、免職することができることとされて

おり、法に定める事由の場合または条例に定める場

合に休職とすることができ、さらに、条例に定める

場合に降給することができると規定されており、ま

た、その処分の手続等においても条例で定めること

と規定されております。 

 法においては、職員の身分保障と公務能率の維持

という視点に立ち、職員が勤務不良や心身の故障、

適格性を欠く場合などの事由において、分限処分で

きることとされておりますが、本町の現行条例で

は、心身の故障の場合に限った手続及び休職の効果

等の規定となっており、分限制度全体として整備が

必要なことから、現行条例を全部改正しようとする

ものであります。 

 改正条例においては、４種類の分限処分が適正に

運用されるよう、条例の名称を上富良野町職員の分

限に関する条例に改称するとともに、条例において

規定すべき事項を整備したところであります。 

 以下、条を追って概要を御説明いたします。 

 第１条は、分限処分に関し必要な事項を定める

旨、当該条例の趣旨を規定しております。 

 第２条は、休職の事由として、法に定める事由の

ほか、災害による生死不明等の場合を追加規定して

おります。 

 第３条は、降給の種類について、降格と降号を規

定し、その事由について、第４条及び第５条におい

て、法に定める事由を参酌し規定しております。 

 第６条は、分限処分の手続について、それぞれの

処分が公正で客観的な判断のもとで行わなければな

らないこととあわせて、書面の交付により行うこと

を規定しております。 

 第７条及び第８条は、休職の効果に関する規定

で、休職の期間や復職、また、休職期間中の給与等

について、旧条例と同様の規定としております。 

 第９条は、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を

猶予された職員の失職の特例規定で、旧条例と同様

に規定しておりますが、執行猶予が取り消された場

合は、その時点で失職する旨の規定を追加しており

ます。 

 第１０条は、委任規定で、条例の定めるほか、必

要な事項は規則に委任する旨規定しております。 

 なお、附則においては、施行期日を平成２９年４

月１日とすることとあわせて、上富良野町職員の給

与に関する条例において、本改正条例第２条で新た

に設けた、災害による生死不明等による休職の場合

の給与等は１００分の１００以内の支給とする旨規

定するものであります。 

 以上で、議案第１９号上富良野町職員の分限に関

する条例の説明といたします。御審議いただきまし

て、議決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、一括して質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 今回の条例改正の点で、

何点かお伺いいたします。 

 まず一つ目は、いわゆる指導があったにもかかわ

らず、勤務の実情が改善されない場合の、降号とい

う形になっております。また同時に、降任、免職、

休職、降給等の手続等にかかわっては、人事評価ま

たは勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて行わ

なければならないというような表記になっておりま

す。客観的事実ということであれば、評価する場合

の基準等というのは、どういう物差しというものが

持たれているのか、この点。評価する場合、その評

価する人事担当の方というのは、どういう、課長だ

とかがなっているかというふうに思いますが、この

点をお伺いしておきたいと思います。 

 さらにお伺いしたいのは、上富良野町では、心身

にかかわる規定ということで、今回新たにそれ以外

の部分が加わりましたが、参考として、ストレスの

状況の中で休職されている方、現に上富良野町でい

らっしゃるのか。また、その他の理由で休職されて

いる方というのはいらっしゃるのか。見てみます

と、なかなか職務についていない部署の方もいらっ

しゃるのかなというふうに思うのですが、休暇その

他で休まれている方もいらっしゃると思いますの

で、この点わかればお示しいただきたいというふう

に思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の御質

問にお答えをいたします。 

 まず、今回の分限条例につきましては、法の規定

に基づいて、制度として完成させなければならない

課題が本町にありましたので、それら含めて、法に

基づく分限処分を全部網羅できるような形で、基本

の形を整備するということが第一義の目的で改正を

させていただいたところであります。 

 そのようなことで、今回の分限条例の中には、分

限処分に当たりまして、勤務成績が不良の場合につ

いても、それぞれ法に定める降任、免職、あるいは

条例の規定に基づいて、降給についても制度化をさ

せていただいているところであります。 

 これらを客観的な判断に基づいて、そのような処

分がなされなければ、当然職員の中では理解のでき
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ないものになりますので、きちんとした極めて客観

的な判断に基づくものにしていかなければならない

ということで、こちらも地方公務員法の規定に基づ

いて、整備を今しております人事評価制度につきま

しても、これは公務員法の規定に基づいて整備をし

ていくものでありますので、こういうものが職員の

中でしっかりと理解ができるような、そういうもの

に制度の熟度を高めていく中で、こういうものを活

用した中で客観的な判断をしていかなければ、勤務

成績につきましては、そのような形になろうかなと

いうふうに理解をしております。 

 またあと、それ以外にも客観的な事実等があった

場合については、どういうものが客観的な事実なの

だということにつきましては、この条例の施行規則

を今、整備しなければなりませんけれども、そう

いった中で、勤務状況の記録報告書などをしっかり

と整備をして、何かそういう事実があったときには

しっかりと記録を残していくというようなことを積

み重ねていくことが大切かなと。そういう中で、一

定程度職員には、それらの事実や勤務実績を評価し

たものを職員に示し、その中で改善を促すというよ

うなことで、それら改善を促したにもかかわらず、

また次の評価なりで、そのような改善が見られな

かった場合に、こういった分限処分を行うことがで

きるような、そういうものにしていくということに

なると思います。 

 先進的な自治体においては、これらの指針をしっ

かりと整備をして、とり行っていくことが求められ

ているというふうに思っておりますけれども、制度

を運用していく中で、それらの指針をつくり上げて

いきたいなというふうに思っているところでありま

す。 

 基本的には、現在、懲戒処分等においての行政処

分審査委員会が内部組織でございますので、この中

で協議をしながら対応していくという考えでござい

ます。 

 あと、客観的な評価をしていく者は誰なのだとい

うことでありますが、こちらにつきましては、管理

職がそれを担っていくということになろうかという

ふうに思っております。主幹職、課長職、それか

ら、課長職の判断であれば、副町長、教育長がそれ

らの客観的な評価者になり得るというふうに理解を

しております。 

 それから、もう１点ありました。ストレス等に伴

います現在の休職等の状況ですが、今現在、ストレ

ス等を原因に休職している職員は、今現在はいない

ところでありますが、過去においては、精神疾患

等、ストレス等のメンタルを起因とした休職者がい

なかったわけではありませんし、それから、ほかの

病気で病気休暇をとられるようなこと、それから、

さらに病気休暇から休職にまで、改善まで一定の期

間が要するときには休職という形になりますので、

そういった職員につきましては、過去には数名いる

ことは確かなことでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） その他についてはいない

ということですね。そのほかの理由について休職さ

れている方だとか、そういう部分についてはいない

ということで確認してよろしいですか。 

 それともう１点なのですが、指導改善を行った場

合の期間というものが設置されるのかなというふう

に思いますが、この点については、恐らく規則等に

盛り込まなければならないというふうな状況なのか

なというふうに思いますが、恐らく指導を行って

も、いわゆる何カ月間において指導を行っても、そ

れでもなおかつ本人が改善されないという、期間が

設けられなければならないというふうに思うのです

が、この点。 

 今回、２９年４月１日から施行されるということ

でありますから、仮に、急遽こういう対象が出てき

た場合、当然、もう既にこの条例施行とあわせて規

則も整備されなければならないのが普通ではないか

なというふうに思います。仮に、何らかの要因で、

人ですから、こういう状況で該当する方が、間もな

く年度を越してあらわれたということになった場合

に、なかなか追いつかないという状況になっている

実態があるのではないかなというふうに思います

が、そういう場合の対処等も含めた、規則等の対応

の仕方はどうだったのか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 施行規則の整備の関係

の御質問ということで理解して答弁をさせていただ

きます。 

 施行規則につきましては、当然今、条例を上程さ

せていただいておりますので、内部では施行規則を

用意し、条例の可決次第、意思決定をする予定とし

ております。施行規則の中で細かな、先ほど少し述

べました、例えば勤務状況の記録書などは、施行規

則の中でそれぞれ整備をしていく予定になっており

ますので、そういったものにつきましては、既に事

務的に準備をし、意思決定の準備まで整っていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） まだきちっと整備されて

いないということで確認してよろしいですか。話の

中で、そういうことですね。 
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○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 施行規則の意思決定は

終わっておりますけれども、条例等規則、当然、公

布手続きがありますので、公布手続きは、きょうの

本議会が終わった後に町長に、条例規則の公布手続

きの署名をいただくような手続になろうかと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１９号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

りせんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第２０号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第２０号上

富良野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第２０号上富良野町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 昨年８月の人事院勧告において、給与勧告とあわ

せて、育児、介護と仕事の両立を支援する視点か

ら、勤務時間法改正が勧告がなされました。これを

受け、地方公務員制度においても関係法令の改正が

行われたところであり、これら改正内容に沿って当

該条例の改正を行うもであります。 

 改正の主な内容は、これまで、連続する６カ月期

間内で取得できた介護休暇を、６カ月の範囲内にお

いて３回まで分割して取得できるよう、第１５条に

おいて改正するとともに、１日２時間以内の介護時

間の新設を第１５条の２において規定するものであ

ります。 

 なお、附則においては、施行期日は、平成２９年

４月１日とすることとあわせて、介護休暇期間の旧

制度と新制度における経過措置を規定しておりま

す。 

 以上で、議案第２０号上富良野町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の説

明といたします。御審議いただきまして、議決くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） お伺いしますが、介護時

間の設定でありますが、２時間を超えない範囲とい

う形になっております。状況を見ましたら、仮に介

護度によって変わると思いますが、生々しい話で

は、おむつをかえなければならない、食事をつくら

なければならない、その他急遽それ以外のものが起

き得るという状況が介護の現場では頻回に行われて

おります。私も親を介護した経験上、２時間という

のは非常に短い時間かなというふうに思いますが、

その点、十分配慮された内容になっているかと思い

ますが、実情に即した介護時間なのかという点で、

その根拠というのはどういうところにあるのか、お

伺いしておきたいと思います。 

 次に、１８条の非常勤または再任用等のかかわり

でありますが、任命権者が別に定めるという形に

なっておりますが、この点については、これはもう

既にここの部分については、決まった要項という

か、そういった規則というか、そういったものはあ

るのか確認しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の御質

問にお答えをいたします。 

 介護時間の、１日２時間の介護時間というものに

つきましては、昨年の８月に出されました人事院勧

告に基づきまして、国家公務員のほうの制度、それ

から地方公務員の制度のほうも、それらの考え方に

基づいて整備が図られてきたということで、本町の

条例も、介護時間につきましては、１日２時間の範

囲内でということで制度化をさせていただいており

ます。 

 この２時間という考え方がどういうところにある

のかというものは、我々も想像の域になるのかもし

れませんけれども、もともとの介護休暇制度自体

は、日単位と時間単位でとれまして、本町の条例の

中でも、介護休暇としては、日単位でとるもの、そ

れから、半日単位といいますか、始業から、うちの

場合は、午後の勤務時間が４時間１５分になります

ので、４時間１５分の範囲内で介護休暇をとれるよ

うな仕組みになっております。これが合わせて３回

までのとり方で６カ月間、今までは、連続する６カ

月が介護休暇という期間でしたけれども、例えば午

前中の介護休暇をとりたい、４時間の介護休暇をと

りたいということであれば、例えば夏の暑い時期

に、どうしても褥瘡予防が心配なので、夏の間、介

護休暇をとりたいということであれば、夏の７月、
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８月にとって、また次の年の夏にとることも、そう

いうことも可能になったというような内容でありま

す。 

 そのようなことで、今回新たに介護時間の２時間

が設けられたというものにつきましても、国、地方

公務員の制度の中では、始業時間の２時間か終業時

間の２時間というとり方になっております。本町の

規則の中で、そういうふうに規定することになって

ございますけれども、これにつきましては、多分、

モーニングケア、それからナイトケアといいます

か、どうしても日中の間はほかのいろいろなサービ

スに委ねる場合が多くなるのかもしれませんけれど

も、特に、例えばデイサービスや何かを利用する場

合も、デイサービスに出ていかれるとき、また帰っ

てくるときというのは、どうしても家族がいなけれ

ばというものがあるので、そういう意味で、多分、

モーニングケア、ナイトケアの充実を図ることで、

介護をしながらでも働きやすい環境をつくるという

のが基本的な考え方なのかなというふうに理解をし

ているところであります。 

 基本的には、第１８条にあります、非常勤の勤務

時間、その他の勤務条件に関してについては、任命

権者が別に定めるということになってございますの

は、これは今までと何も制度が変わっているもので

はありませんで、非常勤職員については、４分の３

の勤務の中で、それぞれ休暇や勤務時間等が定めら

れておりますので、これは何も基本的に変わるもの

ではございません。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。ほかにご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第２１号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第２１号上

富良野町地域包括支援センターの職員等に係る基準

を定める条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま上程され

ました議案第２１号上富良野町地域包括支援セン

ターの職員等に係る基準を定める条例の一部を改正

する条例の提案の要旨を御説明させていただきま

す。 

 先般の介護保険法施行規則の一部改正に伴いまし

て、包括的支援事業を実施するために必要な基準を

定めるに当たって、従うべき基準とされる厚生労働

省の基準が改正されたことにより、町においても、

当該基準を準用している本条例の一部を改正するも

のです。 

 改正の内容についてですが、現在、地域包括支援

センターには、条例の基準により、保健師、社会福

祉士、主任介護支援専門員が配置されているところ

ですが、そのうち主任介護支援専門員について、厚

生労働省の基準に、新たに５年の更新制度が導入さ

れたことにより、更新研修の修了義務が加えられた

ため、本条例につきましても同様の改正をするもの

です。 

 以下、議案を朗読しまして、説明にかえたいと思

います。 

 議案第２１号上富良野町地域包括支援センターの

職員等に係る基準を定める条例の一部を改正する条

例。 

 上富良野町地域包括支援センターの職員に係る基

準を定める条例（平成２６年上富良野町条例第１８

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「第１４０条の６８第１項に規定

する主任介護支援専門員研修を修了した者」を「第

１４０条６６第１号イ（３）（介護保険法施行規則

の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第

１９号）附則第３条の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）に規定する主任介護支援専門員」

に改める。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第２１号上富良野町地域包括支援セン

ターの職員に係る基準を定める条例の一部を改正す

る条例の説明とさせていただきます。御審議賜りま

して、御議決くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） お伺いしたいことがあり

ますので、今回、改正されまして、仕事上に支障が

来ないのかなというふうに思うのですが、この点、

もしも研修に行かれた場合の、日数によっても変わ

るかというふうに思いますが、お伺いいたします。 
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 研修等の日数というのは、どのぐらい研修を受け

る形になるのか、お伺いしておきたいというふうに

思います。 

 新たに設けた制度でありますが、なかなかよく理

解が得られないという私の情けなさがありまして、

現行の中でも十分対応できるのではないかというふ

うに思いますが、いろいろと諸事情が変わって、主

任者においても、そういった対応できるような対策

ということの改正で、講習、研修という形になって

いるかというふうに思いますが、お伺いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいまの１１番

米沢議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今回の５年に一度の研修ということで、業務に支

障がないかというような御質問なのですけれども、

これにつきましては、従来、主任介護支援専門員の

研修につきましては、初回のみの研修で、時間にい

たしまして６４時間、この研修を１回受ければ主任

介護支援専門員として、ずっとその資格を有してい

たところなのですが、今回の改正によりまして、５

年に一度、時間にいたしまして４６時間、このよう

な時間を今回、新たに研修することによって、５年

の更新というような形で、資格を更新できるような

仕組みとなったところでございます。 

 その中で、もう１点、今回の改正の趣旨につきま

しては、地域包括支援センター、包括的支援事業の

一部の業務の役割といたしまして、他のケアマネ

ジャーの指導的立場もありますし、あわせて今後の

地域包括ケアシステムの構築という形で、一定程度

の専門的な部分の研修が定期的に必要というような

観点から、このような更新研修を実施したものと理

解しております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。ほかにご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第２２号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第２２号上

富良野町税条例等の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第２２号上富良野町税条例等の一部

を改正する条例について御説明申し上げます。 

 このたびの改正は、社会保障の安定財源の確保な

どを図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法

及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を

改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政

令等の一部を改正する政令が、去る平成２８年１１

月２８日に公布されたことに基づく改正と、町税に

おける固定資産税の納付環境の充実を図るため、上

富良野町税条例等の一部を改正するものでございま

す。 

 改正内容につきましては、１点目は、固定資産税

の納期回数について、現行２期を３期にふやすもの

であります。 

 ２点目は、法律及び政令の一部改正により、個人

住民税における住宅ローン控除適用期限の延長、軽

自動車税にかかわるグリーン化特例の延長、法人税

割の税率引き下げ時期の変更、軽自動車税の環境性

能割の導入時期の変更などについて改正するもので

ございます。 

 以上が主な改正点でございます。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第２２号上富良野町税条例等の一部を改正す

る条例。 

 上富良野町税条例の一部改正。 

 第１条、上富良野町税条例（昭和２９年上富良野

町条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、主な改正点のみの説明とさせていただきま

すので、御了承願いたいと思います。 

 第３６条の２は、町民税の申告において、「仮認

定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活

動法人」に改めるものであります。 

 第６７条は、固定資産税の納期について、第２

期、７月１日から同月３１日までを追加し、納期回

数を３期に変更とし、１の納期に納付する額「２,

４００円」を「２,９００円」に改めるものであり

ます。 

 附則第７条の３の２は、個人町民税における住宅

ローン控除制度の適用期限について延長するもので

あります。 

 次に、第２条関係です。 

 上富良野町税条例等の一部を改正する条例の一部

改正。 
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 第２条、上富良野町税条例等の一部改正する条例

（平成２８年上富良野町条例第１０号）の一部を次

のように改正する。 

 以下につきましても条例の朗読を省略させていた

だき、主な改正点のみの説明とさせていただきます

ので、御了承願いたいと思います。 

 第１条中、附則第１６条は、軽自動車税のグリー

ン化特例の延長について規定の整備をするものであ

ります。 

 ２ページをお開き願います。 

 第１条の２は、上富良野町税条例の一部改正と

し、軽自動車税の環境性能割の導入時期の変更に伴

う改正と、法人税割の税率について改正規定の整備

をするものであります。 

 第１８条の３、第１９条は、軽自動車税に係る所

要の改正をするものであります。 

 第３４条の４は、法人税割の制限税率について、

引き下げの改正するものであります。 

 第８０条は、軽自動車税の納税義務者等に係る規

定について、所要の改正をするものであります。 

 第８１条は、軽自動車税のみなす課税について、

新たな規定を整備をするものであります。 

 ３ページをごらん願います。 

 第８１条の２から第８１条の８までは、軽自動車

税について、新たな規定の整備をするものでありま

す。 

 ４ページをお開き願います。 

 第８２条、第８３条及び５ページの第８６条から

９１条までは、軽自動車税に係る規定について、字

句などを改めるものであります。 

 附則第１５条の２から附則第１５条の６は、軽自

動車税に係る新たな規定を整備するものでありま

す。 

 ６ページをお開き願います。 

 附則第１６条は、軽自動車税に係る規定につい

て、所要の改正をするものであります。 

 改正附則第１条は、改正施行日に係る所要の規定

について改正するものであります。 

 改正附則第２条は、町民税に関する経過措置につ

いて改正し、改正第２条の２は、法人税割の税率引

き下げの時期の変更に伴い、新たに規定の整備をす

ものであります。 

 ７ページをごらんください。 

 改正附則第４条は、軽自動車税の環境性能割の導

入時期の変更に伴い、適用年度の変更について改正

し、新たに平成２９年度分の軽自動車税の経過措置

について、附則第３条の２に定めるものでありま

す。 

 附則。 

 第１条、条例の施行期日は、公布の日から施行と

して、改正規定は、政令改正により、平成２９年４

月１日から施行することとしております。 

 第２条は、適用区分について定めるものでありま

す。 

 以上をもちまして、議案第２２号上富良野町税条

例等の一部を改正する条例の説明といたします。御

審議いただきまして、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了しま

す。 

 討論を省略し、これより議案第２２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第２３号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第２３号上

富良野町ラベンダーハイツ条例の一部を改正する条

例を議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ただいま

上程いただきました議案第２３号上富良野町ラベン

ダーハイツ条例の一部を改正する条例について、提

案の要旨を御説明申し上げます。 

 このたびの改正は、障がい者の短期入所の指定を

受けるため、上富良野町ラベンダーハイツ条例の一

部を改正し、当施設を障がい者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第５条第８項に規定する事業所とし

て設置するものでございます。 

 以下、条文の朗読を省略し、改正内容の概要につ

いて御説明申し上げます。 

 設置の第１条には、当施設を総合支援法第５条第

８項に規定する事業所として追加、管理運営の第３

条には、総合支援法の追加、定員の第５条には、障

がい者を短期間入所させることのできる人員を２人

（空床型）と定め、事業の第６条には、当該事業の

追加、事業の対象者の第７条には、当該事業の対象

者の追加、サービスの利用の第８条には、当該事業

の追加、利用料及び実費に相当する費用の第９条に
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は、当該事業の利用者の追加を行うものでありま

す。 

 なお、施行期日は、平成２９年４月１日とするも

のであります。 

 以上で、議案第２３号上富良野町ラベンダーハイ

ツ条例の一部を改正する条例の説明といたします。

御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第２４号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第２４号

上富良野町病院事業の設置に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） ただいま上程い

ただきました議案第２４号上富良野町病院事業の設

置に関する条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 上富良野町立病院は、旭川医科大学の第３内科の

関連病院として、血液・腫瘍内科、肝臓内科の専門

医の派遣を受けており、あわせて救急科についても

診療科目として標榜し、町民の診療の利便を図ると

ともに、病院経営の改善に資するものであります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第２４号上富良野町病院事業の設置に関する

条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町病院事業の設置に関する条例（昭和４

２年上富良野町条例１７号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条１項に次の３号を加える。 

 ５号、血液・腫瘍内科。 

 ６号、肝臓内科。 

 ７号、救急科。 

 附則。 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 以上で、議案第２４号上富良野町病院事業の設置

に関する条例の一部を改正する条例の説明といたし

ます。御審議いただきまして、議決くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了しま

す。 

 討論を省略し、これより議案第２４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第２７号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第２７号

泉町南団地町営住宅３号棟新築工事（建築主体工

事）請負契約の締結についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第２７号泉町南団地町営住宅３号棟

新築工事（建築主体工事）請負契約の締結の件につ

きまして、提案の内容を御説明いたします。 

 泉町南団地町新築事業は、国土交通省の助成採択

を受け、昭和４７年から４９年に建築されました２

１棟７２戸を平成２５年から３１年度までの７カ年

で、１０棟７２戸に建てかえするものであります。 

 平成２６年度に１号棟、２７年度に２号棟が完成

し、本年度におきましては、３号棟の入札を今般執

行したところであります。 

 工事内容につきましては、鉄筋コンクリートづく

り２階建て、１棟１１戸、延べ床面積９２８.３８

平方メートルを建築するものであります。 

 工事は、建築主体工事、機械設備工事、電気設備

工事の３工種に分割し、上程いただきました建築主

体工事につきましては、一般競争入札により、特定

共同企業体６社の参加があり、３月２２日に入札を

執行いたしました。結果は、高橋・木津特定共同企

業体が２億２,０６０万円で落札し、消費税を加え

まして、本日、議案の２億３,８２４万８,０００円

の契約金額となったところであります。 

 参考までに、２番札は、サンエービルド・創成特

定建設工事共同企業体の２億２,３００万円でし

た。 
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 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第２７号泉町南団地町営住宅３号棟新築工事

（建築主体工事）請負契約の締結について。 

 泉町南団地町営住宅３号棟新築工事（建築主体工

事）の請負契約を次により締結するため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、契約の目的、泉町南団地町営住宅３号棟新築

工事（建築主体工事）。 

 ２、契約の方法、一般競争入札による。 

 ３、契約の金額、２億３,８２４万８,０００円。 

 ４、契約の相手方、高橋・木津特定共同企業体。

代表者、高橋建設株式会社代表取締役、北川昭雄。 

 ５、工期、契約の日から平成３０年１月２２日。 

 以上、説明といたします。御審議賜りまして、議

決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） お伺いいたします。この

施工金額というのは、最近、工事単価等が高値に

なっているということであったかというふうに思い

ますが、そういうものも含めて、後で変更だとか、

そういうことはないという形、よほどのことがない

限りは、そういうものも積算された中で設定されて

いるということでよろしいですか。 

 それともう１点でありますが、機械だとか給排水

だとかいろいろあると思いますが、どういう業者が

今回落札されたのか、わかればお伺いしておきたい

というふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 請負金額について、材料等の単価の高騰が見込ま

れる場合には、契約の中で変更等もうたわれており

すので、そういう場合は変更する形となっておりま

す。 

 また、給排水関係ですけれども、まず、機械設備

工事につきましては、有我工業所でございます。そ

れから、電気設備につきましては、鈴木電気商会で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。ほかにご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第２７号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

りせんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 発議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 発議案第１号

町長の専決事項の指定について（上富良野町税条例

等の一部を改正する条例）を議題します。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） ただいま上程をいただきま

した発議案第１号町長の専決事項の指定について

（上富良野町税条例等の一部を改正する条例）を、

朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

 発議案第１号町長の専決事項の指定について（上

富良野町税条例等の一部を改正する条例）。 

 上記の議案を次のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出します。 

 平成２９年３月７日提出。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、中澤良隆。 

 賛成者、上富良野町議会議員、佐川典子。 

 町長の専決事項の指定について。 

 次の事項に関しては、地方自治法第１８０条第１

項の規定により、町長において専決処分することが

できるものとして指定する。 

 記。 

 平成２９年度の地方税法の一部改正に伴う上富良

野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第１０号）

等の一部を改正すること。 

 以上であります。御審議賜り、御議決いただきま

すようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより、発議案第１号を採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 



― 93 ―

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 発議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 発議案第２号

上富良野町議会委員会条例の一部を改正する条例を

議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ただいま上程いただきまし

た発議案第２号上富良野町議会委員会条例の一部を

改正するの条例の提案の理由を御説明いたします。 

 さきの定例会で議決されました、農業者の利便性

向上のため、農政事務のワンストップ化を図ること

を目的とし、平成２９年４月１日から施行される上

富良野町課の設置条例の一部を改正に伴い、議会の

委員会条例の一部を改正することでございます。 

 以下、議論の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 発議案第２号上富良野町議会委員会条例の一部を

改正する条例。 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第

２項の規定により提出いたします。 

 平成２９年３月７日提出。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、金子益三。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中澤良隆。同じ

く、佐川典子。 

 裏面をごらんください。 

 上富良野町議会委員会条例の一部を改正する条

例。 

 上富良野町議会委員会条例（昭和６２年上富良野

町条例第８号）の一部を次のとおり改正する。 

 第２条第１項中、第７号を第８号とし、第６号を

第７号とし、第５号を第６号とし、同項第４号中、

「産業」を「農業」に改め、同号を第５号とし、第

３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の

次に次の１号を加える。 

 （２）企画商工観光課に関する事項。 

 附則。 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 以上、御審議いただきまして、御議決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（西村昭教君） 日程第１４ 閉会中の継続

調査申し出についてを議題とします。 

 議会運営委員会並びに各常任委員会から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において、別紙

配付の閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員会からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決しました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は全て終了いたします。 

────────────────── 

◎退任・退職挨拶 

○議長（西村昭教君） ここで、今月３月３１日を

もって定年退職されます管理職の方から御挨拶をい

ただきたいと思います。 

 保健福祉課健康づくり担当課長、杉原直美君。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） 平成２９年

第１回上富良野町議会定例会の終了後の貴重な時間

に、このような場を設けていただきありがとうござ

います。退職に当たりまして、お礼の御挨拶をさせ

ていただきます。 

 平成２９年３月３１日をもちまして、定年退職い

たします。なかなかこの議場とお別れするのに実感

が持てないのは、すごく充実したときをここで過ご

させていただき、あっと言う間だったということに

気づきました。ここまで来られましたのは、本当に

偉大な先輩、優秀な後輩や同僚、そして職員みんな

の力だというふうに思います。その中では、議員の

皆様初め町民の方々に本当に育てていただいたとい

うことで思っております。 

 私は、人口１０万都市だった夕張で生まれまし

た。当時は、すごい全盛のときでした。保健師を目

指そうと思った基本になったのは、札幌の国立札幌

病院、今で言うがんセンターで看護を学んだときで

す。昭和５０年代のがんは本当に不治の病でした。

症状が出てきてからしか病院に行ってその診断がで

きないほど、本当に先進的な医療をする中でも、と
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ても大変な患者さんをたくさん見てきました。骨肉

腫で足を切断した野球少年や幼子を抱えた卵巣のう

腫のお母さん、たくさんそういう方たちを見て、命

のはかなさだとか大切さだとかを、当時の思春期の

私はどうやって、私は何をできるのだろうというふ

うに考えました。たどり着いたのが予防活動です。

保健師の道を目指しました。 

 途中、３人の子どもの子育ても、わがままながら

させてもらいながら、こうして退職を迎えること

は、保健師として職能を全うできたことに非常に感

謝しています。 

 特に、上富良野町の日々では、時代が非常に変わ

るときでした。成人病と言われていたものが生活習

慣病に変わりました。住民健診という言葉も特定健

診というふうに変わって、非常にがんも、五大がん

が早期発見できるようになる時代で、本当に時代の

流れをここで感じることができて、その中で、住民

の方々一人一人と接して、仕事をさせていただいた

ということに限りなく充実感を持っているところで

す。 

 当初は、予防というのは、なかなか見えないもの

だと思っていました。結果はすぐには出ないです

し、好きに人生を生きていても最終的には同じ運命

じゃないかというぐらいに思っていたのですが、で

も、途中、救えなかった方たちとか、重症化してし

まった方たちを見るにつけ、やはり予防は絶対、確

信を持って可能だというふうに今自信を持っていま

す。 

 今まで本当にありがとうございます。４月から

は、少し住民の方にも恩返しができるような立場を

与えていただけるということで、また一層努力して

いきたいと思います。 

 最後に、皆様の健康と御活躍をお祈りして、御挨

拶にかえさせていただきます。本当にありがとうご

ざいました。（拍手） 

○議長（西村昭教君） 長い間大変御苦労さまでご

ざいました。 

────────────────── 

◎町  長  挨  拶 

○議長（西村昭教君） 次に、本年最初の定例会に

より、町長から御挨拶がございます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 議長のお許しをいただきま

して、一言お礼の御挨拶を申し述べたいと思いま

す。 

 ３月７日に開会いたしました平成２９年第１回定

例町議会、本日、最終日を迎えまして、皆様方には

大変深い御理解、あるいは温かい御意見等を多数賜

りまして、上程させていただきました全議案がお認

めいただきましたこと、まず、心から感謝を申し上

げる次第でございます。町政推進の重責という重み

を改めて痛感したところでございます。 

 限られた予算の中で、しかも少子高齢化が進展す

る社会状況の中にあって、住民の皆さん方にどのよ

うに幸せを提供していくかということに改めて思い

をいたしまして、皆様方の御期待に沿えるよう、あ

るいは町民の皆さん方の期待に沿えるように、さら

に精進してまいりたいと考えておりますので、この

第１回定例町議会、大変温かい御指導を賜りました

こと、心からお礼申し上げますとともに、先ほど御

挨拶いただきました杉原課長につきましては、健康

づくり推進の町にふさわしい、健康推進のトップラ

ンナーとして常に最前線で頑張っていただきまし

た。御縁がございまして、これからも皆さんと一緒

に仕事をしていただけるということでございますの

で、さらに御活躍を御期待申し上げる次第でござい

ます。 

 第１回定例町議会閉会に当たりまして、重ねて感

謝申し上げまして、御挨拶とさせていただきたいと

思います。大変ありがとうございました。 

────────────────── 

◎議  長  挨  拶 

○議長（西村昭教君） 私のほうからも一言御挨拶

申し上げます。 

 まず、３月７日に開会されました本会議から、補

正予算あわせて２９年度の予算ということで、村上

委員長を中心に４日間にわたりまして予算審議をい

ただきまして、無事全議案が可決されましたことに

大変御苦労さまでございます。改めてお礼を申し上

げたいと思います。 

 予算審議を経て感じたことは、私は委員ではあり

ませんでしたが、ことし、税収がなかなか１０億円

台を超えなかったのが、去年、ことしかけてやっと

町民税が超えたということでありますが、アベノミ

クスを振り返ってみますと、もっともっとその成果

がこういう地方自治体に出てくればいいわけです

が、なかなか出てこないということでは、これから

そういう期待をするわけでありますけれども、なか

なか期待を持てないような経済状況かなと思ってお

ります。 

 あわせて、そういう中で今、予算編成の内容を見

ますと、非常に取り組まなければならない町政課題

がたくさんあると、現在も、それから将来に向かっ

ても。そういう中で予算の配分について、大変ある

面では、町長を先頭に御苦労された部分もあろうか

と思いますし、これからの財政状況、地方財政を考

えますと、非常に地方自治体は厳しい状況がこれか

らまだまだ出てくるのかなという感じがしたところ
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であります。 

 そういう中で２９年度の予算が可決をいただいた

わけでありますけれども、今回は、皆さんも御存じ

のとおり、議案の審議の進め方を従来のやり方と変

えまして、逆のやり方に試行的に取り組んだという

ことでは、非常に議会のあり方、あるいは審議の経

過の進め方について、非常に気づかされることが

多々ございました。それとあわせて、予算の審議の

中で出てきたいろいろな将来に向かっての町の課題

について、議会はこれからどうしていくかというこ

とについても気づかされた今年度の予算委員会、議

会かなという感じがしたところであります。 

 町長をトップにして執行していく理事者側、あわ

せて１４名でいろいろ考えても、議会と、これは非

常にある面では、車の両輪とはいいながら、議会の

意見というのは一つにまとまっていかなければ、な

かなか町長の行政の中に反映することは難しいこと

があります。何ぼいい意見が出されても、最終的に

は本会議も多数決で決まるということでありますか

ら、そういう意味では、議会もお互いの意見のぶつ

かり合い、あるいは意見をまとめていく、あるいは

意見をまとまっていくという、そういう点では、今

回、私自身、非常に考えさせられた議会であったの

かなと思っております。 

 いろいろな課題を抱えている行政でありますけれ

ども、これからは、そういう面で非常に議会の責任

も重くなるのかなという思いをしたところでありま

す。 

 また、きょうは、３月３１日をもって退職される

杉原課長につきましては、少子高齢化という時代を

迎えて、非常に地味でありますけれども、本当に町

の基礎をつくっていただける職務に一生懸命取り組

んで、町民の健康づくり、それから子どもたちの無

事な成育といいますか、発達といいますか、そうい

う職務に携わって、町民の健康づくりに御貢献いた

だきましたことに、改めて厚くお礼を申し上げます

とともに、長年の苦労に感謝申し上げたいと思いま

す。また、まちづくりにかかわるということであり

ますので、これからは今までの経験で培ったものを

生かしていただければありがたいと思います。 

 改めて、４月までに１週間もないわけであります

けれども、またことし１年よろしくお願い申し上げ

まして、今回の定例会に当たりまして一言皆様に感

謝を申し上げながら、御挨拶にかえさせていただき

ます。本当にありがとうございました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） これをもって、平成２９年

第１回上富良野町議会定例会を閉会といたします。 

午前１０時１８分 閉会 
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     上富良野町議会議長  西  村  昭  教 

 

 

         署 名 議 員         竹  山  正  一 

 

 

         署 名 議 員         荒  生  博  一 
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